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はじめに 

１ 策定の趣旨  

○ 平成 18（2006）年に「教育基本法」が改正され、地方公共団体が教育の振興に関

する施策について基本的な計画を定めるよう努めることとなって以降、本県では、３次

にわたる計画に沿って、具体的な施策を展開してきました。こうした取組を積み重ねた

結果、子どもたちの自己肯定感や社会参画する力が向上したり、学校と地域との連

携・協働が進んだりするなど、一定の成果につながりました。 

○ 人口減少や少子高齢化、グローバル化の進展、地球規模の課題、子どもの貧困など

社会経済的な課題、地域間格差など地域の課題、社会のつながりの希薄化など、さま

ざまな社会課題が存在する中、未来に向けて学びのあり方を構想するにあたっては、

教育の未来像を巡る動向1をふまえ、個人と社会のウェルビーイング（Well-being）2

の実現をめざすことが大切です。 

○ 一人ひとりのウェルビーイングを実現していくためには、この社会を持続的に発展さ

せていくことが求められます。こうした社会の実現に向けては、一人ひとりが自分のよ

さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様

な人びとと協働しながら、さまざまな社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、

「持続可能な社会の創り手」になることをめざすという考え方が重要です。 

○ ウェルビーイングのとらえ方は国や地域により異なり得るものであり、一人ひとりの

置かれた状況によっても多様な求め方があり得ます。我が国においては利他性、協働

性、社会貢献意識など、人とのつながりや関係性に基づく要素がウェルビーイングに

とって重要な意味を有しているとされていることをふまえ、教育を通じて日本社会に

根差したウェルビーイング3の向上を図ることが大切です。 

○ 新型コロナウイルス感染症の流行以来、子どもたちの学習や心身にも一定の影響が

生じているとの指摘もなされているところです。一人ひとりの回復のペースは同じで

はないという認識のもと、誰一人取り残すことなく子どもたちの学びと健康を支えると

ともに、コロナ禍で再認識された学校の役割をふまえ、単にコロナ禍前に戻るのでは

                                                   
1 OECD「ラーニング・コンパス 2030」（令和元（2019）年 5月）、教育振興基本計画（令和 5

（2023）年 6月 16日閣議決定）などの未来に向けた学習の枠組みや教育政策に関する計画など。 
2 ウェルビーイングとは身体的・精神的・社会的によい状態にあることをいい、短期的な幸福のみなら

ず、生きがいや人生の意義など将来にわたる持続的な幸福を含むものです。また、個人のみならず、

個人を取り巻く場や地域、社会が持続的によい状態であることを含む包括的な概念です。 
3 日本社会に根差したウェルビーイングの要素としては、「幸福感（現在と将来、自分と周りの他者）」、

「学校や地域でのつながり」、「協働性」、「利他性」、「多様性への理解」、「サポートを受けられる環

境」、「社会貢献意識」、「自己肯定感」、「自己実現（達成感、キャリア意識など）」、「心身の健康」、

「安全・安心な環境」などが挙げられます。 
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なく、これまで制限されてきた学校教育活動のうち真に必要なものの回復やＩＣＴの活

用などにより、新しい時代の学びを実現していくことが重要です。 

○ こうした認識のもと、子どもたち一人ひとりの豊かで幸せな人生と社会の持続的な

発展に向け、新時代における教育施策を総合的かつ計画的に推進できるよう、「三重

の教育宣言4」に込められた思いを引き続き大切にするなど、これまでの計画を発展的

に継承しながら、本県の教育の新しい指針として「三重県教育ビジョン」を策定します。 

 

２ 位置づけ 

○ 本ビジョンは、教育基本法第 17 条第２項に基づいて策定する、本県の「教育の振興

のための施策に関する基本的な計画」として位置づけます。 

○ 本ビジョンは、本県の総合計画である「強じんな美
うま

し国ビジョンみえ」5、「みえ元気プ

ラン」6で示された理念をふまえ、教育分野の施策を推進していくための計画です。ま

た、本ビジョンは、三重の教育のめざす姿とその実現に向けた取組内容および目標を

示す中期計画です。 

○ 本県の教育施策の基本的な考え方などを示す「三重県教育施策大綱」は、就学前教

育、学校教育から社会人の教育に至るまで人の生涯にわたる教育全体を対象として

います。そのため、主として公立学校教育を対象とする本ビジョンは、「三重県教育施

策大綱」をふまえて策定することとします。 

３ 対象範囲 

○ 本ビジョンの対象範囲は、次のとおりとします。 

① 公立学校教育、学校スポーツ、社会教育に関すること 

② 上記①と密接な関係を有し、市町、家庭、地域などとの連携・協働のもとに、推進

を働きかけることのできる分野（例：地域と学校の連携・協働の推進、家庭教育応

援の推進） 

４ 計画期間 

○ 令和６（2024）年度から令和９（2027）年度までの４年間とします。 

                                                   
4 「三重県教育ビジョン」（平成 28（2016）年３月策定）において、県民一人ひとりが、それぞれの役割

や立場に応じて、主体的に三重の教育に関わっていくという決意をあらわすものとして示されまし

た。「三重の教育宣言」の全文は巻末資料に掲載しています。 
5 長期的な視点から、おおむね 10年先の三重の姿を展望し、政策展開の方向性や県政運営の基本

姿勢を示す長期ビジョンです。 
6 「強じんな美し国ビジョンみえ」を着実に推進するための取組内容をまとめた、令和４（2022）年度か

ら令和８（2026）年度までの５年間の中期の戦略計画です。 
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５ 全体構成 

○ 第１章の「総論」では、本県の教育がめざすべき方向性を「子どもたちに育みたい力」

として示すとともに、その実現に向けて「教育施策の基本的な考え方」と「教育ビジョン

を貫く視点」を明らかにします。「教育施策の基本的な考え方」は、「三重県教育施策

大綱」で示され、本ビジョンに基づく取組を推進する考え方として重要な意義を持つも

のです。また、「教育ビジョンを貫く視点」は、「子どもたちに育みたい力」の育成に向け

て、全ての施策を推進する上で大切にしたい横断的な視点です。 

○ 第２章の「基本施策・施策」では、「子どもたちに育みたい力」の育成を実現するため、

６つの基本施策と 32 の施策を体系化して示すとともに、それぞれの基本施策におい

て「めざす姿」と「基本的な考え方」を、また、それぞれの施策において「めざす姿」や

「現状と課題」、「主な取組内容」、「ＫＰＩ（重要業績評価指標）」を示します。 

 

□基本施策 

めざす姿 
計画期間が終了する令和９（2027）年度末にこの基本施策が目標としている
姿を記載します。 

基本的な考え方 この基本施策の背景や意義、めざす方向性などを記載します。 

 

□施 策 

めざす姿 
この施策を推進することにより、計画期間が終了する令和９（2027）年度末ま
でに達成する姿を記載します。 

現状と課題 この施策に関する現状や課題、背景等を記載します。 

主な取組内容 この施策で実施する主な取組を記載します。 

ＫＰＩ（重要業績評

価指標） 

ＫＰＩはKey Performance Indicatorの略で、目標の達成度を評価する指
標です。本ビジョンでは、各施策の「めざす姿」を実現するための過程を計測
する中間指標として設定します。 

 

○ 第３章の「教育ビジョンの実現に向けて」では、進行管理や多様な担い手との連携・

協働について記載します。 
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【ビジョン体系（イメージ図）】 
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第１章 総論 

１ 教育を取り巻く現状 

○ 中長期的な視点から本県の教育のめざすべき方向性を示すにあたり、教育を取り

巻く社会潮流を概観します。 

（１）社会情勢の変化 

① 人口減少、少子・高齢社会の進行 

○ 少子高齢化の進行により、令和２（2020）年に約 103 万人であった本県の生

産年齢人口（15～64 歳）は、令和 32（2050）年には約 68 万人と、約３分の２

にまで減少する見込みです。生産年齢人口の減少による地域への影響として、身

近な施設やサービスが縮小するなど生活に不便が生じることが懸念されるととも

に、地域コミュニティ活動を行う担い手が不足することで住民同士の交流が滞る

リスクが高まることなどが想定されます。 

▼年齢３区分別人口の推移（三重県） 

 
出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和５年推計)」 
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② 家庭環境の変化 

○ 平成７（1995）年以降における本県の世帯数を家族類型別にみると、「夫婦と

子からなる世帯」は横ばいで推移する一方で、「ひとり親と子からなる世帯」は増

加し、「三世代世帯」は減少しています。また、全国の共働き等世帯数の推移をみ

ると、「雇用者の共働き世帯」は増加し、「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」

は減少しています。家族の姿の変化・人生の多様化や、地域のつながりの希薄化

などにより、子育て家庭が社会から孤立し、子育てに悩む保護者が増えることが

懸念され、地域全体で家庭教育を支える重要性が高まっています。 

▼家族類型別一般世帯数の推移（三重県） 

 
出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」（2019年推計） 

▼共働き等世帯数の推移（全国） 

 
※「男性雇用者と無業の妻からなる世帯」とは、平成 29 年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力

人口および完全失業者）の世帯。平成 30 年以降は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林業雇用者で、妻

が非就業者（非労働力人口および失業者）の世帯。 

※「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者の世帯。 

※平成 22 年および平成 23 年は、岩手県、宮城県および福島県を除く全国の結果。 

出典：厚生労働省「令和５年版厚生労働白書」  
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③ グローバル化の進展 

○ 令和４（2022）年 12 月時点の本県の外国人住民数は 57,279 人で、過去最

多となりました。県内総人口に占める外国人住民の割合は 3.2％となり、総人口

に占める外国人の割合が大きい都道府県で、本県は全国４位です。言葉の壁や

文化の違いなどから外国人住民が孤立することなく、地域社会の一員として受け

入れられるよう、多文化共生の取組を進めることが必要です。 

▼外国人住民数の推移（三重県） 

 
出典：三重県「外国人住民国籍・地域別人口調査」 

④ 超スマート社会7の進展 

○ ＡＩ8（人工知能）、ロボット、ビッグデータ9、ＩｏＴ10といった技術が発展・普及し、

超スマート社会に向けた動きが加速しています。近年、民間企業では、テレワーク

の導入が急速に進むとともに、約６割の企業がデジタル化を実施または実施を検

討しています。一方で、諸外国と比べると、デジタル化の実施が遅れており、デジ

タル化推進における課題として、「人材不足」と回答した割合が多くなっています。

デジタル化を進める上での課題に対応し、社会全体でＩＣＴ11の利活用の推進を

図ることが重要です。  

                                                   
7 必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会のさまざまなニーズにき

め細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といったさ

まざまな違いを乗り越え、いきいきと快適に暮らすことのできる社会。 
8 Artificial Intelligenceの略。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム全般、

あるいは人間が知的と感じる情報処理・技術全般。 
9 利用者が急速に拡大しているソーシャルメディア内のテキストデータ、携帯電話・スマートフォンに組

み込まれたＧＰＳ（全地球測位システム）から発生する位置情報、時々刻々と生成されるセンサー

データ等、ボリュームが膨大であるとともに、構造が複雑化することで、従来の技術では管理や処理

が困難なデータ群。 
10 Internet of Thingsの略。「モノのインターネット」と呼ばれ、自動車、家電、ロボット、施設などあ

らゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく

自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出します。 
11 Information and Communication Technologyの略。情報通信技術。 

国
籍
別
住
民
数 

外
国
人
住
民
総
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▼企業のテレワーク導入率の推移（全国） 

 
出典：総務省「令和５年版情報通信白書」 

▼企業のデジタル化の実施状況（国別） 

 
出典：総務省「令和５年版情報通信白書」 

▼デジタル化推進における課題（国別） 

 
出典：総務省「令和５年版情報通信白書」  
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⑤ 脱炭素社会への移行 

○ 気候変動による自然災害の増加や農業・水産業への影響が懸念される中、脱

炭素社会の実現に向けた動きが加速しています。地球環境の持続可能性に対す

る国際的な危機感が高まっていることから、脱炭素社会の実現や環境に関わる

さまざまな課題の解決に資するよう、持続可能な社会の創り手の育成が求めら

れています。 

▼世界の温室効果ガスの排出量の推移   ▼温室効果ガス排出・吸収量の推移（国内） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：環境省「令和５年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 

⑥ 労働の状況 

○ 働き方のニーズの多様化や急速な技術革新・産業構造の変化によって、就業

者と事業所の双方において中途採用のニーズが高まっています。中途採用実績

がある企業の割合は、平成 24（2012）年以降、平成 30（2018）年までは緩や

かな上昇傾向にありました。こうした雇用環境の変化を見据えた就労支援の充実

が必要です。 

▼中途採用実績のある企業割合の推移（全国） 

 
※四半期のデータを年単位で算出したもの。 

※令和４年は「労働経済動向調査」により算出。 

出典：厚生労働省「令和４年版労働経済の分析」、厚生労働省「労働経済動向調査」より作成 
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⑦ 人材に求められる能力等に対する需要の変化 

○ ＡＩやロボットの発達により、産業構造の転換が加速していき、問題発見力や的

確な予測、革新性などが働く人に将来一層求められる能力等となるとの予測が

あり、社会・雇用市場のあり方や必要とされるスキルについて、今後、変化してい

くことが見通されています。 

▼「意識・行動面を含めた仕事に必要な能力等」に対する需要の推計（全国） 

56 の能力等に対する需要 

2015 年  2050 年 

注意深さ・ミスがないこと 1.14  問題発見力 1.52 

責任感・まじめさ 1.13  的確な予測 1.25 

信頼感・誠実さ 1.12  革新性※ 1.19 

基本機能（読み、書き、計算、等） 1.11  的確な決定 1.12 

スピード 1.10  情報収集 1.11 

柔軟性 1.10  客観視 1.11 

社会常識・マナー 1.10  コンピュータスキル 1.09 

粘り強さ 1.09  言語スキル：口頭 1.08 

基盤スキル※ 1.09  科学・技術 1.07 

意欲積極性 1.09  柔軟性 1.07 

… … 

 

… … 

※基盤スキル：広くさまざまなことを、正確に、 

  早くできるスキル  

 ※革新性：新たなモノ、サービス、方法 

 等を作り出す能力 

※各職種で求められるスキル・能力の需要度をあらわす係数は、56項目の平均が 1.0、標準偏差が 0.1 になるよう調整。 

出典：経済産業省「未来人材ビジョン」（令和４年５月） 

⑧ 東京圏への人口集中 

○ 全国的な出生数の減少に加え、地方圏から東京圏（東京都、千葉県、埼玉県、

神奈川県）へ人の流れが続いており、全国の人口に占める東京圏の割合は増加

傾向にあります。人口減少下における地域社会のあり方について検討を行い、取

組を実施することで選ばれる三重につなげていくことが求められています。 

▼全国の人口に占める東京圏の割合 

 
出典：「デジタル田園都市国家構想総合戦略＜参考資料＞」 
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（２）子どもたち・学校を取り巻く現状 

① 確かな学力の育成 

○ 令和５（202３）年度における本県の「全国学力・学習状況調査」の「教科に関す

る調査」の平均正答率は、１教科（中学校数学）で全国の平均正答率を上回りま

した。また、国際調査における日本の平均得点は、数学的リテラシー・読解力・科

学的リテラシーの３分野全てにおいて世界トップレベルに位置しています。 

▼全国学力・学習状況調査の平均正答率の全国平均との差の推移（三重県） 

教科 
小学校 中学校 

H30 R1 R3 R4 R5 H30 R1 R3 R4 R5 

国語Ａ ▲0.6 
0.4 ▲0.6 ▲1.1 ▲0.3 

▲0.8 
▲1.1 ▲1.6 ▲0.8 ▲1.1 

国語Ｂ ▲1.1 ▲1.5 

算数Ａ･数学Ａ ▲0.7 
0.1 ▲0.9 ▲1.0 ▲0.7 

0.5 
0.5 0.5 0.5 0.3 

算数Ｂ･数学Ｂ ▲1.4 ▲1.2 

理科 ▲1.5 
  

▲0.7 
 

▲0.1   ▲1.2  

英語       0.0   ▲0.6 

※令和元年度から国語Ａ・国語Ｂが国語に、算数Ａ・算数Ｂが算数に、数学Ａ・数学Ｂが数学に変更となってい

ます。 

※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による学校教育への影響を考慮し、実施されませんでした。 

出典：文部科学省「全国学力・学習状況調査」 

▼OECD 生徒の学習到達度調査 2022 年調査（PISA2022）の結果（国別） 

 
数学的リテラシー 

平 均

得 点 
読解力 

平 均

得 点 
科学的リテラシー 

平 均

得 点 

1 日本 536 アイルランド 516 日本 547 

2 韓国 527 日本 516 韓国 528 

3 エストニア 510 韓国 515 エストニア 526 

4 スイス 508 エストニア 511 カナダ 515 

5 カナダ 497 カナダ 507 フィンランド 511 

6 オランダ 493 アメリカ 504 オーストラリア 507 

7 アイルランド 492 ニュージーランド 501 ニュージーランド 504 

8 ベルギー 489 オーストラリア 498 アイルランド 504 

9 デンマーク 489 イギリス 494 スイス 503 

10 イギリス 489 フィンランド 490 スロベニア 500 

 ＯＥＣＤ平均 472 ＯＥＣＤ平均 476 ＯＥＣＤ平均 485 

※ＯＥＣＤ加盟国（37 か国）における比較。 

出典：文部科学省・国立教育政策研究所「OECD 生徒の学習到達度調査 2022年調査（PISA2022）のポイント」  
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② 豊かな心の育成 

○ 日本の高校生は、諸外国の高校生に比べ、自己肯定感や挑戦心のいずれの項

目においても、「そうだ」「まあそうだ」と回答した割合が低い状況にあります。また、

本県における「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生徒の割

合」は、小学生で 77.9％、中学生で 68.8％となっています。 

▼高校生の心と体の健康に関する意識調査（国別） 

価値のある人間だと思う          人とうまく協力できるほうだと思う 

 

辛いことがあっても乗り越えられると思う        努力すれば大体のことができると思う 

 

 

出典：国立青少年教育振興機構「高校生の心と体の健康に関する意識調査」（平成 30年３月） 

▼地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童生徒の割合（三重県） 

 
※「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか」という質問に対し、「当てはまる」、「どちらかと

いえば、当てはまる」と回答した児童生徒の割合の合計。 

出典：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」 

63.9

68.8

76.8

77.9

0 20 40 60 80 100

中学生（全国）

中学生（三重県）

小学生（全国）

小学生（三重県）

(％)
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③ 健やかな身体の育成 

○ 令和５（202３）年度における本県の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

の体力合計点と全国平均値との比較では、小学校男子・女子と中学校女子は全

国平均値をやや下回り、中学校男子は全国平均値をやや上回りました。 

▼体力・運動能力調査の体力合計点の推移（三重県） 

小学校５年生男子                 小学校５年生女子 

  
中学校２年生男子                 中学校２年生女子 

  
出典：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 

④ 子どもたちの人権 

○ 18 歳以上を対象とした世論調査によると、回答者の 65.2％が「いじめを受け

ること」を子どもの人権問題としてとらえています。子どもたちの人権が尊重され

るよう、安心して学べる学校づくりを進める必要があります。 

▼子どもに関する人権問題についての意識（全国） 

 
※「あなたが、子どもに関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどの

ようなことですか。」という質問への回答の状況。 

出典：内閣府「人権擁護に関する世論調査」（令和４年８月） 
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⑤ いじめ等への対応 

○ いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が年々増加しています。また、

暴力行為が依然として発生しています。子どもたちのＳＯＳを周囲の大人が受け

止め、きめ細かく対応していく必要があります。 

▼いじめの認知件数の推移（三重県） 

 
出典：三重県教育委員会調べ 

▼児童生徒 1,000 人あたりのいじめの認知件数の推移（三重県） 

 
出典：三重県教育委員会調べ 
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▼暴力行為発生件数の推移（三重県） 

 
出典：三重県教育委員会調べ 

⑥ 多様な教育的ニーズを有する子どもたちへの対応 

○ 特別な支援が必要な児童生徒や不登校の状況にある児童生徒、外国につなが

る児童生徒などさまざまな支援を必要とする子どもたちの数が増加しています。

また、貧困、児童虐待、ヤングケアラー12など、子どもたちの抱える困難は多様化・

複雑化しています。こうした中、一人ひとりの能力・可能性を最大限に引き出す教

育を実現する必要があります。 

▼特別支援学校の児童生徒数 ・特別支援学級の児童生徒数 ・通級による指導を受けてい

る児童生徒数の推移（三重県） 

 
出典：三重県教育委員会調べ 

 

                                                   
12 一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども。 
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▼知的発達に遅れはないものの学習面または行動面で著しい困難を示すとされた通常

の学級に在籍する児童生徒数の割合（全国） 

＜小学校・中学校＞ 

 推定値（95％信頼区間） 

学習面または行動面で著しい困難を示す 8.8％ （8.4％～9.3％） 

学習面で著しい困難を示す 6.5％ （6.1％～6.9％） 

行動面で著しい困難を示す 4.7％ （4.4％～5.0％） 

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.3％ （2.1％～2.6％） 

＜高等学校＞ 

 推定値（95％信頼区間） 

学習面または行動面で著しい困難を示す 2.2％ （1.7％～2.8％） 

学習面で著しい困難を示す 1.3％ （0.9％～1.7％） 

行動面で著しい困難を示す 1.4％ （1.0％～1.9％） 

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 0.5％ （0.3％～0.7％） 

※学級担任等による回答に基づくもので、発達障がいの専門家チームによる判断や、医師による診断によるもの

ではありません。 

※標本児童生徒数 88,516 人のうち、74,919 人について回答が得られ、回収率は 84.6％。 

※「学習面で著しい困難を示す」とは、「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」、「計算する」、「推論する」の１つあるい

は複数で著しい困難を示す場合で、一方、「行動面で著しい困難を示す」とは、「不注意」「多動性－衝動性」、あ

るいは「対人関係やこだわり等」について１つか複数で問題を著しく示す場合です。 

出典：文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」（令和４年 12月） 

 

▼不登校児童生徒数（小学校・中学校）の推移（三重県） 

 
出典：三重県教育委員会調べ 
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▼不登校生徒数（高等学校）の推移（三重県） 

 
出典：三重県教育委員会調べ 

 

▼日本語指導が必要な外国人児童生徒数の推移（三重県） 

 
出典：三重県教育委員会調べ 
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▼子どもの貧困率13の推移（全国） 

 
※平成 30 年の（新）は、平成 27年に改定されたＯＥＣＤの所得定義の新たな基準に基づくものです。 

※令和 3年からは、新基準の数値です。 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」 

 

▼児童虐待相談対応件数の推移（三重県） 

 
出典：三重県子ども・福祉部調べ 

  

                                                   
13 等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った金額）の貧困線（等価可処分所

得の低い人から順に並べて、真ん中の順位（中央値）の金額の半分の金額）に満たない人の割合。 
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▼「ヤングケアラー」の定義に該当すると思われる子どもの有無（全国） 

 
※小学校に対する「ヤングケアラーの定義をみて、現在、貴校にヤングケアラーと思われる（可能性も含めて）

子どもはいますか」という質問への回答の状況。 

出典：株式会社日本総合研究所「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」（令和４年３月） 

 

▼性的マイノリティの当事者がいじめを受けた経験（全国） 

 
※小中高等学校の学校生活におけるいじめ被害の経験に関する質問への回答の状況。 

※ＬＧＢＴをはじめとするセクシュアルマイノリティ当事者を対象とした意識調査（平成 28年）に基づきます。 

※有効回答数 15,141 件のうち、国内在住者 15,064 件の分析結果を使用。 

出典：独立行政法人教職員支援機構「学校で配慮と支援が必要な LGBTsの子どもたち」より作成 
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⑦ 地域との連携・協働 

○ コミュニティ・スクール14や地域学校協働活動15など学校・家庭・地域の連携・協

働が進む中、地域全体で子どもたちを育む学校づくりを一層推進する必要があ

ります。 

▼コミュニティ・スクールの導入率と地域学校協働本部の整備率の推移（三重県） 

 
出典：文部科学省「コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査」 

⑧ 教職員の状況 

○ 教職員の長時間労働が課題となる中、教職員が子どもたちと向き合う時間を確

保し、やりがいを持つことができる環境を確保する必要があります。また、教員採

用選考試験申込者数が減少する中、多様な人材を確保する必要があります。 

▼時間外労働が月 45 時間を超える教職員数の月平均人数の推移（三重県） 

 
出典：三重県教育委員会調べ 

                                                   
14 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４７条の５の規定に基づく、学校と保護者や地域住

民等が共に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、協働しながら子どもたちの豊か

な成長を支え、「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。 
15 幅広い地域住民や企業・団体等の参画により、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えると

ともに、「学校を核とした地域づくり」をめざして、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働し

て行うさまざまな活動。 
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▼教職員の仕事・勤務条件・職場環境に関する満足度の推移（三重県） 

 
※数値は、設問別に「そう思う」、「やや思う」、「あまりそう思わない」、「そう思わない」の４段階の回答を５点

満点として扱ったものについて、分野別に平均点を算出したものを使用。 

※各設問は、「仕事」に関する設問が８問、「勤務条件」に関する設問が６問、「職場環境」に関する設問が６問の

３分野、計 20 問から構成。 

出典：三重県教育委員会調べ 

 

▼公立学校教員採用選考試験の申込者数と合格者数の推移（三重県） 

 
出典：三重県教育委員会調べ 
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⑨ 学校におけるＩＣＴ活用状況 

○ ＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ環境の整備が進展し、さまざまな学習場面で

ＩＣＴが活用されています。これまでの実践とＩＣＴとを最適に組み合わせることで、

課題を解決し、教育の質の向上につなげていく必要があります。 

▼ＩＣＴを活用した授業頻度の割合（三重県） 

 
出典：文部科学省「令和５年度全国学力・学習状況調査」 

⑩ 新型コロナウイルス感染症の影響下における変化 

○ 学校生活において、新型コロナウイルス感染症の感染対策が行われる中、子ど

もたちは、コロナ禍前と異なる環境で過ごすことになりました。新型コロナウイル

ス感染症の影響下における変化等をふまえつつ、子どもたちの心身の健やかな

育成を図る必要があります。 

▼学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合の推移（三重県） 

 
※「学校に行くのは楽しいと思いますか」という質問に対し、「当てはまる」、「どちらかといえば、当てはまる」

と回答した児童生徒の割合の合計。 

※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症による学校教育への影響を考慮し、調査が実施されませんでした。 
出典：文部科学省「全国学力・学習状況調査」  
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▼新型コロナウイルス感染症の影響と思われる児童生徒の変化・様子（三重県） 

 

※数値は、コロナ禍前と比較した児童生徒の変化（「増えた」等）について、変化があると感じている養護教諭の

割合であり、変化がある児童生徒の割合ではありません。 

出典：三重県教育委員会調べ（令和５年度） 
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▼コロナ禍での不利益・不満（学生）（全国） 

＜男性＞ 

 

＜女性＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府「第６回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」（令和５年４月） 
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⑪ 地域における学びの状況 

○ 本県では、少子化の流れを受けて、公立小中学校と県立高等学校の学級数が

減少する中、地域の児童生徒数に応じた学びが進められています。子どもたちに

これからの時代に求められる学びを提供できるよう、地域と連携・協働しながら

魅力ある学校づくりを進める必要があります。 

▼公立小中学校における地域別学級数一覧（三重県） 

 

 
地域名 

Ｒ１ Ｒ５ 増減 

単式 複式 計 単式 複式 計 単式 複式 計 

小
学
校 

北勢 1,495 6 1,501 1,488 9 1,497 ▲ 7 3 ▲ 4 

津 476 10 486 448 19 467 ▲28 9 ▲19 

松阪 428 10 438 401 15 416 ▲27 5 ▲22 

南志 408 12 420 375 19 394 ▲33 7 ▲26 

伊賀 299 3 302 287 - 287 ▲12 ▲ 3 ▲15 

紀北 54 17 71 45 18 63 ▲ 9 1 ▲ 8 

紀南 66 19 85 60 22 82 ▲ 6 3 ▲ 3 

総合計 3,226 77 3,303 3,104 102 3,206 ▲122 25 ▲97 

中
学
校 

北勢 632 - 632 612 - 612 ▲20 - ▲20 

津 187 1 188 182 - 182 ▲ 5 ▲ 1 ▲6 

松阪 149 - 149 150 - 150 1 - 1 

南志 177 1 178 164 1 165 ▲13 0 ▲13 

伊賀 123 - 123 118 - 118 ▲ 5 - ▲ 5 

紀北 28 1 29 25 - 25 ▲ 3 ▲ 1 ▲ 4 

紀南 32 5 37 32 2 34 0 ▲ 3 ▲ 3 

総合計 1,328 8 1,336 1,283 3 1,286 ▲45 ▲5 ▲50 

出典：三重県教育委員会調べ 
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▼県立高等学校（全日制）における学級数の状況（三重県） 

（令和５年度第１学年） 

地域名 ２学級 ３学級 ４学級 ５学級 ６学級 ７学級 ８学級 ９学級 学校数 

桑員   桑名工（工） 桑名北（普）  
桑名西（普） 

いなべ総合（総） 

桑名 

（普理看） 

 
５ 

四日市   
朝明（普福） 

四郷（普） 

菰野（普） 

四日市農芸

（農家）

四中工（工） 

四日市西（普） 

四日市商（商） 

川越（普国）

四日市工（工） 

四日市（普） 

四日市南（普） 

 

11 

鈴鹿・ 

亀山 
 石薬師（普） 

稲生（普体）

飯野（他英） 

亀山 

（普情家） 
白子（普家） 神戸（普理）  

 
6 

津 白山（普商）   久居（普） 

津工（工） 

津商（商） 

久居農林

（農家） 

津東（普） 
津（普） 

津西（普国） 

 

8 

松阪 
飯南（総） 

昴学園（総） 
 松阪商（商） 

松阪工（工）

相可（普農家） 
  松阪（普理） 

 
6 

伊勢 

志摩 

南伊勢（普） 

鳥羽（総） 

志摩（普） 

水産（水） 

 
伊勢工（工） 

明野（農家福） 

宇治山田（普） 

宇治山田商（商） 
 伊勢（普）  

 

9 

伊賀 
あけぼの学園 

（総） 
  名張（総） 

上野（普理） 

名張青峰（普） 

伊 賀 白 鳳

（工商農福）＊ 
 

 
5 

東紀州 紀南（普）  木本（普総） 尾鷲（普商工）＊     3 

学校数 9 1 10 11 8 8 6 0 53 

＊伊賀白鳳、尾鷲の２校は、35、30 人学級を実施 

（令和元年度第１学年） 

地域名 ２学級 ３学級 ４学級 ５学級 ６学級 ７学級 ８学級 ９学級 学校数 

桑員   桑名工（工） 桑名北（普）  桑名西（普） いなべ総合（総） 
桑名 

（普理看） 
５ 

四日市   菰野（普） 
朝明（普福） 

四郷（普） 

四日市農芸

（ 農 家 ）

四中工（工） 

四日市商（商） 

四日市西（普） 

川 越 （ 普 国 ）

四日市（普） 

四日市南（普）

四日市工（工） 

 

11 

鈴鹿・ 

亀山 
  

石薬師（普）

飯野（他英） 
稲生（普体） 

白子（普家） 

亀山 

（普情家） 

 神戸（普理） 

 

6 

津  白山（普商）   

津工（工） 

久居（普） 

久 居 農 林

（農家） 

津商（商） 

津（普） 

津西（普国） 

津東（普） 

 

8 

松阪 
飯南（総） 

昴学園（総） 
  

松阪商（商） 

相可（普農家） 
松阪工（工）  松阪（普理） 

 
6 

伊勢 

志摩 

鳥羽（総） 

水産（水） 

南伊勢（普） 

志摩（普） 

伊勢工（工） 

明野（農家福） 

宇治山田商 

（商） 
宇治山田（普） 伊勢（普）  

 
9 

伊賀 
あけぼの学園

（総） 
  名張（総）  

上野（普理） 

伊 賀 白 鳳

（工商農福） 

名張青峰（普） 

 

 

5 

東紀州 紀南（普）   
尾鷲（普商工） 

木本（普総） 
   

 
3 

学校数 6 3 6 10 10 7 10 1 53 

※学科名の略称は次のとおりです。 

（普）普通科、（総）総合学科、（工）工業科、（商）商業科、（農）農業科、（福）福祉科、（家）家庭科、（理）理数科、

（看）看護科、（英）英語科、（国）国際科、（情）情報科、（水）水産科、（体）体育科、（他）その他（応用デザイン） 

出典：三重県教育委員会調べ 
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２ 子どもたちに育みたい力 

○ 現代は将来の予測が困難な時代であり、その特徴である変動性、不確実性、複雑性、

曖昧性の頭文字16を取って「ＶＵＣＡ」の時代とも表されます。これまで人口減少や少

子高齢化、グローバル化の進展、地球規模の課題、子どもの貧困などが社会の課題と

して掲げられてきた中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やロシアのウクライナ侵

略などは正に予測困難な時代を象徴する事態であったと言えます。今後、超スマート

社会の実現に向けた技術革新や脱炭素化等の変革、さらなる人口減少の進行に対応

するなど、社会の変化や展望をふまえた本県の教育のめざすべき方向性を明らかに

するため、「子どもたちに育みたい力」を明示します。 

○ 学校教育を通じて、子どもたちのウェルビーイングを実現していくためには、子ども

たち一人ひとりが自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のあ

る存在として尊重し、多様な人びとと協働しながら、さまざまな社会的変化を乗り越え、

豊かな人生を切り拓き、「持続可能な社会の創り手」になることをめざすという考え方

が重要です。また、超スマート社会においては、個々人が自立して自らの個性・能力を

伸長するとともに、多様な価値観に基づいて新たな価値を生み出していくために必要

な力を備えていくことも重要です。 

このため、「三重の教育宣言17」に込められた思いをふまえ、教育における不易と流

行を十分に見極めながら、「自立する力」、「共生する力」、「創造する力」を育んでいき

ます。 

 

 

                                                   
16 Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性）。 
17 注釈４に同じ。 
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（自立する力） 

○ 社会の変化が加速し、複雑で予測が困難な時代にあって、幸せや生きがいを感じら

れる人生を切り拓くことをめざし、他者や地球環境などを含めた社会全体のウェルビー

イングをふまえながら、主体的に学び、困難に向き合い、自信と誇りを持って、責任ある

行動を取る力が求められます。 

○ 子どもたちが主体的に学びに向かうことができるよう、自ら定める目標の実現に向け

て学ぶ内容や学ぶ方法を決定し、学びの状況を振り返りながら改善を行いつつ学び続

けていく「自律した学習者18」としての力を身につけることが重要です。 

（共生する力） 

○ 価値観や文化の多様性を認め合い、性別や年齢、障がいの有無に関わらず、あらゆ

る他者を価値のある存在として理解・尊重し、豊かな人間関係を築くとともに、他者へ

の感謝や思いやり、規範意識、公共の精神、郷土に対する誇りや愛情等を心の土壌と

して持ちながら、他者と共に支え合って生きていく力が求められます。また、一定の対立

関係の中で、相手の立場に立って考えたり、より広い視点で全体をとらえたりする、対

立やジレンマに対処する力が求められます。 

○ 社会の多様化が進む中、誰一人取り残されることなく、誰もがいきいきとした人生を

享受することができる共生社会の実現をめざし、その実現に向けた社会的包摂を推進

することが大切です。 

（創造する力） 

○ 社会の課題が多様化・複雑化する中、社会課題の解決と経済成長を結びつけるイノ

ベーションを起こしたり、新しいアイデアや解決策を生み出したりする、新たな価値を創

造する力が求められ、こうした力は、超スマート社会においてもＡＩやロボットによる代

替が困難な「人」の力であり、今後一層求められることが予測されます。 

○ 子どもたちが、既存のさまざまな枠を越えて活躍できるよう、どのような未来を創って

いくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかを考え、他者と協働しな

がら、主体的に学び、柔軟に発想することが重要です。学校教育は子どもたち同士の学

び合いの中で行われる特質を持つことをふまえ、多様な感性や考え方に触れ刺激を受

けつつ、一人ひとりがよりよい学びを生み出していけるようにすることが大切です。 

                                                   
18 本ビジョンでは、子どもたちが社会で自立するためには、「自ら考え、判断・決定し、行動する力（自

律する力）」や、「自分を律しながら学び続ける姿勢」が大切であるという思いを込め、「自律した学習

者」としています。 
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３ 教育施策の基本的な考え方 

○ 本県では、教育施策の基本的な考え方を示す「三重県教育施策大綱」をふまえた教

育を展開していきます。「三重県教育施策大綱」では、子どもたちへの教育を含む、全

ての教育の方針を以下のように掲げています。 

 

はじめに 

（子どもたちは三重の宝） 

○ 子どもたちは、一人ひとりかけがえのない存在であり、生まれながらにして豊かに育つ

ための権利があります。子どもたちには自ら育つ力と多くの可能性があり、一人ひとりが

力を発揮し、心身ともに健やかで豊かに育つことができる社会をつくっていく必要があ

ります。 

○ 本県の未来を明るいものとし、持続可能な地域とするためには、三重の未来を担う子ど

もたちを守り健全な育成を図ることが重要です。子どもたちのかけがえのない命が、児童

虐待、いじめ等で奪われることのないよう、未然防止の取組を進めるとともに命の尊さに

ついて理解を深める必要があります。 

（社会の変化を見据えた教育の重要性） 

○ 人口減少が進み、変化の激しい時代において、一人ひとりの豊かで幸せな人生と社会の

持続的な発展を実現するために、教育の重要性はますます高まっています。 

○ 自ら学び、考え、多様な人びとと協働しながらさまざまな課題に主体的に向き合うこと

で、社会的変化を乗り越える力を育み、持続可能な社会の創り手となる教育の充実が求め

られます。 

○ グローバル化やデジタルトランスフォーメーションの進展等により、社会の変化が加

速度を増しています。地球規模の課題についても、私たち一人ひとりの課題として捉え行

動していくことが望まれるとともに、人ならではの感性を働かせ、よりよい解を生み出し

ていく力が一層強く求められます。 

（三重に根ざした教育） 

○ 三重は、古くから海・山の豊かな食材に恵まれた自然豊かで風光明媚な地域である「美

し国」として、街道を通じた人、物、情報の交流により発展してきました。このように、

三重では、多様な交流を通じて、異なる文化や優れた知見を積極的に取り入れてきた歴史

があり、さまざまな交流の中で培われた「包容力」や「多様性」が県民の皆さんの持つ特

質や優位性と言えます。こうした特質や優位性を生かした、三重に根ざした教育活動を進

めます。 

○ 三重に根ざした教育の推進においては、将来世界で活躍する者にも、三重の地で生き郷

土の未来を担う者にも、ふるさと三重に愛着や誇りを持ち、社会や地域の成長・発展に貢

献しようとする思いを育んでいきます。 

 

 



 

 30 

（社会総がかりでの教育） 

○ 一人ひとりの学びを支えていくという認識を学校・家庭・地域などが共有し、相互に連

携・協働しながら、子どもたちを育む学校づくりや子どもたちが安心して活動できる居場

所づくりに社会総がかりで取り組みます。 

○ また、家庭の経済的な状況など子どもたちが生まれ育った環境にかかわらず、夢や希望

をもって健やかに育つことのできる環境の整備や子どもたちが安心して学べる場づくり

を進めるとともに、一人ひとりが生涯にわたって、あらゆる機会にあらゆる場所において

学習することができ、その成果を発揮することができる社会の実現をめざし取り組んで

いきます。 

（学校における学び） 

○ 学校は、学習機会と学力を保障するという役割や全人的な発達・成長を保障する役割、

人と安全・安心につながることができる居場所・セーフティネットとしての福祉的な役割

を担っていくとともに、学校教育ならではの協働的な学び合いやリアルな体験をとおし

た学びを大切にした活動を進めます。 

１ 子どもたちの未来をひろげるために 

全ての人の人権が尊重され、誰もが個性や能力を発揮していきいきとした人生を送るこ

とができる共生社会の実現に向けて、一人ひとりが自分のよさや可能性を認識するととも

に、あらゆる他者を価値のある存在として尊重することが大切です。こうした中、一人ひと

りの教育的ニーズに応じ、全ての子どもたちの学びを保障することが重要です。 

（いじめ問題の克服） 

○ 本県では、いじめの積極的な認知が進み、いじめの認知件数が年々増加していますが、

今なお、いじめを受けた子どもの心身に重大な影響を及ぼす事案が発生しています。いじ

めの問題は、大人社会のハラスメントの問題と根底で重なるところがあり、いじめの問題

への対応では、社会の教育力や成熟度が問われます。こうした認識の下、社会総がかりで

いじめの問題を克服するため、子どもたちに関わる大人一人ひとりが、「いじめは絶対に

許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、

起こりうる」との意識を持ってそれぞれの責務や役割を果たし、いじめの防止等に取り組

みます。 

○ いじめの問題の克服に向けて、「いじめをしない、させない心」を育むとともに、多様

性を認めたり、ルールを尊重したりする社会性を身につける取組を進めます。また、子ど

もたちが相談しやすい環境づくりを進めるとともに、子どもたちが示すＳＯＳを見逃さ

ないという姿勢や、ささいな変化であってもいじめではないかという問題意識を持って

関わることで、積極的な認知を一層進め、早期発見や早期対応、深刻化の防止につなげま

す。さらに、いじめの加害者への指導にあたっては、いじめの被害者の心身の傷つきを認

識させて十分な反省を促すとともに、いじめの背景にも目を向け、いじめの加害者が抱え

る問題の解決を図り、再発防止と成長支援につなげます。加えて、いじめの傍観者や同調

者の存在にも注意を払い、いじめを許容しない雰囲気が集団内に醸成されるよう取り組

みます。 
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（子どもたちの健やかな成長の支援と居場所づくり） 

○ 学校、家庭、地域、企業、団体などのさまざまな主体が連携・協働し、子どもたちの健

やかな成長を社会全体で支えるとともに、家庭や学校とは異なる対人関係の中で豊かな

人間性を育んだり、困難に直面した際に支援を求めたりできるよう、「子どもの居場所」

づくりを進めます。 

（誰もが安心して学べる環境づくり） 

○ 特別な支援を必要とする子どもたち、外国につながる子どもたち、不登校の状況にある

子どもたちなど、一人ひとりの能力・可能性を最大限に伸ばすことができるよう、誰もが

安心して学べる環境を整えます。また、貧困の連鎖を防ぐ取組を進めるほか、児童虐待や

ヤングケアラーなど、支援を必要とする子どもたちの早期発見・対応などの対策を進めま

す。さらに、性的指向・性自認の多様性について、教職員等の正しい理解を促進し、きめ

細かな対応につなげます。 

（学校安全の推進） 

○ 子どもたちの命を守り、子どもたちが安全・安心に学べるよう、防災教育や通学時の安

全対策、防犯対策、性犯罪・性暴力対策、事故防止対策など、家庭や地域と連携・協働し

た学校安全の取組の徹底を図ります。 

２ 一人ひとりの幸せにつながる自己肯定感を育むために 

子どもたち一人ひとりが自他のかけがえのない価値を認識しながら、多様な人びとと協

働し、さまざまな分野に積極的に挑戦し、自分の可能性を伸ばすことができるようにして

いくためには、自己肯定感を高めることが重要です。そのためには、ありのままの自分が

受け容れられているという実感を持つことが必要です。また、自らの力の向上に向けて努

力して達成感を得たり、人の役に立ったりすることや、自分と向き合ったり、互いに認め

合ったりすることなどの経験を重ねることが大切です。 

こうした自己肯定感は、保護者や友人、教職員、地域の人びとなど、他者との関わり合

いをとおして育むことが大切です。また、子どもたちのこだわりやここを見てほしいとい

う思いを受け止め、その子どもの努力や工夫を丁寧に見取ることが重要です。 

あわせて、子どもを支える大人が、子どものいきいきとした成長に関わることを通じて、

自らの自己肯定感を高めることができるような関係をめざすことが大切です。 

（家庭教育の支援） 

○ 家庭において、子どもたちが保護者等からありのままの自分を受容され、他人に対する

思いやり、規範意識、自立心や自制心、社会的なマナーなどを身につけられるよう、社会

全体で「教育の原点」である家庭教育や子どもの豊かな育ちを支えるとともに、地域のさ

まざまな主体と連携して、保護者等や子どもの学びを支えながら家庭教育の支援の充実

を図ります。 

（幼児期における取組） 

○ 幼児期の子どもたちが、安定した情緒の下で身近な環境に主体的に関わり、さまざまな

活動を行う中で、心身の調和のとれた発達の基礎を身につけることができるよう、子ども

たちとの信頼関係を十分に築き、よりよい教育環境をつくります。 
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（学校における取組） 

○ 学校では、リアルな体験を通じて学ぶことの重要性にも留意し、子どもたちが達成感を

味わい、やる気や自信にもつながる、「できた」、「分かった」という実感が得られる授業

や、自分や他者のよさに気づくことにつながる仲間との交流や多様な人びととの協働の

機会、子どもたちが主体的に学校生活をよりよくする活動などの充実を図ります。また、

つまずきや思うようにいかない状況などをしなやかに受け止め、対応する力を育みます。 

○ その際、学校が異なる立場や考え、価値観を持った人びとが集う場であるからこそ、お

互いの考え方や思いの違いを尊重しながら理解を深め合う中で、一人ひとりのよさを生

かしながら、より深い学びを生み出すことができるという視点を持って教育活動を進め

ます。 

３ 豊かな社会を創っていく力を育むために 

人工知能（ＡＩ）などの先端技術が高度化し、社会のあり方そのものが劇的に変化する

中、求められる資質・能力も変化しています。そのような社会で、変化を前向きに受け止

め、課題と主体的に向き合いながら、自ら学び、考えることや、多様な人びとと協働する

ことなどを通じて、持続可能な未来を創っていく力を身につけていくことが大切です。 

子どもたちには、「何を知っているか、何ができるか」だけではなく、「知っていること

やできることをどのように使うか」や「どのように社会と関わり、よりよい人生を送るか」

という視点を重視しながら、知識・技能、思考力・判断力・表現力などの「確かな学力」、

自己肯定感や規範意識、自他の命の尊重、いじめを許さない心といった「豊かな心」、体力

の向上、心身の健康などに支えられる「健やかな身体」を一体的・調和的に育むことが重

要です。 

（幼児教育の充実） 

○ 幼児期の子どもたちに、人と関わる力や思考力、感性や表現する力などを育み、人とし

て生きていくための基礎を培うことができるよう、家庭や地域と連携して教育活動のさ

らなる充実を図るとともに、小学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通

しながら、遊びをとおして総合的な指導を行います。 

（学力等の資質・能力の育成） 

○ 資質・能力をバランスよく育成するため、個々の子どもの状態をより丁寧に把握し、一

人ひとりに応じた学びや協働的な学びの充実を図ります。子どもたちが学力を確実に身

につけることができるよう、子どもたちの学力や学習状況を把握・分析し、子どもや学校

の実態に応じて補充的な学習や発展的な学習を取り入れるなど、さらなる授業改善や効

果的な指導体制づくりの取組を進めます。あわせて、目標の達成に向けて粘り強く取り組

む力や、自己の感情や行動をコントロールする力、他者と協働する力などのいわゆる非認

知能力を育成するという視点を持って教育活動を進めます。 
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（自律した学習者の礎づくり） 

○ 自ら定める目標に向けて必要な学習内容や方法を決定し、学習状況等を振り返りなが

ら、必要に応じて改善を行い、学び続けていく「自律した学習者」の育成をめざします。

子どもたちが生涯にわたり、能動的に学ぶ姿勢を身につけることができるよう、学ぶ意義

や目的についての理解を促すとともに、自分なりの学び方を工夫できる力を育むための

教育を進めます。 

（豊かな人間性の育成） 

○ 人権への理解を深め、自他の人権を守り、差別のない社会の実現に向けて実践行動がで

きるようにするとともに、自己肯定感や命を大切にする心、他者を思いやる心、公共心、

規範意識を高め、よりよく生きようとする意欲と態度を身につけられるよう、人権教育や

道徳教育、さまざまな体験活動を進めます。 

（健やかな心身の育成）  

○ 子どもたちが生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための力を身につけることが

できるよう、家庭・地域と連携した健康教育・食育の充実を図るとともに、幼児期からの

運動遊びや体育活動を推進します。 

（主体的に社会の形成に参画する態度の育成） 

○ 将来自立した社会人となるための基盤をつくり、主体的に社会の形成に参画する態度

を育み、よりよい社会の創り手の育成や本県の未来の創造に関わる意識の醸成につなげ

ていくため、キャリア教育や主権者教育を進めます。 

（グローカル教育の推進） 

○ 子どもたちがグローバルな視野や志を持ちながら、三重県にあっても、他の地域にあっ

ても、世界にあっても活躍できる力を身につけるため、国際的な交流活動を進めるととも

に、三重の伝統や文化、産業についての理解を深め、愛着や誇りを育む郷土教育を地域と

連携して進めます。 

（読書・文化芸術活動の推進） 

○ 子どもの読書活動は、想像力を育み、感性を磨き、表現力等を高め、多くの知識を習得

させるとともに、コミュニケーション能力の基礎を築きます。子どもの読書習慣を形成で

きるよう、学校図書館の整備充実や読書機会の確保、読書活動の普及啓発などの取組を進

めます。また、文化は創造性を育み、表現力を高めるとともに、多様性を受け入れること

のできる心豊かで平和な社会を形成する礎となるものです。文化芸術を通じて、子どもた

ちの豊かな心の育成を図るため、文化芸術に触れる機会や、郷土の文化等を学ぶ機会を充

実させる取組を進めます。 

（これからの部活動） 

○ 部活動は、スポーツや文化、科学など幅広い分野の活動に取り組むことができ、好まし

い人間関係の構築、責任感、連帯感の育成に資するなど人間形成の機会でもあることか

ら、持続可能な運営体制の構築に向けて、効率的・効果的な活動や、部活動の地域連携・

地域移行に向けた段階的・計画的な環境整備など、部活動改革の取組を進め、子どもたち

がスポーツ・文化芸術活動に親しむことができる機会の確保につなげます。 
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４ さらに充実した教育の提供をめざして 

技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り巻く状況が変化する中、子どもたち一人

ひとりの可能性を伸ばすため、教職員の資質・能力の向上を図るとともに、子どもたちの

学びを支える環境を整えることが重要です。 

（教職員の資質・能力の向上） 

○ 教職員が学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、自律的に新しい知識や

技能を学び続ける姿は、子どもたちにとって重要なロールモデルとなります。また、教職

員が子どもたち一人ひとりの力を最大限に引き出し、主体的な学びを支える伴走者とし

ての役割を果たすことは、子どもたち一人ひとりが自分自身のよさや強みを生かして学

びを深めることにつながります。このため、教職員が教職生活全体を通じて学び続けるこ

とができるよう、多様な学びの機会を提供します。 

（幼児教育・保育の質向上に向けた職場づくり） 

○ 子どもの人権を尊重し、寛容性をもった質の高い幼児教育・保育の実現に向けて、幼稚

園教諭や保育教諭、保育士等の専門性などを高め、資質の向上を図るとともに、処遇改善

や人材確保などに取り組み、働きやすい職場づくりを一層進めます。 

（教職の魅力向上） 

○ 教職は、子どもたちの人生に影響を与え、成長を実感できる喜びを感じられる仕事で

す。教職員の長時間労働が課題となる中、教職員が子どもと向き合う時間や授業改善に取

り組む時間を確保し、日々の生活を充実しつつ教職人生を豊かなものにすることは、自ら

の自己肯定感や人間性、創造性を高め、よりよい教育活動につながります。そこで、教職

員が限られた時間の中で専門性を生かした教育活動を持続的に行うことができるよう、

人材確保や教職員の業務負担の軽減などに取り組み、学校における働き方改革を進め、本

県における教職の魅力の維持向上を図ります。 

（「チームとしての学校」） 

○ 子どもたちが安全・安心に学ぶとともに、必要な資質・能力を身につけることができる

よう、校長のリーダーシップの下、学校のマネジメントを強化し、教職員と各分野に専門

性を有する多様な人材がそれぞれの役割を担い、連携して子どもたちを支援する「チーム

としての学校」の体制整備を一層進めます。 

（ＩＣＴの活用） 

○ 全ての子どもたちの可能性を伸ばす一人ひとりに応じた学びと多様な人びとと協働し

た学びをより効果的に進めるため、ＩＣＴをこれまでの教育実践と適切に組み合わせて

有効に活用するとともに、ＩＣＴを活用した校務の効率化の取組を進めます。また、    

ＩＣＴを使用することによる影響に留意しつつ、子どもたちがデジタルリテラシーを身

につけ、自分で考え行動できる力を育みます。 
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（地域との連携・協働） 

○ 保護者や地域住民等が学校運営に当事者として参画するコミュニティ・スクールや、地

域住民等の参画により地域と学校が連携・協働する地域学校協働活動、探究活動、キャリ

ア教育・職業教育等を通じ、学校と地域との連携・協働を一層推進することにより、子ど

もたちの成長を支えるとともに、これからの地域社会や産業を担う人材の育成につなげ

ます。 

５ 誰もがいつでも学び、活躍できる社会をめざして 

人生 100 年時代をより豊かに生きるため、一人ひとりが生涯にわたって必要な学習を行

い、個人の生活や地域・社会での活動に生かし、このことが生きがいとなって新たな学びへ

の意欲に結びつくような、学びと活動の持続的な好循環を実現していくことが重要です。ま

た、そのような大人の姿を見て、子ども自身も自律した学習者としてのイメージや自己の将

来のイメージを持ち学習意欲が高まることも期待されます。 

イノベーション人材をはじめとする高度専門人材の不足や労働生産性の低迷が懸念され

る中、リカレント教育やリスキリングの重要性が指摘されています。スキルを身につけるこ

とは自己実現にもつながると考えられ、人びとが学び続ける機会を提供することが大切で

す。 

（社会・地域の課題やニーズに対応した学び、自己実現に向けた学び） 

○ デジタル化の進展や産業構造の変化が加速する中、社会の持続的な発展を支える観点

から、半導体やデジタル分野等における専門人材の育成や、労働生産性の向上等に向けた

リカレント教育やリスキリング等の取組を推進するとともに、その学びを地域・社会に生

かし続けることができる環境づくりを進めます。 

○ 生涯学習や義務教育を受ける機会を実質的に保障する夜間中学での学びなど、あらゆ

る世代の誰もが生涯を通じて主体的に学ぶことのできる学習基盤の充実を図ります。 

（高等教育機関との連携） 

○ 人口が減少していく中、地域活力の維持・発展につなげていくうえで、高等教育機関の

役割はさらに重要性を増していくと考えられます。 

地域が直面する広範な重要課題について認識を共有するとともに、県内高等教育機関

の特色を生かした高度な専門的知識を有する人材の輩出や、担い手の育成・確保などにつ

なげていくため、産学官の連携を推進します。 
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４ 教育ビジョンを貫く視点 

○ 一人ひとりの可能性を最大限に引き出す教育を実現する観点から、「子どもたちに

育みたい力」の育成に向けて施策を展開する上で、大切にしたい横断的な視点を明

示します。 

▽ 子どもたちの目線に立ち、個に応じた学びを大切にします 

子どもたちを権利を持つ主体として尊重し、年齢や発達の程度をふまえつつ、そ

の意見を十分に考慮し、子どもにとって最もよいことは何かを考えながら、一人ひと

りが主体的に自己を発揮して学びに向かうことができるよう、子どもたちが「どのよ

うに学ぶか」や、子どもたちを「どのように支援するか」という視点を大切にし、多様

な子どもの状況に応じた学びの実現を図ります。 
 

▽ 学年や校種を越えた連続性のある学びを実現します 

子どもたちの資質・能力をバランスよく育むことをめざし、幼児教育から高等学校

教育までを通じて、子どもたちの学習状況に応じて補充的・発展的な学習指導を

行ったり、子どもたちが学習状況やキャリア形成を見通し振り返りながら学習活動を

充実していけるよう働きかけたりして教育活動を進めるとともに、学年や校種を越え

た子ども同士の学び合いの機会を充実するなど、連続性のある多様な学びの実現

に向けて取り組みます。 

 

▽ 家庭・地域と連携・協働して子どもたちを育む学校づくりを行います 

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を家庭・地域と共有し

ながら、学びの場を学校から広げ、社会のつながりの中で学ぶことで、子どもたちが

自分の力で人生や社会をよりよくできるという実感を持つことができるよう、学校・

家庭・地域の連携・協働を推進し、地域全体で子どもたちを育む学校づくりを行いま

す。 

 

▽ 教職員がやりがいを持って子どもたちと向き合える環境をつくります 

学校における働き方の改善により、教職員が学ぶ時間を確保し自らの授業を磨く

ことなどを通じて、子どもたちによりよい教育を存分に行うことができるよう、教育に

関わる全ての者の総力を結集し、学校・教職員が担う業務の適正化や学校における

働き方改革の実効性の向上、持続可能な勤務環境の整備などの取組を進め、教職

員が安心して本務に集中し、志気高く誇りを持って子どもたちに向き合うことができ

る環境をつくります。 
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第２章 基本施策・施策 

１ 基本施策 

○ 前章で掲げた「子どもたちに育みたい力」の育成に向けて、次の６つの「基本施策」を

推進します。 

（１） 未来の礎となる力の育成 

【めざす姿】 

子どもたち誰もが、知識・技能、思考力・判断力・表現力などの「確かな学力」、規範

意識や自尊感情、自他の命の尊重、いじめを許さない心といった「豊かな心」、体力の

向上、心身の健康などに支えられる「健やかな身体」を育み、これからの時代を生きて

いくための基礎となる力を身につけています。 

【基本的な考え方】 

上記の「めざす姿」を実現するために、「一人ひとりの自己肯定感19を涵
かん

養する教育

の推進」、「確かな学力の育成」、「幼児教育の推進」、「人権教育の推進」、「道徳教育

の推進」、「読書活動・文化芸術活動の推進」、「健康教育・食育の推進」、「体力の向

上と運動部活動改革の推進」の各施策に取り組みます。 

○ 「一人ひとりの自己肯定感を涵養する教育の推進」にあたっては、子どもたちがあ

りのままの自分が認められている実感を持てるようにするとともに、一人ひとりの

ウェルビーイングの向上を図るため、家庭教育支援や幼児教育の充実、互いに支え

合う学校づくりの推進、子どもの状況に応じた学びを支える指導の充実を図ります。 

○ 「確かな学力の育成」にあたっては、子どもたちが知識・技能、思考力・判断力・表

現力等の「確かな学力」、生涯にわたって能動的に学び続ける態度を身につけられ

るよう、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実し、主体的・対話的で深い

学びの実現に向けた授業改善を推進します。 

○ 「幼児教育の推進」にあたっては、幼児期の教育が生涯にわたる人格形成の基礎

を培う重要なものであることから、幼稚園等における教育・保育活動の充実を図る

とともに、幼稚園等と小学校等との交流など、小学校教育への円滑な接続に向けた

取組を推進します。 

  

                                                   
19 一般的には、「自己肯定感」は、「自尊感情」、「自己有用感」などと表現されることもあります。本ビ

ジョンでは、ありのままの自分をかけがえのない存在として肯定的にとらえる感情を「自己肯定感」と

いう用語で広くとらえています。 
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○ 「人権教育の推進」にあたっては、子どもたちが人権に関する理解を深め、自他の

人権を守るための実践行動ができる力を身につけられるよう、「三重県人権教育基

本方針」に基づき、家庭・地域と連携しながら、教育活動全体を通じて総合的・系統

的に人権教育を進めます。 

○ 「道徳教育の推進」にあたっては、子どもたちが生命を大切にする心や他者を思

いやる心、人間関係を築く力、公共心、規範意識を高め、個性を伸長し、他者と共

によりよく生きようとする意欲と態度を身につけられるよう、子どもたちの発達段階

に応じ、「考え、議論する道徳」等を通じた道徳教育を推進します。 

○ 「読書活動・文化芸術活動の推進」にあたっては、子どもたちが歴史や文学、科学、

芸術等への関心を高め、感性や情操を磨き、幅広い視野や知識を統合して考える

力と豊かな人間性を身につけられるよう、社会全体で読書活動を推進するとともに、

文化芸術に触れる機会の充実や文化部活動の環境整備を進めます。 

○ 「健康教育・食育の推進」にあたっては、子どもたちが生涯にわたって健康で充実

した生活を送るために必要な知識と、自ら必要な情報を収集して判断し実践する

能力を身につけられるよう、学校教育活動全体をとおして、学校・家庭・地域が連

携・協働しながら、健康教育・食育を推進します。 

○ 「体力の向上と運動部活動改革の推進」にあたっては、子どもたちの体力が向上

するよう、運動機会の拡充や体育授業の充実を図ります。また、子どもたちがス

ポーツに継続して親しむことができる機会を確保するため、地域の実情に応じなが

ら、中学校における休日の運動部活動の段階的な地域連携・地域移行を進めます。 
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（２） 未来を創造し社会の担い手となる力の育成 

【めざす姿】 

子どもたちが、変化が激しく予測困難なこれからの社会において、変化をしなやか

に前向きに受け止めて、失敗をおそれず挑戦する心や生涯をとおして学びに向かう姿

勢、社会の一員としての自覚と責任を持ち、他者との協働を大切にしながら、豊かな

未来を創っていく力を身につけています。 

【基本的な考え方】 

上記の「めざす姿」を実現するために、「キャリア教育20の推進」、「グローカル21教育

の推進」、「新たな価値を創り出す力の育成」、「主体的に社会を形成する力の育成」

の各施策に取り組みます。 

○ 「キャリア教育の推進」にあたっては、子どもたちが学ぶことと自己の将来とのつな

がりを見通しながら、社会的・職業的自立に必要な資質・能力を身につけられるよ

う、学校教育活動全体をとおして、組織的・計画的なキャリア教育を推進するととも

に、地域と連携した体験活動や校種を越えた学び、職業教育の充実を図ります。 

○ 「グローカル教育の推進」にあたっては、子どもたちがグローバルな視野と志を持

ちながら、自ら定めた目標に向けて挑戦する意欲を高め、地域や世界で活躍でき

る力を身につけられるよう、海外との交流や各種コンテストへの参加の促進、多様

な価値観・文化等に触れる機会の創出、英語教育・郷土教育の推進を図ります。 

○ 「新たな価値を創り出す力の育成」にあたっては、社会課題の解決や持続的な社

会の発展に向け、子どもたちが主体的に学びに向かう姿勢や新たな価値を創り出

す力を身につけられるよう、探究活動・ＳＴＥＡＭ教育22、先端技術や社会の変化等

に対応した取組、専門的な知見を有する者等と連携した取組を進めます。 

○ 「主体的に社会を形成する力の育成」にあたっては、子どもたちが主体的に社会

の形成に参画する態度を身につけられるよう、主権者教育や消費者教育を推進す

るとともに、地球規模の課題の解決に向けて考え行動する持続可能な社会の創り

手を育む教育を進めます。 

  

                                                   
20 一人ひとりの社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身につけることをとおし

て、社会の中で役割を果たしながら自分らしい生き方を実現していくことを促す教育。 
21 グローバル（global）とローカル（local）からの造語。国境を越えた地球規模の視野と、草の根の地

域の視点で、さまざまな問題をとらえていこうとする考え方。 
22 科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、リベラルアーツ・教養（Arts）、数

学（Mathematics)等の学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育。 
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（３） 特別支援教育の推進 

【めざす姿】 

インクルーシブ教育システム23の理念をふまえ、特別な支援を必要とする子どもた

ちが、それぞれの教育的ニーズに応じた学びの場において、安全に安心して早期から

の一貫した指導・支援を受けることで、持てる力や可能性を伸ばし、将来の自立と社

会参画のために必要な力を身につけています。また、障がいの有無に関わらず、子ど

もたちが互いに交流することで、理解し、尊重し合いながら生きていく態度を身につ

けています。 

【基本的な考え方】 

上記の「めざす姿」を実現するために、「一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推

進」、「特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進」の各施策に取り

組みます。 

○ 「一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進」にあたっては、インクルーシブ教

育システムの理念をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、持てる力や可

能性を伸ばし、自立と社会参画に必要な力を身につけられるよう、一人ひとりの

ニーズに応じた学びの場において、早期からの一貫した指導・支援を進めます。 

○ 「特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進」にあたっては、特

別支援学校の子どもたちが、自立と社会参画に必要な力を身につけられるよう、組

織的・計画的なキャリア教育を推進します。また、地域の学校等との交流および共

同学習を進めるとともに、施設の狭隘
あい

化24・老朽化対策など環境整備を行います。 

  

                                                   
23 障がいのある子どもと障がいのない子どもが同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教

育的ニーズのある児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も

的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備すること。 
24 面積などが狭くゆとりがないこと。 
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（４） いじめや暴力のない学びの場づくり 

【めざす姿】 

子どもたちはいじめ防止に向けて主体的に行動しています。各学校で、教職員によ

る見守りや定期的な面談に加え、専門人材も活用して教育相談を丁寧に進めるとと

もに、子どもたちの兆候や相談を受け止めていじめを迅速に認知し、いじめの内容に

応じた適切な対応を進めることで、子どもたちが安心を感じています。 

【基本的な考え方】 

上記の「めざす姿」を実現するために、「いじめや暴力をなくす取組の推進」、「いじ

めの認知と学校内外の教育相談体制の充実」、「いじめに対する迅速・確実な対応の

推進」、「いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実」の各施策に取り

組みます。 

○ 「いじめや暴力をなくす取組の推進」にあたっては、子どもたちが主体的にいじめ

防止に向けて行動できるよう、子どもたち自らがいじめについて考え話し合う取組

や、道徳教育や人権教育などを通じたいじめをなくすための取組を進めます。また、

いじめや暴力に向かわせないための未然防止の取組を社会総がかりで進めます。 

○ 「いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実」にあたっては、子どもたちが

安全・安心に学校生活を送れるよう、積極的ないじめの認知やインターネット上の

いじめ問題への対応を進めるとともに、学校内外において、専門人材を活用しつつ、

いじめを訴えやすい環境づくりに取り組みます。 

○ 「いじめに対する迅速・確実な対応の推進」にあたっては、いじめの当事者や周り

の者を含む全員が好ましい集団生活を取り戻し、いじめが早期に解消するよう、迅

速な情報共有や組織的な対応を進めるとともに、いじめられた子どもへの支援や

いじめた子どもへの指導、いじめが起きた集団への働きかけを行います。 

○ 「いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実」にあたっては、教職

員が、いじめの積極的な認知や子どもたち一人ひとりの状況に応じた対応・支援を

実践できるよう、学校の組織的な対応の強化、教職員を対象とする研修の充実、専

門人材を活用した支援体制の充実に取り組みます。 
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（５） 誰もが安心して学べる教育の推進 

【めざす姿】 

複雑化・多様化する教育的ニーズに対応し、不登校児童生徒や外国につながる児

童生徒など、一人ひとりの状況に応じた支援が適切に実施され、誰もが安心して学べ

る環境が整い、将来の社会的自立に向けた力が育まれています。また、通学時の安

全を確保する取組等が進むとともに、非常時にあっても、安全・安心を確保しながら

学びを継続していくことのできる体制が整っています。 

【基本的な考え方】 

上記の「めざす姿」を実現するために、「不登校の状況にある児童生徒への支援」、

「外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成」、「防災教育・防災対策の推進」、

「子どもたちの安全・安心の確保」、「学びのセーフティネットの構築・学びの継続」の各

施策に取り組みます。 

○ 「不登校の状況にある児童生徒への支援」にあたっては、不登校の状況にある児

童生徒が社会性や自立心を身につけられるよう、安心して学べる「魅力ある学校づ

くり」の推進、多様な教育機会の確保、福祉機関・施設等と連携した取組や専門人

材の活用など効果的な支援の充実を図ります。 

○ 「外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成」にあたっては、外国につな

がる児童生徒が、自己実現を果たし、社会の一員として自立するために必要な力を

身につけられるよう、日本語指導・支援の充実、多文化共生の取組の推進、不就学

の可能性がある外国人の子どもの就学に向けた取組の推進を図ります。 

○ 「防災教育・防災対策の推進」にあたっては、子どもたちが、自分の命は自分で守

るとともに、災害時に地域の一員として行動できる力を身につけられるよう、家庭・

地域と連携した実践的な防災教育を推進します。また、災害時における学校教育の

早期復旧を図るための体制整備や学校施設の防災・耐震対策を進めます。 

○ 「子どもたちの安全・安心の確保」にあたっては、子どもたちが、主体的に判断し行

動できる力を身につけられるよう、学校安全計画に基づく組織的取組の推進、家

庭・地域・関係機関等との連携・協働による学校安全の推進、交通安全など安全に

関する教育を進めるとともに、非常時において学びを継続できるよう取り組みます。 

○ 「学びのセーフティネットの構築・学びの継続」にあたっては、家庭環境等に関わら

ず、子どもたちが意欲的に学べるようにするとともに、一人ひとりの状況に応じて学

べる機会や環境を整えるため、多様な教育的ニーズや高等学校中途退学等への対

応を進めるとともに、教育費負担を軽減する取組を推進します。 
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（６） 学びを支える教育環境の整備 

【めざす姿】 

学校と家庭・地域が目標や課題を共有し、協働して、教育活動が進められ、子ども

たちの学びと育ちを地域全体で支える体制が整っており、学校の活性化も進んでい

ます。また、教職員については、社会の変化に対応した専門性と、主体的に学ぶ子ど

もたちの力を引き出す指導力が向上するとともに、学校における働き方改革が進んで

います。 

【基本的な考え方】 

上記の「めざす姿」を実現するために、「教職員の資質向上・人材確保とコンプライ

アンスの推進」、「学校における働き方改革の推進」、「ＩＣＴを活用した教育の推進」、

「地域とともにある学校づくり」、「学校の特色化・魅力化」、「学校施設の整備」、「家庭

での学びの応援」、「社会教育の推進と地域の教育力の向上」、「文化財の保存・活

用・継承」の各施策に取り組みます。 

○ 「教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進」にあたっては、教職員

がコンプライアンス意識を高く持ち、子どもたちの主体的な学びを支援する力や多

様な教育課題に対応できる専門的指導力を身につけられるよう、効果的な研修を

実施します。また、教職の魅力発信と教職員の人材確保に向けた取組を進めます。 

○ 「学校における働き方改革の推進」にあたっては、教職員が効果的な教育活動を

持続的に行えるよう、時間外在校等時間削減に向けた取組、学校・教職員が担う業

務の適正化、専門人材・地域人材の活用、職場環境の改善を進めるための取組、

教職員の健康管理・メンタルヘルス対策を推進します。 

○ 「ICT を活用した教育の推進」にあたっては、子どもたちが急速に進展するデジタ

ル社会で活躍するための情報活用能力を身につけられるよう、学校におけるＩＣＴ

を活用した教育、情報モラル25教育など情報活用能力を育成する取組、教職員の

ICT活用指導力の向上を図る取組を進めます。 

○ 「地域とともにある学校づくり」にあたっては、地域全体で子どもたちの学びや育

ちを支える体制を整えるため、保護者や地域住民等が学校運営に参画し、学校・家

庭・地域が連携・協働する取組を進めるとともに、地域と学校をつなぐコーディネー

ト機能の強化を図ります。 

  

                                                   
25 情報社会で適正に活動するために必要な考え方や態度。 
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○ 「学校の特色化・魅力化」にあたっては、子どもたちが目標に向かって意欲的に学

べるよう、学校段階間の円滑な接続を進めます。また、子どもたちが主体的に学び、

豊かな人間性や社会性を身につける場となるよう、地域や学校の特性に応じて、高

等学校の特色化・魅力化を推進します。 

○ 「学校施設の整備」にあたっては、子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、

校舎等の老朽化対策・耐震対策、空調の整備やトイレの改修など快適な学習環境

づくり、バリアフリー化、自然環境を考慮した施設整備、豊かな学びを支える施設

整備を進めます。  

○ 「家庭での学びの応援」にあたっては、家庭教育は全ての教育の原点であるとの

認識のもと、子どもたちが豊かな情操や人を思いやる心を持ち、基本的な生活習慣

等を身につけられるよう、保護者と子どもの学びを応援する取組を進めるとともに、

さまざまな主体と連携して、子どもの豊かな育ちを支える取組の充実を図ります。 

○ 「社会教育の推進と地域の教育力の向上」にあたっては、県民の皆さんが生涯に

わたり、それぞれのニーズに応じて学習することができるよう、社会教育関係団体

や NPO、地域の方々のネットワークの構築・強化を図るとともに、社会教育施設等

において、多様なニーズに対応した学習機会を提供します。 

○ 「文化財の保存・活用・継承」にあたっては、地域の宝である文化財が保存・活用・

継承されるよう、文化財の調査と指定、修理・整備、保存・活用に取り組むとともに、

子どもたちをはじめ多くの方々が文化財について学び、親しみ、その価値について

理解を深める機会を確保します。  
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２ 施策 

○ ６つの「基本施策」を具体的に展開するため、32の「施策」により取組を進めます。 

施 策 体 系 

基本施策 施 策 

１ 未来の礎となる力

の育成 

（１）一人ひとりの自己肯定感を涵養する教育の推進 

（２）確かな学力の育成 

（３）幼児教育の推進 

（４）人権教育の推進 

（５）道徳教育の推進 

（６）読書活動・文化芸術活動の推進 

（７）健康教育・食育の推進 

（８）体力の向上と運動部活動改革の推進 

２  未来を創造し社

会の担い手とな

る力の育成 

（１）キャリア教育の推進 

（２）グローカル教育の推進 

（３）新たな価値を創り出す力の育成 

（４）主体的に社会を形成する力の育成 

３  特別支援教育の

推進 

（１）一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進 

（２）特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進 

４  いじめや暴力の

ない学びの場づ

くり 

（１）いじめや暴力をなくす取組の推進 

（２）いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実 

（３）いじめに対する迅速・確実な対応の推進 

（４）いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実 

５ 誰もが安心して学

べる教育の推進 

（１）不登校の状況にある児童生徒への支援 

（２）外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成 

（３）防災教育・防災対策の推進 

（４）子どもたちの安全・安心の確保 

（５）学びのセーフティネットの構築・学びの継続 

６  学びを支える教

育環境の整備 

（１）教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進 

（２）学校における働き方改革の推進 

（３）ＩＣＴを活用した教育の推進 

（４）地域とともにある学校づくり 

（５）学校の特色化・魅力化 

（６）学校施設の整備 

（７）家庭での学びの応援 

（８）社会教育の推進と地域の教育力の向上 

（９）文化財の保存・活用・継承 
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施策の見方 

基本施策○ ○○○○ 

施 策 名 ○○○○ 

 

め ざ す 姿  

※この施策を推進することにより、計画期間が終了する令和９(２０２７)年度末までに達成

する姿を記載しています。 

 

現状と課題  

※この施策に関する現状や課題、背景等を記載しています。 

 

主な取組内容  

※この施策で実施する主な取組を記載しています。 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

※「めざす姿」の実現に向けた施策の達成状

況を把握することができるＫＰＩの項目を記

載しています。 

※現在（最新の実

績）の数値を記

載しています。 

※令和９（2027）

年度における目

標値を記載して

います。 
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基本施策１ 未来の礎となる力の育成 

（１）一人ひとりの自己肯定感を涵養する教育の推進 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが、ありのままの自分が認められているという実感を持つとともに、学校なら

ではの子どもたち同士や教職員と子どもたちとの関わり合いなど多様な他者と交わる活動

や多様な体験活動をとおして、自己肯定感や幸福感など一人ひとりのウェルビーイングが

向上しています。 

 

現状と課題  

① ＰＩＳＡ等の国際調査において、日本の子どもたちの学力が高い水準にあることが示さ

れる一方で、自己肯定感については諸外国と比べて低いという調査結果があります。ま

た、将来の予測が困難な時代においては、自らが社会を創り出していくという視点がよ

り重要となり、子どもたち一人ひとりが持続可能な社会の創り手となり、課題解決などを

通じて、社会を維持・発展させていくことが求められます。 

② こうした中、子どもたちが自他のかけがえのない価値を認識しながら、多様な人びとと

協働し、さまざまな課題解決を主体的に担うことができる存在であるという認識を持っ

て、自分の可能性を伸ばしていけるよう、自己肯定感の涵養を図ることが重要です。自

己肯定感は、自らの力の向上に向けて努力することで得られる達成感や他者からの評

価等によるものと、自分の長所のみならず短所を含めた自分らしさや個性を受け止める

ことによるものの２つの側面からとらえることが大切です。 

③ 経済先進諸国では、経済的な豊かさのみならず、精神的な豊かさや健康までを含めて

幸福や生きがいをとらえるウェルビーイングの考え方が重視されてきており、自己肯定感

や幸福感などがその要素として挙げられ、教育をとおしてウェルビーイングの向上を図っ

ていくことが求められます。 

④ 家庭生活や社会環境が変化する中、子育てを担う保護者の孤立感や不安感、負担感

の増大が懸念されており、家庭教育の担い手である保護者を支えることができるよう、

地域における家庭教育支援の充実を図るとともに、経済的困窮や虐待など、さまざまな

課題を抱える家庭に対しては、より十分な支援を行うことができるよう、地域における支

援体制の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

施 策 名 
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⑤ 子どもたちの可能性を伸ばしていく上で、基礎的・基本的な知識・技能の習得が重要

であることは言うまでもなく、思考力・判断力・表現力等や学びに向かう力等こそ、家庭

の経済事情など、子どもを取り巻く環境を背景とした差が生まれやすい能力であるとの

指摘もあることに留意する必要があります。「主体的・対話的で深い学び」を実現し、一

人ひとりの状況に応じた学びの動機づけや、いわゆる非認知能力26を含む幅広い資質・

能力の育成に向けた効果的な取組が求められています。 

⑥ 人間関係で多くの子どもたちが悩みを持ち、学習面の不安だけでなく、心理面や進路

面での不安や悩みを抱えることも少なくありません。学校の教育活動を通じて、子どもた

ちが社会の中で自分らしく生きることができるよう支えていくことが求められます。 

 

 

主な取組内容  

① 家庭教育支援・幼児教育の充実 

○ 地域におけるさまざまな主体と連携し、保護者に対して、家庭教育に関する学習機会や

必要な情報を提供することを通じて、子どもたちの豊かな成長や家庭教育を応援する取

組を進めます。 

○ 経済的困窮や虐待など、支援を必要としながらも支援が届きにくいさまざまな問題を

抱える家庭に対しては、市町の福祉担当部局等の関係機関と連携して支援を行います。 

○ 幼児期の子どもたちが、安定した情緒のもとで発達に必要な体験を重ね、生涯にわた

る人格形成の基礎を築くことができるよう、教職員と幼児との間に十分な信頼関係を築

き、幼児の主体的な活動を促しながら、よりよい教育環境をつくり出します。 

② お互いを認め合い支え合う学校づくり 

○ 子どもたちが安心して自分の意見を述べ、なぜそう思ったのかを皆で考え、自分の考

えを深めたり、自分に足りないことに気づいたりする授業をとおして、子どもたちが互い

に認め合い・励まし合い・支え合える人間関係を創り上げることができるよう取り組みま

す。 

○ 子どもたち自身が学校生活や学級をよりよいものにしていけるよう、校則・ルールの見

直しや児童会・生徒会活動、学校行事の運営において意見を述べたり、議論したりする

機会を設けるなど、異年齢の子どもたちとも協力し合いながら、皆で話し合って実践する

自発的・自治的な活動を尊重し、子どもたち自身による創意工夫を引き出す取組を進め

ます。 

                                                   
26 主に意欲・意志・情動・社会性に関わる３つの要素（①自分の目標をめざして粘り強く取り組む、②

そのためにやり方を調整し工夫する、③友人と同じ目標に向けて協力し合う。）からなります。 
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○ 安全・安心な学校づくりに向けて、教職員の支援のもと、子どもたち自身がさまざまな

考え方があることを受け入れ、理解し合える風土を創り出すことができるよう、学級・

ホームルーム経営を通じて、相手の気持ちに寄り添ったり、感謝の気持ちを伝えたりする

姿勢を子どもたちが身につけることができる取組を進めます。 

③ 多様な子どもの状況に応じた学びを支える指導・支援の充実 

○ 学校においては、学級やホームルーム等が子どもたちの学習や生活の基盤であり、

個が集団に埋没してしまう危険性があることをふまえ、学校生活のあらゆる場面

で、子どもたちが「自分も一人の人間として大切にされている」と実感することに

つながる指導を行うなど、一人ひとりの人格を尊重し、個性の伸長を図る教育活動

を一層推進します。 

○ 子どもを取り巻く環境や子どもの状況を多面的かつ客観的にとらえ、一人ひとりに対す

る理解を深めた上で、育成をめざす資質・能力やキャリア形成の方向性等をふまえなが

ら、自己選択や自己決定を促し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、一人ひと

りに応じた学習指導を進めます。 

○ 子どもたちが学ぶ楽しさ・わかる喜びを実感することにつながるよう、個々の学習状況

や興味・関心に応じた個別最適な学習と、多様な他者と関わり合う中で異なる考え方に

触れながら、課題を見いだし解決策を考えるなどの協働的な学習を適切に組み合わせ

た授業づくりを推進します。 

○ 身近な地域や世界規模の課題を設定しその解決に向け深く考察し行動する探究活動

や、多様な考え方を持つ仲間との学びや個々の教科の学びを基礎として教科横断的な

学びを行うＳＴＥＡＭ教育、地域の産業や特色を題材にした地域課題解決型学習を推進

するとともに、取組の前後に、資質・能力がどのように変化したかを把握し、取組の改善

につなげます。 

○ 学級や学校の中で役割を分担し、協力して取り組む機会や、部活動など異年齢交流を

とおしてリーダーシップを発揮する機会など、子どもたちが他者や集団、社会のために役

立つことを実感できる取組を推進します。また、子どもたちが、さまざまな感性や考え方

等があることを認め合い、影響を与え合う機会を生み出し、人と人との関わり合いの中

で新たなアイデアが生まれ、新しい価値の創造につなげていくことをめざす取組を進め

ます。 

○ 達成感や成功体験、課題に立ち向かう姿勢などを身につけるさまざまな体験活動（自

然体験活動や集団宿泊体験、社会体験活動、文化芸術活動等）は、自己肯定感などの

向上に資するものであり、その機会の充実を図ります。 

○ 自己肯定感の涵養に関する取組の趣旨が実現されるよう、研修等を通じて教職員で

共通理解を図りながら取り組むとともに、子どもたちや地域の状況に応じた学校の自主

的・自立的な活動を進めます。 
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○ 家庭の社会経済的背景に関わらず、全ての子どもたちが、質の高い教育を受け、夢や

希望を持って挑戦したり、多様な体験や遊びの機会を得たりすることができるよう、地域

未来塾など家庭や学校とは異なる居場所での学習支援等を地域と連携して進めます。

また、家庭の経済状況等を背景として学習環境が整わない子どもたちの自己肯定感、学

習意欲、進学・就労に対する意欲等を高めるため、子ども支援ネットワークの活動の支援

を進めます。 

④ 教職員の指導力の向上 

○ 教職員が子どもたちに対する受容的・共感的な態度を身につけ、その実態や発達の個

別性や多様性を尊重する姿勢を持ち、丁寧な観察を通じて一人ひとりや集団の状態と

心理を理解して対応する力を身につけるなど、子どもたちの自己肯定感を涵養すること

につながる研修内容の充実を図り、子どもたち一人ひとりと信頼関係を構築する能力を

備えた教職員の育成を進めます。 

○ 人権教育や道徳教育、いじめを生まない学級づくりについて、教職員の指導力の向上

を図る研修を実施するなど、子どもたちが、自分らしく生きていこうとする態度やよりよく

生きるための基盤となる道徳性を養うことや、安心して学校生活を送ることに資する取

組を進めます。 

○ 教職員が、子どもたちの人生に影響を与え、日々の成長に関わることを通じて、自己肯

定感を高めることができるよう、学校の指導体制・運営体制の充実や学校における働き

方改革の推進等により、学校を教職員にとっても幸せや生きがいを感じられる場所にす

ることをめざす取組を進めます。 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

普段の生活の中で、幸せな気持ちになることが

ある子どもたちの割合 ※１ 

小学生 

90.1% 

中学生 

87.9% 

小学生 

９１．０% 

中学生 

90.0% 

自分にはよいところがあると思う子どもたちの

割合 ※２ 

小学生 

81.9% 

中学生 

80.9% 

小学生 

84.０% 

中学生 

82.0% 

※１ 「普段の生活の中で、幸せな気持ちになることはどれくらいありますか」という質問に対して、肯定

的な回答をした公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」） 

※２ 「自分には、よいところがあると思いますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学

生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」）  
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基本施策１ 未来の礎となる力の育成 

（２）確かな学力の育成 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが、主体的・対話的で深い学びを通じて、生きて働く知識・技能、未知の状況

にも対応できる思考力・判断力・表現力等の「確かな学力」、生涯にわたって能動的に学び

続ける態度を身につけています。 

 

現状と課題  

① 子どもたちに生きる力を育むことをめざし、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得

させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等を育成

するとともに、生涯にわたって能動的に学び続けられるよう主体的に学習に取り組む態

度を養うため、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実し、主体的・対話的で深

い学びを実現する授業を実践する必要があります。さらに、個別最適な学びが「孤立し

た学び」に陥らないよう、互いの感性や考え方等に触れ刺激し合う、協働的な学びの重

要性をあらためて認識する必要があります。 

② 学習評価においては、「子どもたちにどういった力が身についたか」という学習の成果

を的確にとらえ、教職員が指導の改善に生かすとともに、子どもたちが自らの学習を振り

返って次の学習に向かうことができるようにすることが重要であり、教育課程や学習・指

導方法の改善と一貫性を持った形で改善を行う必要があります。 

③ 子どもたちが、学習内容を確実に身につけることができるよう、指導方法や指導体制の

工夫・改善など、個に応じた指導の充実を、コロナ禍において整備の進んだICT環境も

活用しながら図っていく必要があります。 

④ 近年の「全国学力・学習状況調査」における本県の状況は改善傾向にありますが、国語

では文脈に即した漢字等を正しく使うことや、根拠を明確に示すなどして自分の考えを

書くこと、算数・数学では図形・割合に、依然として課題がみられます。 

⑤ 児童生徒質問紙調査では、学習時間や読書時間が経年で見ると減少傾向にあり、全

国平均値よりも短い状況が続いています。学習習慣・読書習慣等の改善に向け、学校・

家庭・地域がそれぞれの役割を認識し、一体となって取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 
 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進 

○ 子どもたちが、学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動、協働や

対話を通じて考えを広げ深める活動、知識を相互に関連づけてより深く理解したり、思

いや考えをもとに新たな価値を創造したりする活動を計画的に取り入れた授業改善を推

進します。 

〇 子どもたちが学ぶ楽しさ・わかる喜びを実感することにつながるよう、個々の学習状況

や興味・関心に応じた個別最適な学習と、多様な他者と関わり合う中で異なる考え方に

触れながら、課題を見いだし解決策を考えるなどの協働的な学習を適切に組み合わせ

た授業づくりを推進します。（再掲） 

〇 市町等教育委員会が作成した「学力向上アクションプラン」に基づき、小中学校におけ

る授業改善や学習内容の理解・定着につなげる取組が一層進むよう、教育支援事務所

と共に市町等教育委員会と連携し、市町や小中学校の求めに応じた研修への支援を進

めます。 

○ 学習評価が、教職員の指導の改善、子どもの学習改善につながるものになるよう、教

科担当者等を対象とした会議や研修で、学習評価の考え方を周知するとともに、実践事

例を交流するなど学習評価を充実させる取組を推進します。また、指導と評価の改善が

一体として進められるよう、教科の目標や指導事項をふまえた評価の観点を示した学習

指導案例の普及・活用を図ります。 

② 一人ひとりに応じたきめ細かな指導の充実 

〇 小中学校において、「全国学力・学習状況調査」、「みえスタディ・チェック27」等の活用

を通じて、子どもたち一人ひとりが何を学び、どのような力を習得したかなど、学習の定

着状況を把握し、指導の改善や個に応じた指導を進めます。 

〇 小中学校において、子どもたちが、基礎的・基本的な知識・技能の習得も含め、学習内

容を確実に身につけることができるよう、「みえスタディ・チェック」の活用を進めます。  

ＣＢＴシステム28を使用することで、設問ごとの定着状況に応じ、学習内容を遡った問題

やさらに難しい問題を、実施後すぐに子どもたちの１人１台端末に提供するなど、ICTを

効果的に活用して一人ひとりに応じた補充的な学習や発展的な学習を進めます。 

〇 学習内容の習熟の程度に応じた指導など、少人数指導の実践研究を進めるとともに、

その成果をふまえた効果的な指導方法の工夫等を小中学校に水平展開するなど、少人

数指導の質的向上を図ります。 

                                                   
27 学習指導要領をふまえ、本県が重点的に実施している学力向上策の一つ。知識等の活用を中心と

した問題を通じて、学習内容の定着状況を把握し、子どもたちが主体的に学習に取り組む意欲や、

各学校における授業改善、子どもたち一人ひとりに応じた指導の充実等を促進する取組。 
28 Computer Based Testingの略称で、子どもたちが学習端末を用いて解答する調査方法。 
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○ 高等学校では、継続的に一人ひとりの学力の状況を把握し、学習方法や指導方法を改

善することで、高校生に求められる学力の確実な習得と学習意欲の喚起に取り組みま

す。また、ＩＣＴを効果的に活用した実践事例等を、各学校に共有するなど、授業の質的

向上に向けた取組を進めます。 

③ 学校・家庭・地域の連携 

○ 小中学生の学習習慣・読書習慣等の確立に向け、「全国学力・学習状況調査」における

児童生徒質問紙調査や、「みえスタディ・チェック」の学習や生活等に関する質問から、

学習習慣・読書習慣等の状況を継続的に把握するとともに、課題の改善に向け、子ども

たちの１人１台端末からダウンロードできるチェックシート等の活用を促進するなど、引き

続き、学校・家庭・地域が一体となった「みえの学力向上県民運動」の取組を進めます。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

「全国学力・学習状況調査」における本県の

子どもたちの学力の伸び ※１ 

小学生 

9７.１ 

中学生 

9８.４ 

小学生 

101.0 

中学生 

102.0 

授業で、課題の解決に向けて、自分で考え、

自分から取り組んでいると思う子どもたちの

割合 ※２ 

小学生 

79.1% 

中学生 

81.6% 

小学生 

82.4% 

中学生 

87.4% 

※１ 「全国学力・学習状況調査」において文部科学省が示す正答数分布の４階層（ＡＢＣＤ層）における

ＡＢ層の公立小中学生の割合（全国を 100 とした場合の本県の値）（文部科学省「全国学力・学習

状況調査」） 

※２ 「授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいましたか」という質問に対し

て、肯定的な回答をした公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」） 
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基本施策１ 未来の礎となる力の育成 

（３）幼児教育の推進 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが、安定した情緒のもとで自己を十分に発揮し、遊びや生活の中での体験を

とおして、健康な心と体、自立心、協同性、道徳性・規範意識の芽生え、社会と関わる意識、

思考力の芽生え、生命を尊重する気持ち、数量・文字等への関心、言葉で伝え合う力、豊

かな感性等を身につけています。 

 

現状と課題  

① 幼児期は、生活や遊びの中で具体的な体験をとおして、生涯にわたる人格形成の基礎

が培われる極めて重要な時期です。学びの充実を図るにあたって、幼稚園・保育所・認

定こども園（以下「幼稚園等」という。）といった施設類型や地域・家庭の環境に関わら

ず、全ての子どもたちに格差なく質の高い学びが保障されるよう、全ての幼稚園等にお

ける幼児教育・保育のより一層の質向上を図る必要があります。 

② 幼稚園等と小学校・義務教育学校29（以下「小学校等」という。）は、その教育・保育の

形態に大きな違いがあり、子どもたちが小学校等での学習や生活に戸惑うなど、さまざ

まな課題が指摘されています。幼児期の教育と小学校等以降の教育の理念は、連続性・

一貫性をもって構成されるものであり、今後さらに、幼保小接続に関する取組の充実を

図っていく必要があります。 

③ 幼稚園等においては、子どもと共によりよい教育環境を創造するために、幼稚園教諭・

保育教諭・保育士（以下｢幼稚園教諭等｣という。）の資質向上を図る必要があります。 

④ 就学前の子どもたちの生活は、家庭を基盤として地域での触れ合いや体験を通じて広

がっていきます。家庭や地域も一体となり、教育・保育活動の取組を進めるとともに、幼

稚園等は地域の子育て支援の拠点としての機能の充実が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
29 一人の校長のもと、一つの教職員組織が置かれ、義務教育９年間の学校教育目標を設定し、９年間

の系統性を確保した教育課程を編成・実施する学校。 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 幼稚園等における教育・保育活動の充実 

○ 市町と連携を図りながら、三重県幼児教育センターを核に、全ての幼稚園等において、

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領で共通に

示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を考慮した教育・保育の充実、幼稚園

等と小学校等との連携の充実を一体的・総合的に推進するための体制整備に取り組み

ます。 

○ 幼稚園等において、子どもたちの健康な心と体や自立心、規範意識の芽生え、生命を

尊重する気持ちなどの育成が図られるよう、幼児教育アドバイザー等の派遣を行うとと

もに、優れた事例の普及を図ります。 

② 小学校教育への円滑な接続に向けた取組の推進 

○ 「三重県保幼小の円滑な接続のための手引き」等を活用した実践事例の普及や、幼稚

園等と小学校等とが共同した接続カリキュラムの編成・実施等を推進します。 

○ 子どもたちが、小学校等での生活・学習に期待をする気持ちを高め、安心してスタート

できるよう、幼稚園等と小学校等との体験的な交流を推進します。 

○ 幼稚園教諭等と小学校等の教員が、幼稚園等と小学校等における教育活動や指導方

法等の違いについて理解を深め、指導に生かせるよう、相互に保育・授業を見学するな

どの交流や合同研修等の取組を推進します。 

③ 幼児教育・保育を担う人材の資質向上 

○ 幼稚園等の運営の改善や幼児教育・保育に係る諸課題の解決に向けた研修の実施を

通じて、園（所）長の指導力の向上を図ります。 

○ 幼稚園教諭等が各施設における指導内容や指導方法に関する相互理解を深められる

よう、園内研修や他の幼稚園等との合同研修を実施し、幼稚園教諭等の専門性の向上

を図ります。 

④ 家庭・地域との連携の推進 

○ 家庭・地域に対して、子どもたちの心身の成長における基本的生活習慣等の重要性に

ついて周知を図ったり、「就学前の子ども向け生活習慣チェックシート」の活用を促した

りすることなどを通じて、｢早寝・早起き・朝ごはん」などの基本的な生活習慣や読書習

慣、運動習慣等の確立を図ります。 
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○ 幼稚園等において、地域の方々と触れ合ったり、地域の施設等を活用したりするなど、

多様な体験機会の充実を図ります。 

○ 幼稚園等が、保護者同士の交流の機会を提供したり、子育てに関する相談対応・情報

提供を行ったりするなど、地域における幼児期の子育ての支援拠点としての役割を担え

るよう、地域子育て支援センター30等の関係機関との連携を推進します。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

幼保小接続に関する研修等を実施した市町

の数 ※ 
2３市町 29市町 

※ 「幼保小接続に関する研修等を実施しましたか」という質問に対して、「実施済み」と回答した市町の

数（三重県教育委員会調べ） 

 

  

                                                   
30 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、地域の子育て家庭に対する育児支援を目

的とする施設。 
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基本施策１ 未来の礎となる力の育成 

（４）人権教育の推進 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが人権に関する理解を深め、自他の人権を守るための実践行動ができる力

を身につけています。 

 

現状と課題  

① 新型コロナウイルス感染症によって社会が甚大な影響を受ける中、学校が子どもたち

の全人的な発達・成長を保障する役割や安心して過ごせる居場所としての役割を担って

いることが再確認されたことをふまえて、多様な子どもたちが互いの人権を尊重する態

度や自己実現に向けた意欲を身につけられるよう、自分や他者の価値を認め、共に安心

して過ごせる環境をつくる必要があります。 

② 社会にはさまざまな人権問題が存在しており、インターネット上で差別を助長する情報

等が流布されています。このような状況の中で、近年、「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律」や「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組

の推進に関する法律」、「部落差別の解消の推進に関する法律」、「差別を解消し、人権

が尊重される三重をつくる条例」など、差別を解消するための法律や条例が相次いで定

められています。また、人権教育の理念と共通する内容が学習指導要領に新たに記載さ

れるなど、学校における人権教育の重要性や必要性が高まっています。 

③ 子どもたちの人権感覚の育成については、家庭や地域社会の影響が大きいことから、

保護者や地域住民等の間に人権尊重の意識が広まるよう、家庭・地域と協働し、人権教

育を進める必要があります。 

④ 教職員一人ひとりが子どもを権利の主体として尊重するとともに、人権問題に関する

理解を深め、その解決に向けた使命感を持ち、確かな人権感覚や指導力を身につける

必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 一人ひとりの存在や思いが大切にされる学校づくり 

○ 教育的に不利な環境のもとにある子どもの支援をはじめ、障がいのある子どもへの合

理的配慮31の提供、性的指向・性自認に係る子どもに対するきめ細かな対応など、子ど

もの最善の利益を考慮し、安心して学べる学校づくりを進めます。 

○ 子どもの意見や考えを尊重し、望ましい人間関係づくりに取り組み、一人ひとりの自尊

感情32を高め、自分らしく生きていこうとする態度を育む教育活動を進めます。 

② 人権尊重の行動力を育てる教育の充実 

○ 「三重県人権教育基本方針」に基づき、教育活動全体を通じて総合的・系統的に人権

教育を進めるため、学校における人権教育カリキュラムの活用や改善を進め、取組の質

の向上を図ります。 

○ 子どもの権利や個別的な人権問題33に関する学習資料等の活用を図るとともに、必要

な資料の作成に取り組み、子どもたちが自らを権利の主体であると実感できる学習や、

人権問題の解決を自分の課題ととらえ、自他の人権を守るための行動力を身につける

ための学習を進めます。 

③ 家庭・地域との連携による人権教育の推進 

○ 人権が尊重される社会をつくる主体者としての意識を育むため、学校・家庭・地域が人

権教育の内容等を共有・協議する人権教育推進協議会や子どもの育ちを支援する子ど

も支援ネットワークの活性化を図り、保護者やその関係者等に授業公開を行うなど、地

域に開かれた教育活動を推進します。 

○ 子どもと保護者や地域住民が共に人権の視点に立った社会的活動等に取り組むとと

もに、子どもたちが自他の人権について意見を表明する機会を創出し、子どもたちをは

じめ、家庭・地域に人権尊重の意識を広めます。 

                                                   
31 障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権および基本的自由を享有し、または行使するこ

とを確保するための必要かつ適当な変更および調整であって、特定の場合において必要とされるも

のであり、かつ、均衡を失したまたは過度の負担を課さないもの。 
32 「自尊感情」は、一般的に「自己肯定感」とほぼ同義とされていますが、「三重県人権教育基本方針」

では「自尊感情」という語を用い、一人ひとりの自尊感情を高め、自己実現を可能にするため、自分

に誇りを持ち、自分らしく生きようとする意欲や態度を育む教育活動を進めています。 
33 主な人権問題としては、部落問題、障がい者、外国人、子ども、女性の人権に係る問題のほか、高齢

者、患者（ＨＩＶ感染者・エイズ患者、ハンセン病元患者、難病患者等）、犯罪被害者、アイヌの人々、

刑を終えた人・保護観察中の人等の人権に係る問題、性的指向・性自認、貧困等、ひきこもりに係る

人権課題、インターネットによる人権侵害、災害と人権、北朝鮮当局による拉致問題等などがありま

す。 
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④ 教職員の人権意識や指導力の向上 

○ 全ての教職員が子どもの権利や人権問題に関する理解を深め、一人ひとりの人権擁

護や人権問題の解決につながる教育活動に必要な指導力を身につけられるよう、経験

年数や役割に応じ、効果的な研修や情報提供等を行います。 

○ 学校における人権教育を組織的・計画的に推進するため、管理職や人権教育推進担

当者を対象に、「三重県人権教育基本方針」に基づく取組や人権教育カリキュラムのマ

ネジメント等に関する研修を実施し、リーダーシップの向上を図ります。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

学校における人権教育を通じて、人権を守る

ための行動をしたいと感じるようになった子

どもたちの割合 ※ 

9４.1% 100% 

※ 県立学校の生徒を対象としたアンケート調査において、「差別をなくすために何かできることをした

い」と思うかどうかを問う質問に「そう思った」、「やや思った」と回答した生徒の割合（三重県教育委

員会調べ） 
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基本施策１ 未来の礎となる力の育成 

（５）道徳教育の推進 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが、生命を大切にする心や他者を思いやる心、人間関係を築く力、公共心、

規範意識を高め、個性を伸長し、他者と共によりよく生きようとする意欲と態度を身につけ

ています。 

 

現状と課題  

① 答えが一つではない道徳的な課題を子どもたち一人ひとりが自分自身の問題としてと

らえ、深め合う、「考え、議論する道徳」への質的転換を推進するため、道徳科を要とした

各教育活動での道徳教育の改善および教職員の指導力の向上が求められています。 

② 自己の生き方を考え、主体的な判断のもとに行動し、自立した一人の人間として他者と

共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うという道徳教育の目標を達成するた

め、道徳教育推進教師を中心とし、指導に際して全教職員が協力し合う指導体制の充

実を図る必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① 「考え、議論する道徳」への質的転換 

○ 子どもたちが、物事を多面的・多角的にとらえ、主体的に考えを深める中で自己を見つ

め、他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことができるよう、「考え、

議論する道徳」の具体化に向けた指導方法の工夫改善を推進します。 

○ 子どもたちが、答えが一つではない道徳的な問題について、考え、議論し、自らの道徳

性を養うことができるよう、道徳教育アドバイザーの派遣等を通じて、教職員一人ひとり

の指導力向上に関する取組を推進します。 

○ 小中学校等の教職員を対象とした授業公開を伴う研修会の実施や、指導資料等の活

用促進を通じて、教職員一人ひとりの指導力の向上を図ります。 

○ 子どもたちの発達段階に応じて、他者と共によりよく生きようとする意識や生命を大切

にする心を育むため、道徳科を要として、各教科等の授業のほか、異学年との交流、ボラ

ンティア活動、地域での体験的な学習等の取組を推進します。 

○ 子どもたちが、いじめをなくす行動につながる道徳性を身につけることができるよう、

関係機関と連携したいじめ予防プログラムを確立し、小中学校への普及を推進します。 

施 策 名 
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〇 道徳性を養う道徳科授業の質の向上が図られるよう、小中学校における道徳教育推

進教師を対象にした研修会の実施やアドバイザーの派遣、いじめ防止に資する「特別の

教科 道徳」の教員用指導補助資料の作成・周知を行います。 

○ 家庭や地域と連携した道徳教育の充実に向けて、保護者等への道徳の授業公開や、

地域の方々も参画できる体験活動をとおして道徳教育の意義について共通理解を図り

ます。 

○ 高等学校においては、生徒が社会の形成者としての自覚を持ち、自立した大人として

行動できるよう、公民科の科目である「公共」および「倫理」ならびに特別活動34を道徳

教育の中核的な指導の場面としつつ、教育活動全体を通じて主体的に考え、議論する

活動の充実に取り組みます。 

② 指導体制の充実 

○ 各学校が定める教育方針のもと、教育活動全体を通じた道徳教育が進められるよう、

道徳教育推進教師を中心とした推進体制の充実に取り組みます。 

○ 校長や道徳教育推進教師等を対象とした研修を実施し、校長の明確な方針のもと、道

徳教育の充実が図られ、学校全体で道徳教育が進められるよう取り組みます。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

道徳の授業で、「考え、議論」している子ども

たちの割合 ※ 

小学生 

82.1% 

中学生 

87.3% 

小学生 

87.0% 

中学生 

90.0% 

※ 「道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでい

ますか」という質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学

習状況調査」） 

 

  

                                                   
34 教育課程（カリキュラム）における教科外活動・学科外活動の一領域。 
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基本施策１ 未来の礎となる力の育成 

（６）読書活動・文化芸術活動の推進 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが、読書活動や文化芸術の体験活動を通じて、歴史や文学、科学、芸術な

ど、さまざまな分野への関心を高め、感性や情操を磨き、幅広い視野や知識を統合して考

える力と豊かな人間性を身につけています。 

 

現状と課題  

① 「学校読書調査」における全国の不読者35の割合は、小学生から高校生へと年齢が上

がるにつれて高くなる状況です。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け実施され

た学校休校に伴う学校図書館利用の制限等により、子どもたちの図書離れが懸念され

る状況となっています。こうした中で、全ての子どもたちが、好きな本を選択し、好きな時

間に、好きな場所で、主体的に読書活動を行えるよう、学校・家庭・地域が中心となり、社

会全体で読書活動を推進する体制を構築するとともに、公立図書館や学校図書館、幼

稚園、保育所等において、子どもたちの発達段階に応じた読書環境の整備を進める必

要があります。 

② 「全国学力・学習状況調査」における授業時間以外に平日10分以上読書をする本県の

小中学生の割合は、全国平均を下回る状況です。子どもの読書活動は、言葉を学び、感

性を磨き、表現力を高め、想像力を育み、探究心や人生を豊かにする力を身につけてい

く上で大切であることから、子どもたちの読書習慣の形成を図るとともに、読書の機会を

拡充することが必要です。 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、学校や地域における子どもたちの文化芸術

活動が制限されました。こうした中、オンラインを活用した取組など文化芸術活動の可能

性が広がるとともに、リアルな体験による文化芸術活動の重要性が再認識されました。

文化芸術活動を通じて、子どもたちに豊かな感性や情操を養い、生涯にわたって文化や

芸術に親しみ、その継承や創造に寄与する態度や能力を育むことができるよう、美しい

ものや優れたもの、芸術的なもの、地域や我が国の伝統文化に触れる機会を充実させて

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
35 「学校読書調査」において、調査前月の１か月間に読んだ本（教科書、参考書、雑誌、漫画

を除く。）が０冊の児童生徒。 

施 策 名 
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④ 文化部活動については、生徒が文化、科学、芸術等の活動をとおして楽しさや喜びを

味わい、豊かな学校生活を経験する活動であるとともに、良好な人間関係などを培う場

として大きな役割を果たしています。「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラ

ブ活動方針」に基づいた適切な運営と効果的な指導が求められており、将来にわたり子

どもたちが文化に継続して親しむことができるよう、持続可能な活動環境を整備し、中学

校における休日の文化部活動の段階的な地域連携・地域移行を進める必要がありま

す。 

 

 

主な取組内容  

① 学校における読書活動の推進 

○ 子どもたちの読書環境を整備するため、学校図書館図書標準36の達成や学校図書館

への新聞配備に向けた取組を進めるなど学校図書館の充実を図ります。また、いつ、ど

こにいても読書に親しむことができるよう、デジタル社会に対応した読書環境の整備を

進めます。 

○ 司書・司書教諭や子どもたち、ＰＴＡ、読書ボランティアといったさまざまな主体がチー

ムとなって、学校図書館の課題を分析し、めざす姿を共有しながら快適な環境整備に取

り組み、子どもたちが通いたくなるような交流とゆとりのある明るい空間を創出すること

で学校図書館の利活用を推進します。また、司書の資質向上を図るため、授業活用のた

めの工夫や、子どもたちの自発的・主体的な学習活動を支援する学校図書館の活動な

どについて学ぶ研修を実施します。 

○ 子どもたちが主体的に読書に興味・関心を持てるよう、子どもたちが学校図書館の運

営に主体的に関わる機会を確保したり、読みたい本についての意見を聞き取ったりする

ことなどを通じて、子どもたちの目線に立った読書活動を推進するとともに、学校図書館

を活用した授業やビブリオバトル37等の多様な取組を進めます。 

② 家庭における読書活動の推進 

○ 子どもたちの発達段階や多様な家庭状況に配慮し、学校や幼稚園、保育所、公立図書

館、ＰＴＡ、子育て支援団体、子ども食堂、読書ボランティア、企業、行政等のさまざまな

機関と連携・協働して、家庭における読書活動を支援する体制を構築します。 

 

 

                                                   
36 平成５（１９９３）年度に策定された公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準。 
37 発表者が本を紹介し、どの本が一番読みたくなったかを参加者の多数決で選ぶ取組。 
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○ 保護者や子育て支援関係者が集う講座やホームページにおいて、幼児期からの読書

の重要性や、子どもたちの発達段階に応じた効果的な読書活動の取組である「家庭読

書（家読（うちどく））」についての普及啓発等を通じ、家庭における読書活動を促進しま

す。 

③ 地域における読書活動の推進 

○ 各市町が策定した読書活動推進計画に基づき、さまざまな機関が読書活動に関する情

報を相互にやり取りする体制の構築が図られるよう、図書や設備、運営方法等について

情報提供や助言等を行い、社会全体における読書活動の活性化を図ります。 

○ 公立図書館や地域の書店が、子どもたちや子育て家族にとって立ち寄りやすく、心地よ

い場所となるよう、関係機関と連携を図りながら、取組事例の情報収集や提供を行い、

地域における読書活動の推進を図ります。 

④ 文化芸術に触れる機会の充実 

○ 子どもたちの豊かな感性や情操を育み、生涯にわたり文化芸術に親しむ態度を養うた

め、国事業を活用し、芸術家を派遣するなど、本物の文化芸術に触れる機会を提供する

とともに、子どもたちが作品等を通じて表現・発表する機会の拡充に取り組みます。 

○ 学校文化活動において、地域の方々との交流を進めるなど、三重の伝統や文化につい

ての理解を深め、愛着や誇りを育む機会の充実を図ります。 

○ 子どもたちが本県の自然や文化等について興味を持って学ぶことをとおして、ふるさと

三重への愛着や誇りを育むことができるよう、三重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）等の社会教

育施設の機能の充実を図ります。 

⑤ 文化部活動の環境の整備 

○ 子どもたちが文化芸術に親しむことができる機会を確保するため、地域の実情に応じ

た適切な支援により、各市町が抱える課題の解決を図り、中学校における休日の部活動

の段階的な地域連携・地域移行を推進します。 

○ 文化部活動指導者の派遣を推進するなど、学校の文化部活動における専門的な指導

の充実を図ります。 
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ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

授業時間以外に読書をする子どもたちの割

合 ※１ 

小学生 

57.2% 

中学生 

44.7% 

小学生 

60.0% 

中学生 

49.4% 

高等学校の文化部活動で外部の専門家が実

技指導等を実施した回数 ※２ 
2,893回 

（Ｒ４） 

3,325回 

※１ 「学校の授業時間以外に、１日あたりどれくらいの時間、読書をしますか」という質問に対して、「10

分以上」と回答した公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」） 

※２ 県立高等学校の文化部活動において、学校部活動振興事業を活用し、外部の専門家による実技

指導等を実施した回数（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策１ 未来の礎となる力の育成 

（７）健康教育・食育の推進 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが、生涯にわたり心身の健康の保持増進を図ることができるよう、学校教育

活動全体をとおして、学校・家庭・地域が連携・協働しながら、健康教育・食育に取り組み、

健康で充実した生活を送るために必要な知識と、自ら必要な情報を収集して判断し実践す

る能力を身につけています。 

 

現状と課題  

① 肥満・痩身、アレルギー疾患、新型コロナウイルス感染症を含む感染症、メンタルヘルス

の問題など、複雑化・多様化する子どもたちの現代的な健康課題への対応が求められて

います。加えて、社会における情報化の急速な進展により、健康情報や性・薬物等に関す

る情報の入手が容易になる中で子どもたちが情報等を正しく選択し、適切に行動できる

ようにすることが求められます。 

また、がんが身近な病気であることや、がんの予防、早期発見・検診の大切さなど、が

んについて正しく理解するとともに、がん患者に対する正しい認識を持つよう、がん教育

を一層推進する必要があります。 

② 本県の献血率は全国平均より低い状況が続いています。子どもたちが献血の意義や

制度について学ぶことは、生命の大切さを考えるきっかけとなり、社会性を養うものであ

ることから、献血制度について理解を深める取組を推進する必要があります。また、予期

せぬ妊娠の防止や思春期における性感染症予防のため、子どもたちが発達段階に応じ

た性に関する正しい知識を適切に理解し、自らの人生や家族の大切さについて考え行

動できる力を身につける必要があります。 

③ 超スマート社会の進展・グローバル化など社会環境の変化や少子化など家庭における

ライフスタイルの多様化等に伴い、子どもたちの食事・運動・睡眠等の基本的生活習慣の

確立が難しくなっています。また、生涯にわたり健康で豊かな生活を送るためには、歯と

口の健康づくりが重要です。本県の子どもたちの一人あたりの平均むし歯数は減少傾向 

にあるものの、全国平均と比べ罹
り

患率の高い状況が続いていることから、学校における

歯科保健の取組の一層の充実を図る必要があります。 

④ 食育を推進する体制づくりが進んだ一方で、不規則な食事や朝食の欠食等が見られ

ます。生涯にわたって健康で活力ある生活を送るためには、生活習慣・食生活の改善や

生活習慣病の予防に取り組む必要があります。また、地域の自然や文化、農林水産業等

に関する理解を深めたり、食への感謝の気持ちを育んだりするとともに、食文化の継承・

発展等を通じて、持続可能な食を支えることができるよう、学校給食等を活用した食育

の推進が求められます。 

 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 健康教育の充実 

○ 望ましい生活習慣の確立を図るとともに、複雑化・多様化する子どもたちの健康課題に

適切に対応するため、体育科・保健体育科や特別活動をはじめ、学校教育活動全体を

通じて、組織的・計画的な健康教育を推進します。 

○ 子どもたちが、がんについて正しく理解したり、自他の健康と命の大切さについて考え

を深めたりできるよう、医療関係者やがん経験者などの外部講師と取り組むがん教育を

推進します。また、指導者向け研修会を実施し、がん教育の意義や指導内容等を学ぶ機

会の提供を図ります。 

○ 喫煙・飲酒・薬物乱用と健康との関わりについて、薬物乱用防止教室等を関係機関と

連携して開催するなど、子どもたちが早い時期から依存症等に対する理解を深めるとと

もに、正しい知識を身につける取組を進めます。 

○ 学校における献血セミナーを関係機関と連携して計画的に実施することなどを通じて、

高校生が献血の意義や制度についての理解を深める取組を進めます。 

○ ライフプランニング38について、保健体育科や家庭科を中心とした各教科や特別活動な

どの指導や講演会の実施により、子どもたちが家庭を築くことや子育ての意義、妊娠・出

産等について考え、理解を深められるよう取り組みます。また、各教科や特別活動など学

校教育活動全体を通じた性に関する指導や、産婦人科医等の専門家による講習をとお

して、子どもたちが自他の命の大切さや性に関する正しい知識を身につけ行動できるよ

う取組を進めます。 

○ むし歯や歯肉炎等を予防するため、子どもたちの歯と口の健康づくりを一層推進し、学

校歯科医や関係機関と連携したフッ化物洗口の実施や正しい歯みがきの指導など、歯

科保健を充実します。また、学校・行政・医療機関等が連携し、各地域における歯科保健

活動の充実を促します。 

② 学校保健を担う教職員の研修や学校等での体制づくりの充実 

○ 子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、研修の実施等により、学校保

健の中核的な役割を担う養護教諭をはじめとする教職員がアレルギー疾患や感染症に

関する理解を深める取組を進めます。また、事故や感染を予防し、緊急時に適切に対応

できるよう、学校保健委員会の効果的な活用を図り、地域の医療・保健機関や市町等教

育委員会等と連携しながら、学校保健に関する体制づくりを進めます。 

 

                                                   
38 自分自身を見つめ、自分のリソース（資源）を見いだし、自分の生き方を問い直し、将来を見通し自

分の人生を考え続けること。 
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○ さまざまな不安や悩み、ストレス等により心の健康に課題を持つ子どもたちへの対応に

あたっては、専門家や関係機関等と連携し、学校等における相談体制の充実を図りま

す。 

③ 食に関する指導・学校給食の充実 

○ 栄養教諭を中核として、家庭・地域と連携しながら学校教育活動全体を通じて食育を

推進することで、栄養バランスのよい食事のとり方や望ましい生活習慣の確立、食品の

大切さと品質・安全性について、子どもたちが正しい知識・情報に基づいて自ら判断し、

実践していく能力を身につけることができるよう取り組みます。また、健全な食生活を送

るには、持続可能な環境が不可欠であることをふまえ、食育の取組を進めていく中で、

食を支える環境の持続に資する取組を推進します。 

○ 朝食メニューを自ら考え調理する活動をとおして、子どもたちが食生活に関心を持ち、

望ましい食習慣を身につけることができるよう取り組みます。また、朝食摂取やバランス

のとれた栄養摂取の重要性について保護者や地域へ啓発を図ります。 

○ 学校給食を「生きた教材」として活用して三重の地物を取り入れたり、食に関するさま

ざまな体験活動を行ったりする取組を通じて、地場産物・国産食材や食文化に対する子

どもたちの理解を促進するとともに、生産等に関わる人びとに対する感謝の心の醸成を

図ります。また、残食削減の活動をとおして、食品ロス削減の取組を進めます。 

○ 子どもたちが安全に学校給食を食べることができるよう、学校給食の安全と充実に向

けた講習会の開催などにより、栄養教諭など給食関係者の資質の向上に取り組みます。

また、「学校におけるアレルギー疾患対応の手引」や「学校給食における異物混入・ヒヤリ

ハット事例集」等の使用が着実に進むよう普及促進を図り、食中毒・異物混入の防止、

食物アレルギーへの対応など、事故防止の徹底を図ります。 
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ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

むし歯予防に取り組んでいる小学校・特別支

援学校（小学部）の割合 ※１ 

40.2% 

（Ｒ４） 
１００% 

朝食を食べている子どもたちの割合 ※２ 

小学生 

９3．6％ 

中学生 

９1．５％ 

小学生 

95.1% 

中学生 

93.1% 

※１ 年間を通じて、給食後の歯みがき指導またはフッ化物洗口を実施している公立小学校および県立

特別支援学校（小学部）の割合（三重県教育委員会調べ） 

※２ 「朝食を毎日食べていますか」という質問に対して、「している」、「どちらかといえば、している」と回

答した公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」） 
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基本施策１ 未来の礎となる力の育成 

（８）体力の向上と運動部活動改革の推進 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが、楽しさを味わいながら体を動かし、運動が好きになり、積極的に運動やス

ポーツに親しむことを通じて体力が向上しています。また、運動部活動改革が進み、将来に

わたり子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会が確保され、中学校におけ

る休日の運動部活動の段階的な地域連携・地域移行が進んでいます。 

 

現状と課題  

① 体の柔軟性や筋力、持久力等の基礎的な体力は、生涯にわたって健康を保持増進す

る上で重要な役割を果たします。また、運動やスポーツに親しむことで、意欲や気力が充

実し、生活習慣によい影響を与えます。幼児期を含め、子どもたちが日常生活の中で体

を動かすことが少なくなっていることから、継続して遊びや運動に取り組む機会を確保す

ることが必要です。 

② 「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果では、本県の子どもたちの体力が全国

と同様に平成３０（2018）年度をピークに低下していること、継続的に全国平均を下回っ

ている種目があること、１週間の総運動時間が７時間以上の子どもたちの割合が減って

いることなどの課題があります。また、コロナ禍においては、感染対策上の必要性から、

集団的な活動や体験的な活動等の制限が行われました。新型コロナウイルス感染症の

流行以来、体力の低下など、子どもたちの心身にも一定の影響が生じているとの指摘も

あります。 

③ 学校における運動部活動は、仲間と共に励まし合い、高め合いながら、責任感や連帯

感、自主性など豊かな人間性や社会性が育まれる意義のある活動です。一方で、教職員

の負担が大きいことや生徒の過度な練習等についての指摘もあり、「三重県部活動ガイ

ドラインおよび新たな地域クラブ活動方針」に基づいた適切な運営と効果的な指導が求

められます。 

また、少子化の進行による生徒数の減少や指導者不足などのため、従前と同様に学校

単位での運動部活動の継続が困難な状況が生じており、将来にわたり子どもたちがス

ポーツに継続して親しむことができるよう、専門性の高い地域人材を配置して教職員の

負担を軽減するなど、持続可能な活動環境を整備する必要があります。その中でも特に

中学校については、休日の運動部活動の段階的な地域連携・地域移行を進めていくこと

が求められています。 

④ 体育活動や運動部活動中における、熱中症などの事故防止を徹底する必要がありま

す。 

 
 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 子どもたちの体力向上に向けた運動機会の拡充 

○ 子どもたちの体を動かす遊びが一層充実するよう、幼稚園教諭や保育士等を対象とし

た研修会を開催するとともに、「就学前の子ども向け生活習慣チェックシート」を活用し、

家庭と連携しながら幼児期から運動に親しむ習慣づくりに取り組みます。 

○ 各学校における体力向上の目標を設定するとともに、学校全体でなわとびやマラソン

等に取り組む活動である「１学校１運動」など、体育・保健体育の授業以外の子どもたちの

運動機会を拡充する取組を進めます。 

○ 子どもたちが日常的に運動に親しむことができるよう、体育館の開放など、学校体育施

設等の有効活用を推進するとともに、適切な維持管理を行います。 

② 教職員の指導力向上による体育授業の充実 

○ 子どもたちが楽しさや喜びを味わいながら体を動かし、運動が好きになり、自ら進んで

運動する習慣を身につけるとともに、発達段階に応じて体力や技能を養うことができる

よう、ＩＣＴも効果的に活用しつつ、体育・保健体育の授業を工夫・改善する取組を進めま

す。 

○ 体育・保健体育の授業の工夫・改善に取り組んでいくため、魅力ある授業づくりに向け

た研修会を実施するなど、教職員の指導力向上を図ります。 

③ 運動部活動改革の推進 

○ 各学校の取組状況について、「学校体育・部活動実態調査」等をとおして把握し、課題

となっている点について、「三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針」

をふまえて改善します。また、中学校においては、各学校の適切な部活動運営に向けて、

市町等教育委員会と連携し、毎年度その運営を検証しながら、運営方針を見直すなどの

改善を図ります。 

○ 短時間で効率的・効果的な部活動指導を行えるよう、部活動顧問や部活動指導員等

が具体的な技術指導等を学ぶ研修会を実施します。 

○ 部活動における子どもたちに対する専門的な指導を充実するとともに、教職員の負担

軽減を図るため、部活動指導員等の配置を進めます。 

○ 子どもたちがスポーツに継続して親しむことができる機会を確保するため、地域の実情

に応じた適切な支援により、各市町が抱える課題の解決を図り、中学校における休日の

部活動の段階的な地域連携・地域移行を推進します。 
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○ 中学校における休日の部活動の地域連携・地域移行を進めるため、運営団体や実施

主体となるスポーツ団体等への協力依頼や指導者養成のための研修の実施などによ

り、地域クラブ活動の指導者の不足や質の向上に対応する取組を進めます。 

○ 部活動の実施にあたっては、子どもたちの心身の健康管理（スポーツ障害・外傷の予

防、バランスのとれた学校生活への配慮等も含む。）を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶

する取組を進めます。 

④ 学校体育・運動部活動における事故防止 

○ 熱中症を予防するため、各学校において、暑さ指数（ＷＢＧＴ）に応じた運動や行動の

指針等を整備し、指針に基づいた状況判断や対応を進めます。また、学校関係者が熱中

症の事故防止に必要な対応への理解を深めることができるよう取り組みます。 

○ 事故防止に向け、子どもたち個々の運動能力や体力の実態・適性、興味・関心に応じ

て、適切な指導計画を立てることができるよう、教職員の指導力向上に取り組みます。 

○ 公益財団法人日本中学校体育連盟や公益財団法人全国高等学校体育連盟等の学校

体育関係団体と連携し、各種大会における事故防止に向けた運営の改善や注意事項の

啓発・周知の徹底に取り組みます。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

運動する時間を自ら確保している子どもたち

の割合 ※１ 

小学生 

３７．８% 

中学生 

７２．７% 

小学生 

45.3% 

中学生 

78.4% 

運動部活動の地域連携・地域移行に取り組

んでいる中学校の割合 ※２ 
５１.0％ 100％ 

※１ 「学校の体育・保健体育の授業以外で、運動（体を動かす遊びを含む。）やスポーツを合計で１日お

よそどれくらいしていますか」という質問に対して、１週間の総運動時間が７時間以上と回答した公

立小中学生の割合（スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」） 

※２ 運動部活動について、地域連携・休日の地域移行に取り組んでいる公立中学校の割合（三重県教

育委員会調べ） 
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基本施策２ 未来を創造し社会の担い手となる力の育成 

（１）キャリア教育の推進 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、進路を決定する能力

や態度、人間関係を築く力など、将来の社会的・職業的自立に必要な資質・能力を身につ

けています。 

 

現状と課題  

① ＡＩやロボットの発達による特定の職種における雇用の減少など、社会構造や雇用環境

が大きく、また急速に変化することが予測される中、子どもたちが社会貢献意識や自己

実現に向けたキャリア意識を持って、主体的に進路を選択することができるよう、子ども

たちの発達段階に応じて地域や関係機関等と連携を図りながら、学校の教育活動全体

をとおした、組織的かつ計画的なキャリア教育を推進する必要があります。 

② 県立高等学校卒業者の就職状況は、近年、３月末時点で内定率99.5%以上と高い水

準で推移している一方で、目的意識がなく、今後の見通しもないまま卒業していく者も

います。全ての子どもたちが社会的な課題を多面的・多角的にとらえ、将来を見通した上

で進路を決定できるよう、支援を進める必要があります。 

③ 少子化の進行や高等学校卒業後に大学等へ進学する者の割合の増加により、地域産

業の担い手が不足する傾向にあります。また、コロナ禍により就業体験活動等の機会が

減少し、進路を考える上での体験活動の重要性が再認識されたところです。これらのこ

とから、将来の地域社会の担い手を育成できるよう、地域と連携した体験活動の充実を

図る必要があります。 

④ 子どもたちが、多様な選択肢の中から進路を決定する力や、人間関係を築く力を身に

つけられるよう、関係機関等の協力を得て、専門的な知識や技能の習得に向けた取組を

進める必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① 学校の教育活動全体をとおした組織的かつ計画的なキャリア教育の推進 

○ 社会的・職業的自立に向けて、育みたい資質・能力を明確化し、それぞれの発達段階

に応じた目標を達成できるよう、各学校が策定するキャリア教育全体計画に基づき、体

系的なキャリア教育を進めます。 

 

施 策 名 
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○ 子どもたちが、働くことや将来の自己実現に係る考え方の積み重ねと振り返りをとおし

て、自己のキャリア形成に生かしていくことができるよう、小中高等学校の12年間の活動

を記録する「キャリア・パスポート39」を活用した学習を進めます。 

〇 全ての子どもたちが学校での学習と自分の将来との関係に意義を見いだして意欲を

持って学び、可能性を最大限に発揮できるよう、各学校において社会で活躍している人

を招へいするなど、子どもたちのキャリア発達を促す取組を推進します。また、教職員を

対象として、県内外の先進的な事例等について学ぶことができる研修会を開催します。 

② 全ての子どもたちの進路実現に向けた支援の充実 

○ 高等学校において、人との関わり方などの面で支援が必要な生徒や、人間関係を構築

することに苦手意識のある生徒が、将来の社会生活や職業生活で他者と協力・協働でき

るよう、各地域の就労支援機関等との連携を深め、具体的な就職支援に取り組みます。 

〇 高等学校において、働くことに不安を持つ生徒に対し、就労支援機関等と連携した進

路相談やソーシャルスキルトレーニング40の機会を入学後の早い段階から充実させると

ともに、働き方についての理解を深め、働くことへの自信を持つことができるよう、企業

等における実習の機会の充実を図ります。 

○ 外国につながる子どもたちが将来を見通して主体的に進路を選択できるよう、日本で

の働き方や上級学校への進学について理解を深める機会の充実を図ります。 

○ 特別支援学校に在籍する子どもたちが、自己選択・自己決定できる力を高め、地域で

いきいきと暮らしていけるよう、一人ひとりの状況や発達段階に応じたキャリア教育を進

めるとともに、地域生活への円滑な移行を支援します。 

○ 中学校では、小学校でのさまざまな教育活動により身につけてきた能力や態度を土台

として、社会体験や職場体験などを通じ、社会と自己の関わりやこれからの生き方につ

いて考え、将来の夢や職業を思い描くことで、卒業後の進路について、主体的な選択・決

定ができるようキャリア教育の充実を図ります。 

○ 高等学校において、入学後の早い段階からのキャリア教育や、生徒一人ひとりの就職

支援に加え、卒業生の職場定着が図られるよう、企業等の人事部門の担当や労働行政

での業務等の就職に係る専門的な経験を持つ人材による恒常的な支援を進めます。 

〇 高等学校において、将来進学を希望する生徒が上級学校での学びを体験し、主体的

な進路選択につながるよう、大学での講義や実習を体験する機会や、大学等の専門的

な研究機関と連携した課題研究等の取組を進めます。 

 

                                                   
39 小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、子どもたちが学級活動および

ホームルーム活動を中心として、各教科を通じ、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り

返ったりしながら自己評価できるように蓄積された記録。 
40 社会の中で他者と交わり、共に生活していくために必要な能力を身につけるための訓練。 
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③ 地域と連携した体験活動や校種を越えた学びの充実 

○ 小中学校において、子どもたちが、地域に根づく企業等で活躍する人から提案された

課題について考えたり調査したりして、自ら解決方法を考えるとともに、いきいきと活動

する大人の魅力を感じ取る学習を進め、その成果を普及します。また、高校生が地域の

産業や職業を体感する場として、経済団体や労働行政機関、地元企業等と連携した説

明会、職場見学や就業体験活動の機会の充実を図ります。 

○ 業種や職種、地域の魅力ある産業や企業の紹介、就業体験活動の受入れ情報等を閲

覧できる職業に関するWebサイトを活用し、各高等学校における対面・体験型の活動の

機会を充実させるとともに、生徒の将来の希望に沿った個別最適なインターンシップ41の

機会を提供します。 

○ 高校生が日頃学んできたことや学問の楽しさを小中学生に伝える機会として、科学体

験講座を開催したり、高校生による小中学校での出前講座を実施したりするなどして、

小中学生が高等学校での学習を体験できる場の充実を図ります。 

④ 職業教育の充実 

○ インターンシップやデュアルシステム42の内容を充実するなど、勤労観・職業観、コミュ

ニケーション能力を高める取組や、労働者の権利・義務等の理解を深めるとともに、法令

遵守の精神や倫理観を高める取組を推進します。 

○ 地域で活躍する経営者の講演や職業人による技術指導等をとおして、職業人としての

あり方や生き方を学ぶ機会を拡充するとともに、資格取得や競技会等へ挑戦する取組

を推進します。 

○ 高等学校では、６次産業化43に係る学習や同じ分野を学ぶ生徒同士による活動等の学

校・学科の枠を越えた取組や、産業界や高等教育機関との連携によるAIやデータ分析

等の先端技術に係る学びを推進します。また、良質な農作物を安定的に生産する研究や

高品質な工業製品の製造、科学的な根拠に基づいた商品開発など、実践的な学びを推

進します。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
41 事業所等において、生徒・学生を対象に実施する短期間の就業体験。 
42 学校における教育と企業における実習等を組み合わせることにより、子どもたちを高い専門性を身

につけた職業人に育てる実践的な教育・職業能力開発の仕組み。 
43 農林水産物の生産（１次産業）だけでなく、加工（２次産業）や流通・販売（３次産業）を含めた一体的

な取組を進めること。 



 

 82 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

目標を持って学習や活動に取り組んでいる

子どもたちの割合 ※１ 

小学生 

90.２％ 

中学生 

9２.０％ 

高校生 

7１.０％ 

小学生 

100％ 

中学生 

100％ 

高校生 

８５．１％ 

学校外の活動に自ら参加し、将来の進路を考

えることにつなげている高校生の割合 ※２ 
８２．８% 100% 

※１ 「目標の達成をめざして、学習や活動ができていますか」という質問に対して、肯定的な回答をした

公立小中学生および県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ） 

※２ 地域・社会、企業、大学等が実施する取組や活動、インターンシップ等への参加を通じて、将来の

進路について考えることにつなげている県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策２ 未来を創造し社会の担い手となる力の育成 

（２）グローカル教育の推進 

 

め ざ す 姿  

子どもたちが、グローバルな視野と志を持ちながら、自ら定めた目標に向けて挑戦しよう

とする意欲を高め、地域にあっても、世界にあっても活躍できる力を身につけています。 

 

現状と課題  

① グローバル化が進展し、国際的な課題が地域にも複雑に影響を及ぼしています。世界

を舞台に、国際的なルール形成をリードしたり、社会的な課題解決に参画したりするグ

ローバル・リーダーや、グローバルな視点を持って地域社会の活性化を担う人材の育成

を進めていく必要があるため、国際的な交流活動や地域と連携した取組を産学官で推

進する必要があります。 

② 高校生が、日本や海外の言語や文化を理解し、日本への愛着や誇りを持ちつつ、グ

ローバルな視野で活躍するための資質・能力を身につけるため、コロナ禍で減少した海

外留学や国際的な交流活動を推進するとともに、外国語教育、国際理解教育等の充実

を図る必要があります。 

③ 令和２（2020）年度から小学校において３・４年生で外国語活動、５・６年生で外国語

科が実施されており、英語教育に係る教職員の指導力の向上や、小中高等学校の10年

間を見通した系統的な英語教育の確立に取り組む必要があります。 

④ 少子高齢化、過疎化の進行に伴う人口減少により、地域の活力の低下が懸念されてい

ます。地域が持続的に発展していくためには、その地域への愛着・誇りを持ち、経済的に

自立し、地域の課題解決に主体的に参加する人材を育成することが必要です。小中高

等学校における探究的な活動、キャリア教育等を通じ、「包容力」や「多様性」といった県

民が持つ特質や優位性を生かした、三重に根ざした教育活動を進める必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① グローバル社会で活躍できる人材の育成 

○ 海外研修、各種コンテスト、探究的な活動の成果報告会への参加等をとおして、グロー

バルな視野を持ちながら、自ら定めた目標に向かって挑戦しようとする意欲の醸成に取

り組みます。 

 

 

施 策 名 
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○ 身近な地域や地球規模の課題をテーマとした学習やディスカッション、オンラインも含

めた海外との交流等をとおして、グローバルな視野を広げるとともに、論理的・科学的思

考力や探究心等を育みます。 

○ 高等学校においては、海外の高校生等との国際的な交流活動により、国境を越えた地

球規模の視野と身近な地域の視点で、さまざまな問題を多面的・多角的にとらえながら、

異文化への理解を深め、多様性を尊重する態度を育み、価値観の異なる多様な人びと

と協働していく力を育成します。 

② 多文化共生の考え方に基づく教育の推進 

○ 子どもたちが、互いの国・地域の食文化や伝統行事等を紹介し合ったり、地域に暮らす

外国人や外国語指導助手（ＡＬＴ）、国際交流員（ＣＩＲ）等と交流したりする取組などを推

進するとともに、ＮＧＯ・ＮＰＯ等のさまざまな機関と連携し、子どもたちが多様な生き方、

価値観、文化等に触れる機会を創出します。 

○ 高等学校においては、自ら考え判断し行動する力、他者と共に成長しながら新しい社

会を創造する力、外国語で積極的にコミュニケーションを図る語学力を育むため、企業

等との協働も取り入れながら、海外留学や海外インターンシップ、姉妹校提携による学

校間交流、ホームステイをとおした国際交流等を推進するとともに、英語によるディス

カッションやディベート等を行う機会の創出に取り組みます。 

○ 高等学校においては、国際交流や国際理解教育を推進するキーパーソンとなる教職員

を対象とした研修を実施します。 

③ 英語教育の推進 

○ 「英語教育実施状況調査」の結果等をふまえ、子どもたちが「聞くこと」、「読むこと」、

「話すこと（やり取り・発表）」、「書くこと」をバランスよく統合させた英語コミュニケーショ

ン力を高める授業改善を一層推進します。 

○ 英語での発信力の向上を図るため、１人１台端末を用いたパフォーマンステストの実施

など、ICTを活用した取組を推進します。 

○ 小中高等学校の教員による校種を越えた授業見学や意見交換など、「三重県英語教

育改善プラン」における小中高連携の取組を県内各地域に普及することで、小中高等学

校の10年間を見通した系統的な英語教育を実現できるよう取り組みます。 

○ 全ての子どもたちが、英語に親しみ、発達段階に応じた英語力を身につけられるよう、

英語教育に携わる教員の英語運用力・実践的指導力の向上を図る研修を実施します。 
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④ 郷土教育の推進 

○ 子どもたちが、郷土三重への理解を深め、愛着や誇りを持って語ったり、社会や地域の

成長・発展に貢献しようとする思いや考えを深めたりすることができるよう、地域の豊か

な文化や歴史、伝統行事などに関する郷土教育を推進します。 

○ 将来、社会に貢献しようとする「志」を育成するため、子どもたちが地域や社会の課題

等について、学校の枠を越えて議論したり、高校生が同じ地域の小中学生と活動したり

するなど、主体的に活動し、学び合う取組を推進します。 

○ 子どもたちが、将来地域で活躍する意欲と態度を身につけることができるよう、地域の

産業に関する学習や地域で活躍する人びとから学ぶ取組など、地域と連携した郷土教

育を推進します。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

国際的視野や論理的・科学的思考力、探究

心を育む取組に参加した子どもたちの数 
※１ 

中学生 

898人 

高校生 

２４５人 

中学生 

1,600人 

高校生 

3２0人 

地域や社会をよくするために何かしてみたい

と考える子どもたちの割合 ※２ 

小学生 

７７．９％ 

中学生 

68.8％ 

小学生 

80.0％ 

中学生 

70.0％ 

※１ 国際的視野を広げ、多様な価値観を理解したり、論理的・科学的思考力、探究心を育んだりするた

めに県が実施する取組に参加した公立中学生および県立高校生の数（三重県教育委員会調べ） 

※２ 「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思いますか」という質問に対して、肯定的な回答を

した公立小中学生の割合（文部科学省「全国学力・学習状況調査」） 
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基本施策２ 未来を創造し社会の担い手となる力の育成 

（３）新たな価値を創り出す力の育成 

 

め ざ す 姿  

複雑化・困難化する社会課題の解決や持続的な社会の発展に向け、子どもたちが生涯

をとおして主体的に学びに向かう姿勢や、新たな発想、先端技術等により新たな価値を創

り出す力を身につけています。 

 

現状と課題  

① コロナ禍の学びを保障する手段としての遠隔・オンライン教育が注目されるとともに、対

面指導や子ども同士による学び合い、地域社会での体験活動など、リアルな体験を通じ

て学ぶことの重要性が再認識されました。デジタルかアナログか、遠隔・オンラインか対

面・オフラインか対立的にとらえるのではなく、どちらのよさも適切に組み合わせた教育

活動を進める必要があります。 

② 今後訪れる社会は、これまでの延長線上を大きく超えた劇的な変化が訪れることが予

想されています。その中で、人間らしく豊かに生きていくためには、他者と共に社会活動

等に参画していくコミュニケーション力や、答えが一つでない課題を解決する力が必要

なことから、探究的な学びの充実に向けた取組を進める必要があります。 

③ 人間ならではの考え方で実社会の課題等の解決をめざし、新たな価値を創造できる資

質・能力を育成するため、大学や企業など、関係機関の協力を得て、スマート農業やＡＩ、

ロボティクス44、データサイエンス45など、先端技術を積極的に活用した取組を進める必

要があります。 

④ 子どもたち一人ひとりの興味や関心、発達や学習の課題等をふまえ、それぞれの個性

に応じた学びを引き出し、一人ひとりの資質・能力を高めていくことが重要であり、各学

校が行う進路指導や生徒指導、学習指導等についても、子どもたち一人ひとりの発達を

支え、資質・能力を育成するという観点からその意義をとらえた指導を進める必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
44 工学の一分野。制御工学を中心に、センサー技術・機械機構学などを総合して、ロボットの設計・製

作および運転に関する研究を行う。ロボット工学。 
45 データの分析についての学問分野。主に大量のデータから、何らかの意味のある情報、法則、関連

性などを導き出すこと、またはその処理の手法に関する学問。 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 自律した学習者の礎づくり 

○ GIGAスクール構想46により、１人１台端末環境と通信ネットワーク環境が整備されたこ

とを最大限に生かし、端末を日常的に活用するとともに、これまでの実践とICTとを最適

に組み合わせることで、子どもたちの多様な能力・適性、興味・関心等に応じた学びの実

現に向けた取組を進めます。 

〇 小中学校においては、各教科等におけるさまざまな学習活動をとおして、人びとの生活

を便利で豊かなものにしているプログラミングの働きやよさについて気づきを促すととも

に、ICT機器等を用いて問題を見いだして解決策を考える力や情報手段を適切に活用

する力を育成します。 

○ 自ら定める目標に向けて必要な学習内容や方法を決定し、学習状況等を振り返りなが

ら、必要に応じて改善を行い、学び続けていく「自律した学習者」の育成を推進します。

子どもたちが生涯にわたり、能動的に学ぶ姿勢を身につけることができるよう、学ぶ意義

や目的についての理解を促すとともに、自分なりの学び方を工夫できる力を育むための

教育を進めます。 

〇 人生観の礎を築き、論理的に物事を考える土台となる力を養うため、読書や体験活動

等を通じて、歴史や文学、科学、芸術など、さまざまな分野への関心を高め、幅広い視野

や知識を統合して考える力を育む教育を推進します。また、学校図書館を「読書セン

ター」のみならず、生徒の自発的・主体的な探究活動を支援する「学習・情報センター」と

しての機能をより果たすための体制づくりや環境整備を推進します。 

② 探究活動、ＳＴＥＡＭ教育等の推進 

○ 身近な地域や世界規模の課題を設定しその解決に向け深く考察し行動する探究活動

や、多様な考え方を持つ仲間との学びや個々の教科の学びを基礎として教科横断的な

学びを行うＳＴＥＡＭ教育、地域の産業や特色を題材にした地域課題解決型学習を推進

するとともに、取組の前後に、資質・能力がどのように変化したかを把握し、取組の改善

につなげます。（再掲） 

○ 高等学校においては、将来、国際舞台で活躍できる科学技術系人材を育成するため、

企業や高等教育機関、研究機関等の知見も取り入れながら、スーパーサイエンスハイス

クール指定校47等を中心に、先進的な科学技術、理科・数学教育を通じて、生徒の個性

と能力を一層伸ばしていく教育に取り組みます。 

                                                   
46 １人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、誰一人取り残されること

なく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現する計画。 
47 文部科学省からの指定を受け、先進的な理数系教育を実施する高等学校。 
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○ 高等学校においては、各学校の探究的な学習の成果を集めた発表会「みえ探究フォー

ラム」や、探究的な学習の指導方法や評価方法等について実践研究に取り組む「探究コ

ンソーシアム」を開催することで、本県における課題研究の質の向上を図ります。 

③ 急激に進化する先端技術や社会の変化等に対応した取組の推進 

○ これからの社会において、次代を担う子どもたちがデジタル社会で活躍できるよう、学

習における問題の発見・解決等に、１人１台端末などのICT機器を適切かつ効果的に活

用する学びを小中高等学校等の発達段階に応じて推進します。 

○ 「みえのデジタル社会の形成に向けた戦略推進計画」を受け、デジタル社会に必要な

AIやデータ分析等に関する知識·技術を習得するとともに、技術革新等により進化する

社会·産業界等が求める力を身につける学びを推進します。 

○ 新しい技術の開発や時代の変化に対応したサービスを基軸として事業を展開する企

業の経営者等を招へいし、考え方や具体的な取組等を学ぶ機会を創出するとともに、新

たなビジネスの立ち上げや既存のビジネスを拡大できるよう、企画力やマネジメント力、

発信力を備えた起業家マインドを醸成する取組を推進します。 

○ 生成ＡＩ48が急速に普及する中、そのリスク等に十分な対策を講じた上で、子どもたち

の発達の段階や実態をふまえ、情報活用能力の一部として生成ＡＩの仕組みの理解や生

成ＡＩを学びに生かす力を段階的に高めます。 

④ 一人ひとりに最適で効果的な学び（公正な個別最適化学習）の推進 

○ 子どもたち一人ひとりの資質・能力を高めるため、ＩＣＴを効果的に活用した授業を実践

するとともに、高い専門性を備えた人材を育成するため、国内外で活動している専門的

な知見を有する有識者や高等教育機関等と連携した取組を実施します。 

○ 突出した意欲・能力を有する子どもたちの能力を大きく伸ばすため、大学・民間団体等

と連携した学校外での学びの機会の提供や、国際科学技術コンテスト強化講座等の実

施など、子どもたちが切磋琢磨し、能力を伸長する機会の充実を図ります。 

 

 

  

                                                   
48 学習データをもとに自動で文章や画像等を生成できる AI。 
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ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

困難だと思うことでも、前向きに考えて挑戦

している高校生の割合 ※１ 
76.０% 8４.８% 

実社会での問題発見・解決に生かしていくた

めの教科横断的な学習活動を行った高等学

校の数 ※２ 

３８校 ５６校 

※１ 「困難だと思うことでも、前向きに考えて挑戦していますか」という質問に対して、肯定的な回答を

した県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ） 

※２ 科学、技術、工学、リベラルアーツ・教養、数学等における見方・考え方を総合的・統合的に働かせ

て、問題を発見し、解決する教科横断的な学習活動を行った県立高等学校の数（三重県教育委員

会調べ） 
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基本施策２ 未来を創造し社会の担い手となる力の育成 

（４）主体的に社会を形成する力の育成 

 

め ざ す 姿  

変化が激しく予測困難なこれからの社会において、子どもたちが変化をしなやかに前向

きに受け止めて、社会の一員としての自覚と責任を持ち、主体的に社会の形成に参画する

態度を身につけています。 

 

現状と課題  

① 我が国の若者は、社会の形成に主体的に参画する意識が低いことが指摘されていま

す。選挙権年齢や成年年齢が１８歳に引き下げられたことをふまえ、発達段階に応じて早

い段階から、主権者の一人としての自覚を深め、主体的に社会を形成していこうとする

態度を育みます。また、社会の持続的な発展を生み出す人材を育成するため、合意形成

を経て、自らルールや仕組みを作ることができることを実感できるよう、学級活動やホー

ムルーム活動、児童会・生徒会活動等において、自分たちの学校生活の向上に向けて話

し合う活動等を充実させる必要があります。 

② 高等学校では、成年年齢が１８歳に引き下げられ、契約の重要性および消費者保護の

仕組みを含む消費者教育に関する内容を、高等学校１・２年生のうちに学習することと

なっています。消費者庁作成の教材「社会への扉」を活用した学習や、専門家による金融

取引の基礎や消費者被害の未然防止に関する学習等にも取り組んでおり、生徒の実態

に応じた消費者教育のさらなる充実が求められています。 

③ ＳＤＧｓ49の目標実現や脱炭素化の取組が進められる中、持続可能な未来の社会を主

体的に創造する力を育むことができるよう、デジタルやグリーン（脱炭素等）など、これか

らの社会における価値創造にとって重要な成長分野における人材育成につながる取組

を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
49 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）。平成 27（2015）年 9月の国連

サミットで採択された 2030アジェンダにおける 2030年までに達成すべき国際社会全体の開発

目標。 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 主権者教育の推進 

○ 子どもたちの発達段階に応じた一貫性のある主権者教育を推進できるよう校種を越え

て連携を深めます。小中学校においては、社会科を中心に、地域や社会にある課題や我

が国の政治の働きについて関心を持ち、多角的に考えたり、話し合ったりする授業づくり

を推進します。高等学校においては、「公共」の授業を中心に、現代の諸課題の解決に向

けて自分の意見や考えを伝え合い、協働してよりよい社会を形成しようとする力を養い

ます。 

○ 学校生活や社会をよりよくするためのルールや課題解決策を、自分たちで考え、話し合

うことで、社会参画意識を高めるとともに、自分の力で現実の社会的な問題を解決でき

るという主権者としての感覚を育みます。 

○ 関係する諸機関や地域の人材を積極的に活用し、議会等と連携して地域の課題につ

いて話し合ったり、税務署等と連携して租税や財政について学んだりする取組や、選挙

管理委員会等と連携した模擬選挙など、主権者としての意識を高める取組を推進しま

す。 

② 消費者教育の推進 

○ 消費生活に関する正しい知識の習得および倫理的消費（エシカル消費50）など、持続可

能な消費行動についての理解の促進に向けた消費者教育を推進し、子どもたちが協働

し、よりよい社会を形成しようとする力を育成します。 

〇 18歳から一人で有効な契約を締結することができるようになる一方、保護者の同意を

得ずに締結した契約を取り消すことができる年齢が18歳未満までとなることから、金融

に関する知識と判断力（金融リテラシー）を身につけるなど、自主的かつ合理的に社会の

一員として行動する自立した消費者を育成するとともに、消費者被害の防止・救済を図

るため、消費者教育のさらなる充実に向けて取り組みます。 

③ 持続可能な開発のための教育（ESD）の推進 

○ SDGsの実現に貢献するESD（Education for Sustainable Development）を

推進します。現代社会における地球規模の諸課題を自らに関わる問題として主体的にと

らえ、その解決に向けて自分で考え、行動する力を育むとともに、新たな価値観や行動

等の変容を生み出します。 

 

 

                                                   
50 消費者それぞれが、各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業

者を応援したりしながら、消費活動を行うこと。 



 

 93 

〇 脱炭素社会の実現に向けては、国民一人ひとりのライフスタイルを脱炭素型へと転換し

ていくことが重要となっています。子どもたちが、地球環境問題を自分ごととしてとらえ、

環境を守るための行動をとることができるよう、持続可能な社会の創り手を育む教育の

さらなる推進を図ります。 

○ 小中学校において、持続可能な社会の創り手となることが期待される子どもたちに対し

て、学習指導要領に基づいて各教科、道徳科、総合的な学習の時間などを通じて、ESD

を進めます。また、持続可能な社会づくりへの意欲等を高めるため、体験活動等をとおし

て、地域の自然や歴史、文化、産業などの学びを深めます。 

○ 高等学校においては、地域や大学・企業等との連携も取り入れ、持続可能な社会の創

り手を育むため、STEAM教育や教科横断的な課題解決型の学びを推進します。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

地域や社会をよくするために、社会の形成者

として権利を行使し責任を果たそうと考える

高校生の割合 ※ 

６３．９% 82.1% 

※ 「社会の一員として権利を行使し、義務と責任を果たそうと考えていますか」、「地域や社会をよくす

るために何をすべきかを考えることがありますか」という質問に対して、肯定的な回答をした県立高

校生の割合（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策３ 特別支援教育の推進 

（１）一人ひとりに応じた切れ目のない教育の推進 

 

め ざ す 姿  

インクルーシブ教育システムの理念をふまえ、特別な支援を必要とする子どもたちが、一

人ひとりのニーズに応じた学びの場において、持てる力や可能性を伸ばし、自立と社会参

画のために必要な力を身につけています。また、障がいの有無に関わらず、子どもたちが互

いに交流し、理解・尊重し合いながら生きていく態度を身につけています。 

 

現状と課題  

① 発達障がいを含む特別な支援を必要とする子どもたちの数は増加しており、一人ひと

りの教育的ニーズに的確に応え、子どもたちが自立と社会参画に必要な力を身につけら

れるよう、早期からの一貫した指導・支援を行うとともに、通常の学級、通級による指導、

特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場における指導・支

援の充実を図る必要があります。 

② 特別な支援を必要とする子どもたちが、進学等による環境の変化に左右されることなく

安心して学ぶことができるよう、支援情報が切れ目なく引き継がれ、継続した支援を受

けることができる体制の整備が必要です。 

③ 特別な支援を必要とする子どもたちはどの学校にも在籍していることから、全ての教職

員が特別支援教育に関する知識・技能を身につけ、専門性を高める必要があります。 

④ 共生社会の実現に向けて、障がいの有無に関わらず、子どもたちが互いに理解を深

め、尊重し合いながら生活していく態度を身につける必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① 一人ひとりに応じた指導・支援の充実 

○ 通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といったそれぞれの学び

の場において、「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」に基づき、障がいの状態に

応じたきめ細かな指導・支援を進めるとともに、一人ひとりに必要な合理的配慮を提供し

ます。 

 

 

施 策 名 
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○ 特別な支援を必要とする子どもを含む全ての子どもたちが、通常の学級で安心して学

習することができるよう、授業のユニバーサルデザイン化51を進めるとともに、共に学ぶ

ことをとおして互いを理解し、支え合う関係を築くことができる学級づくりを進めます。 

○ 特別な支援を必要とする子どもたちが、小中学校・高等学校の通常の学級で学べるよ

う、通級による指導を担当する教員を対象として年間を通じた研修を実施するなど、専

門性の向上に取り組みます。また、発達障がい支援について、高度な専門性を身につけ

るための研修を実施するなど、地域で中心となる教員を養成し、発達障がい支援の経験

が少ない教員等への支援体制の充実を図ります。 

○ 特別支援学校のセンター的機能として、特別支援教育コーディネーター等が、小中学

校・高等学校等への教育相談や研修会等を実施し、教職員の特別支援教育に関する専

門性の向上に取り組みます。 

○ かがやき特別支援学校は、子ども心身発達医療センターと連携し、発達障がいに関す

るセンター的機能の中核となる学校として、より専門性の高い支援を行います。 

○ 高等学校では、特別な支援を必要とする生徒について中学校からの支援情報を確実

に引き継ぐとともに、発達障がい支援員52などからの助言を受けながら、個別のニーズに

応じた支援を行います。また、通級による指導を実施する高等学校の拡充に向けた取組

を進めます。 

○ 特別な支援を必要とする子どもたちが、新しい時代に活躍できる技能や力を身につけ

ることができるよう、障がいの状態や一人ひとりのニーズに応じて、点字プリンターや発

話を文字変換するソフトなどＩＣＴの活用を図り、指導の効果を高めます。また、長期入院

中の子どもたちに対して、在籍校等からオンラインによる授業配信を行うなど、教育機会

の確保を図ります。 

② 切れ目ない支援体制の充実 

○ 幼児期から学齢期・社会参画に至るまで、「パーソナルファイル53」を活用して必要な支

援情報を円滑かつ確実に引き継ぐことで、きめ細かな指導・支援を進めます。 

 

                                                   
51 教室環境の工夫、板書等のルールの明確化・共通化、視覚的な支援、生徒への質問や教職員から

の説明の工夫等、誰にでもわかりやすく､安心して参加できる教育環境を意識した授業や指導方法

のこと。 
52 県内の高等学校における特別支援教育の推進のため、校内研修会の講師、実態把握および心理検

査の実施と指導に関する助言、本人および保護者との面談、「個別の教育支援計画」・「個別の指導

計画」の作成支援などを行う専門的な知識や経験を持った職員。 
53 本人および保護者が必要な支援情報を記入して作成し、学校や医療、保健、福祉、労働等の関係機

関から提供を受けた情報（個別の教育支援計画、個別の指導計画、母子手帳、お薬手帳等）を綴じ

込んでいくファイル。学校と保護者が支援情報を共有するとともに、進路先等と支援情報を共有する

ことで円滑かつ確実な引継ぎに活用します。 
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○ 就学前から小学校等への支援情報の引継ぎについて、「ＣＬＭ(Ｃｈｅｃｋ Ｌｉｓｔ ｉｎ Ｍｉｅ)

と個別の指導計画54」等を有効に活用し、早期からの適切な支援を行うことができるよう

取り組みます。 

○ 本人や保護者が就学先となる学びの場を適切に選択することができるよう、丁寧に情

報を提供したり、相談に対応したりするなど、市町等教育委員会と連携した就学支援を

行います。 

○ 小中学校等に勤務する看護師に対して、特別支援学校での医療的ケア55に関する取

組や事例を検討する研修会への参加を働きかける取組などにより、医療的ケアを必要と

する子どもたちの安全・安心を高めます。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

特別支援教育に関する高い専門性を生かし

た指導・支援を行った高等学校の割合 ※１ 
８２．５％ 

（Ｒ４） 

１００％ 

通級による指導を担当する教職員に対する

研修の受講者数 ※２ 
６０人 180人 

※１ 特別な支援を必要とする生徒が在籍する県立高等学校のうち、発達障がい支援員または特別支

援学校のコーディネーター等による相談・支援を複数回活用し、指導・支援を行った学校の割合（三

重県教育委員会調べ） 

※２ 通級による指導を担当する教職員等の専門性の向上を図るために、大学と連携して、年に 12 回

以上の研修を受講した教職員の数（累計）（三重県教育委員会調べ） 

  

                                                   
54 三重県立子ども心身発達医療センターで開発された、子どもの育ちを見極め、適切な支援を行うた

めのツール。 
55 学校や在宅等の日常生活で必要なたんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医療行為

のこと。 
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基本施策３ 特別支援教育の推進 

（２）特別支援学校における自立と社会参画に向けた教育の推進 

 

め ざ す 姿  

特別支援学校に在籍する子どもたちが、一人ひとりのニーズに応じた指導・支援により、

自立と社会参画のために必要な力を身につけ、卒業後も地域の中で豊かに自分らしく生

活しています。また、特別支援学校に在籍する子どもたちと地域の小中学校等に在籍する

子どもたちが、交流および共同学習を通じて共に学ぶことにより、互いに理解を深め、尊重

する態度を身につけています。 

 

現状と課題  

① 特別支援学校において、障がいのある子どもたちが、卒業後も必要に応じて支援を求

めたり、支援を受けたりしながら、自分でやりたいことを選択したり決定したりするなど、

主体的に生活していけるよう、組織的・計画的なキャリア教育の推進が必要です。 

② 特別支援学校に在籍する日常的に医療的ケアを必要とする子どもたちが、保護者の付

き添いがなくても安全・安心に学校で学び続けることができるよう、人工呼吸器の管理

等の高度な医療的ケアへの対応も含め、学校における医療的ケアに関する体制の整備

を進める必要があります。 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、特別支援学校と地域の小中学校等との交流

および共同学習が制限されました。こうした中、子どもたちが、障がいの有無に関わら

ず、経験を深め、社会性や豊かな人間性を身につけるとともに、互いを尊重し合う大切さ

を学ぶ機会として、近隣の学校や子どもたちの居住地域の学校との交流および共同学

習をさらに進めることが必要です。 

④ 特別支援学校への通学に時間を要する子どもたちが、可能な限り居住地に近い特別

支援学校で学べるようにすることが求められています。また、特別支援学校に在籍する

子どもの数の増加による施設の狭隘化や、老朽化に対応する必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① 計画的・組織的なキャリア教育の推進 

○ 特別支援学校において、一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな指導を一層充実させ

るため、授業改善に向けた授業研究など、指導力の向上を図るとともに、子どもたちを支

えるツールとしてＩＣＴを活用するなど、子どもたちの自立と社会参画につなげる取組を

進めます。 

施 策 名 
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○ 特別支援学校に在籍する子どもたちが、自己選択・自己決定できる力を高め、地域で

いきいきと暮らしていけるよう、一人ひとりの状況や発達段階に応じたキャリア教育を進

めるとともに、地域生活への円滑な移行を支援します。（再掲） 

○ 特別支援学校高等部では、自分に合った職場を見つけ働くための早期からの職場実

習や農福連携56など職域の拡大に取り組みます。また、事業所に通勤・通所する従来の

形態に加えて、ＩＣＴを活用した在宅就労など新しい働き方や技能に対応した就労先の開

拓や就労支援に取り組むとともに、関係機関と連携した定着支援を進めます。 

○ 卒業後の支援の主体を学校から関係機関へ円滑に引き継ぐことができるよう、「個別

の教育支援計画」の活用を図るなど、地域の障がい者就業・生活支援センター等と連携

した取組を進めます。 

② 安全・安心に健康な生活を送るための取組 

○ 特別支援学校において、ガイドラインに沿った医療的ケアを実施するとともに、医療的

ケア担当者への研修を開催したり、看護師が福祉車両等に同乗する通学支援を行った

りすることにより、医療的ケアを必要とする子どもたちが安全に安心して学びを継続でき

るよう支援します。 

○ 国立病院機構三重病院および三重大学医学部附属病院に入院する子どもたちに、か

がやき特別支援学校からオンラインにより授業を配信するなど、ＩＣＴを活用した指導・支

援を行います。また、訪問教育は、学習場所や時間が限られることから、ＩＣＴの活用によ

り、通学している子どもたちと学び合う機会をつくるなど、遠隔教育の推進に取り組みま

す。 

○ 特別支援学校に在籍する子どもたちが、卒業後もより豊かな生活を送ることができる

よう、関係機関との連携を図り、地域の社会教育施設等の情報を提供するなど、生涯学

習に関する意識を高める取組を進めます。また、ボッチャ等の障がい者スポーツを授業

に取り入れるなど、生涯にわたりスポーツに親しむ習慣を身につけることができるよう取

り組みます。 

③ 交流活動等を通じた特別支援教育の理解啓発 

○ 特別な支援を必要とする子どもたちが、地域社会で自分らしく生活していけるよう、地

域の方々を招いた特別支援学校の見学会の実施や、特別支援学校に在籍する子どもた

ちの文化芸術活動・地域行事への参加などをとおして、周りの子どもたちや保護者、地域

への特別支援教育に係る理解啓発を図ります。 

 

                                                   
56 農林水産業に障がい者が就労することで、農林水産業分野と福祉分野の両方の課題を解決する取

組。 
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○ 障がいの有無に関わらず、互いに理解し尊重し合いながら生活していく態度を身につ

けることができるよう、地域の学校との交流および共同学習をオンライン等も活用しな

がら継続して進めるとともに、地域の小中学校に副次的な籍を置くことについて、市町

等教育委員会と連携し、取組を進めます。 

④ 特別支援学校における学習環境づくり 

○ 特別な支援を必要とする子どもたちが安全に通学できるよう、スクールバスの配備と更

新を計画的に進め、在籍する子どもの数の増加や車両の老朽化への対応に取り組みま

す。 

○ 盲学校および聾学校について、校舎の老朽化対応と、聾学校の津波浸水に係る安全

対策のため、校舎を令和８（2026）年度中に使用開始できるよう、津市城山の県立施設

跡地へ新築移転します。また、盲学校、聾学校、城山特別支援学校の寄宿舎を令和６

（2024）年度に統合します。 

〇 松阪あゆみ特別支援学校の校舎を増築し、在籍する子どもの数の増加への対応を進

めるとともに、令和９（2027）年度から知的障がい部門に加えて、肢体不自由部門を設

置します。玉城わかば学園でも、令和９（2027）年度から知的障がい部門に加えて肢体

不自由部門を設置し、通学時間を短縮します。また、西日野にじ学園など在籍する子ど

もの数が増加している学校については、既存施設の有効活用を図るなど、狭隘化への対

応を進めます。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

特別支援学校高等部の一般企業就職希望

者の就職率 ※１ 
100% 

（R4） 

100% 

特別支援学校における交流および共同学習

の実施回数 ※２ 
756回 

（R4） 

1,100回 

※１ 一般企業への就職を希望している県立特別支援学校高等部の生徒の就職率（就労継続支援Ａ型

事業所を除く。）（三重県教育委員会調べ） 

※２ 県立特別支援学校と小中学校、高等学校等との交流および共同学習を実施した回数（三重県教

育委員会調べ）  
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基本施策４ いじめや暴力のない学びの場づくり 

（１）いじめや暴力をなくす取組の推進 

 

め ざ す 姿  

道徳教育や人権教育の充実、専門人材の積極的な活用によって、子どもたちが主体的

にいじめの防止に向けて行動しています。また、心豊かで安全・安心な社会を創るため、社

会総がかりでいじめや暴力行為の未然防止の取組が一層進んでいます。 

 

現状と課題  

① いじめは、いじめを受けた子どもの心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響

を与えるだけでなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもの

です。このため、平成２５（２０１３）年施行の「いじめ防止対策推進法」や、平成３０     

（２０１８）年施行の「三重県いじめ防止条例」に基づき、いじめをなくすための取組により

注力することが必要です。 

② 全ての子どもたちが、自らの存在を実感しながら、よりよい人間関係を形成し、有意義

で安心した学校生活を送るためには、子どもたち自身がいじめの防止や解決に向けて自

らできることを主体的に考え行動する力を育むことが必要です。 

③ いじめ防止のためには、道徳教育や人権教育の充実や教職員が行ういじめ防止のた

めの授業の実施に加え、専門人材も積極的に活用して、子どもたちの心に響く取組を進

めていくことが大切です。さまざまな立場の専門人材を活用して、子どもたちがいじめに

ついて正しく認識し、行動の変化につなげることができるよう、教育活動全体をとおした

取組を進めることが必要です。 

④ いじめは学校だけの問題ではなく、子どもたちに関わる全ての大人の問題でもありま

す。子どもたちに関わる全ての大人が、学校内外のいじめ防止に取り組み、その取組な

どを県民の皆さんに積極的に情報発信するなど、社会総がかりでいじめ防止に取り組む

ことが必要です。 

⑤ 暴力行為など、子どもたちの行動の背景にはストレスや悩みなど心の問題や、複雑な課

題を抱える家庭がある場合があり、心理や福祉等の専門人材を活用し、それぞれの抱え

る背景や課題に寄り添って指導や支援を行っていく必要があります。また、学校だけで

は解決困難な事案が増加しており、児童相談所や警察等の関係機関と連携して対応す

ることが必要です。 

 

 

 

 

 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 子どもたちが主体となった取組の推進 

○ 児童会活動や生徒会活動、学級活動やホームルーム活動などで子どもたちが「いじめ

とは何か」、「いじめをなくすために一人ひとりができることは何か」などについて、具体的

に考え、話し合うなど、子どもたちの主体的な活動を推進することで、いじめの傍観者や

同調者にならず、いじめ防止に向けて行動できる力を育みます。 

○ 安全・安心な学校づくりに向けて、教職員の支援のもと、子どもたち自身がさまざまな

考え方があることを受け入れ、理解し合える風土を創り出すことができるよう、学級・

ホームルーム経営を通じて、相手の気持ちに寄り添ったり、感謝の気持ちを伝えたりする

姿勢を子どもたちが身につけることができる取組を進めます。（再掲） 

② 学校教育活動全体を通じた取組の推進 

○ 子どもたちがいじめに関する理解を深め、いじめを自分事として考え議論し、いじめを

なくす心情や判断力等を身につけることができるよう、道徳教育や人権教育などをはじ

めとした学校教育活動全体を通じて、いじめをなくすための取組を推進します。 

○ 子どもたちが、いじめをなくす行動につながる道徳性を身につけることができるよう、

関係機関と連携したいじめ予防プログラムを確立し、小中学校への普及を推進します。

（再掲） 

〇 道徳性を養う道徳科授業の質の向上が図られるよう、小中学校における道徳教育推

進教師を対象にした研修会の実施やアドバイザーの派遣、いじめ防止に資する「特別の

教科 道徳」の教員用指導補助資料の作成・周知を行います。（再掲） 

〇 インターネットは広く社会全体につながり、実社会と同じように法律で規制されている

ことを子どもたちにしっかりと理解させ、子どもたちがインターネット上におけるいじめな

どの被害者や加害者とならないよう、事例をふまえて開発した教材を活用して、情報モラ

ル教育を進めます。 

③ 専門人材の活用 

○ 弁護士が行ういじめ予防授業など、専門人材を積極的に活用したいじめ防止に係る取

組を進め、子どもたちが「いじめは人権侵害であること」や「いじめが刑事罰の対象とな

り得ること」、「周囲の子どもたちの行動がいじめの防止に大きな役割を果たすこと」など

について学び、いじめを許さない心と態度を育成します。 
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④ 社会総がかりでの取組の推進 

○ 子どもたちが安心して過ごすことができる環境をつくるため、県内の事業者・団体等を

いじめ防止応援サポーターとして登録し、サポーターとの連携のもと、各地域でいじめ

防止等の取組を推進します。 

○ 「三重県いじめ防止条例」に基づき、社会総がかりでのいじめ防止等の取組として、い

じめ防止強化月間（４月と１１月）にピンクシャツ運動57を実施するなどの取組を推進しま

す。また、令和４（2022）年度開設の「ＳＴＯＰ！いじめ」ポータルサイト58等を通じて、学

校やいじめ防止応援サポーターの取組、本県にゆかりのある著名人のいじめ防止応援

メッセージ等を県民の皆さんに発信するなどして、いじめ防止に向けた気運を醸成し、社

会総がかりでいじめ防止の取組を推進します。 

○ 三重弁護士会や三重県臨床心理士会、警察など、いじめ防止等に関係する機関や団

体と連携して、本県の現状をふまえたいじめ防止等の対策を適切に実施するため、三重

県いじめ問題対策連絡協議会を開催し、いじめ防止等に関する情報の交換および研究

に取り組みます。 

⑤ 暴力行為への対応 

〇 警察官経験者や教員経験者等からなる生徒指導特別指導員を各学校に派遣し、暴力

行為の未然防止や暴力等により心身に被害を受けた子どもへの支援等に取り組みま

す。 

〇 子どもたちが怒りをコントロールして暴力行為に及ぶことがないよう、県立学校の生徒

指導担当教員等を対象としたアンガーマネジメント59に係る研修を行い、各学校での取

組につなげます。また、取組事例を市町等教育委員会にも共有します。 

○ 学校警察連絡協議会等を通じて警察との情報共有や連携強化に取り組みます。また、

児童相談所との連絡を密にし、暴力行為の背景にある環境の課題に寄り添って対応を

進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
57 平成 19（2007）年にカナダで誕生した「いじめ反対運動」。ピンク色のシャツを着たり、ピンク色の

小物を身につけたりすることで、「いじめ反対」の意思を行動で示します。 
58 インターネットの入口または玄関口に相当するＷｅｂサイト。 
59 自分の中に生じた怒りの対処法を段階的に学ぶ方法。 
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ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

いじめをなくそうと行動する子どもたちの割

合 ※１ 
88.５% 100% 

小中高等学校における暴力行為の発生件数
※２ 

7.6件 

（R4） 

６.０件 

※１ 「いじめについて見聞きしたとき、いじめをなくそうと自分にできることを考え行動しますか」という

質問に対して、肯定的な回答をした公立小中学生の割合（三重県教育委員会調べ） 

※２ 公立小中学校および県立高等学校における児童生徒 1,000 人あたりの暴力行為（対教師暴力、

生徒間暴力、対人暴力、器物損壊）の発生件数（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策４ いじめや暴力のない学びの場づくり 

（２）いじめの認知と学校内外の教育相談体制の充実 

 

め ざ す 姿  

教職員が子どもたちのささいな変化を見逃さず、子どもたちとの信頼関係を築き、いつ

でも学校にいじめを訴えやすい環境が整うことにより、いじめを早期発見し、積極的な認

知と早期対応が進み、子どもたちが安全・安心に学校生活を送っています。 

 

現状と課題  

① いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得るものとの認識に立ち、「いじめ防止

対策推進法」に基づき、いじめの正確かつ積極的な認知と、早期発見・早期対応が必要

です。 

② インターネット上で行われるいじめの認知件数は増加傾向にあるとともに、匿名性の高

さを利用した投稿や、一定時間の経過により自動的に投稿が消去されるサイトの利用な

ど、教職員や保護者等が発見しにくいいじめが増えています。 

③ 教職員や保護者など、子どもたちにとって身近な大人が、子どものいじめのサインに気

づける仕組みや、子どもがいじめを受けていることや周囲にいじめがあることをいつで

も学校に伝えられる仕組みが必要です。 

④ いじめの早期発見のためには、学級担任や部活動顧問など子どもたちに関わるさまざ

まな立場の教職員が、日常の観察や面談等を通じて子どものいじめのサインを受け止

め、学校内で共有することや、家庭と連携し、学校だけでは把握できないサインを共有す

ることが必要です。 

⑤ いじめの問題は多様化・複雑化し、子どもたちの中には、誰にも相談できずに一人で悩

みを抱え込んでいる者もいます。学校はスクールカウンセラー60やスクールソーシャル

ワーカー61などの専門人材を積極的に活用して、子どもたちが安心して相談できる体制

を整える必要があります。 

 

 

 

 

 

                                                   
60 子どもたちの心の悩みに対応することを目的とする専門家の総称。 精神科医のほか、公認心理

師、臨床心理士、学校心理士等があり、子どもたちへのカウンセリングや教職員および保護者に対す 

る助言・援助を行います。 
61 教育機関を活動の場とする福祉事業（ソーシャルワーク）従事者。主に、子どもの立場から、問題解

決ができる環境づくりを推進します。 

施 策 名 



 

 108 

主な取組内容  

① ＳＯＳを見逃さない積極的ないじめの認知の推進 

〇 「いじめ防止対策推進法」が示すいじめの定義を教職員に周知徹底することにより、い

じめの正確かつ積極的な認知を進めます。 

○ 日頃から子どもたちとの信頼関係を構築し、積極的な声掛けや面談等を通じて、子ど

もたちの表情や言動など、ささいな変化を見逃すことなく、いじめを早期に発見して対応

します。 

② インターネット上のいじめの問題への対応 

○ インターネット上の誹謗中傷や人権侵害等を早期発見し、インターネット上のいじめか

ら子どもたちを守るために、ネットパトロール62の取組を実施します。 

○ インターネット上の問題は、教職員や保護者等が事態を把握することが難しいことか

ら、不安や悩みを抱えた子どもたちが相談できるよう、日頃から相談窓口を周知したり、

教職員や保護者など身近な大人に相談することの大切さを伝えたりすることを通じて、

子どもたちがインターネット上のいじめを一人で抱え込むことがないよう取り組みます。 

③ 子どもたちがいじめを訴えやすい環境づくりの推進 

○ 各学校で、学期に１回以上のいじめアンケートを実施するとともに、実施方法の工夫と

改善に取り組むことにより、子どもたちがいじめを訴えやすい環境を整えます。 

○ 子どもたちが1人１台端末等を活用して、自らがいじめを受けていることや周囲にいじ

めがあることを、オンライン上で学校に報告できるようにするなど、子どもたちがいじめを

訴えやすい仕組みづくりを進めます。 

〇 学級やホームルーム、部活動の悩みや不安は、学級担任や部活動顧問などその運営に

直接関わる教職員には、相談しにくい場合もあることから、それ以外の教職員や教育相

談担当者にも相談できる体制を整えます。 

○ 「いじめ早期発見のための気づきリスト」を全ての保護者に配付して、いじめ早期発見

のための視点を共有し、子どもたちのサインをいち早く把握できるよう取り組みます。 

④ 専門人材を活用したいじめを訴えやすい環境づくり 

○ 子どもたちがさまざまな立場の人に安心して相談できるよう、各学校においてスクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用し、悩みを抱えた子どもたちを心理

や福祉の専門家につなげるなど、「チーム学校」としての相談体制を整備します。 

                                                   
62 インターネット上にあるＷｅｂサイトを巡回し、犯罪などの有害な情報を見つけ出すこと。 
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○ いじめの問題などに悩む子どもたちや保護者を支援するため、専門的な相談ができる

「いじめ電話相談」や、子どもたちが気軽に相談できる「子どもＳＮＳ相談みえ」など、学校

外での相談を引き続き実施します。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

いじめや暴力の心配がなく、学校生活に安心

を感じている子どもたちの割合 ※ 

小学生 

９５．９% 

中学生 

９７．７% 

高校生 

９２．３% 

小学生 

100% 

中学生 

100% 

高校生 

100% 

※ 「学校で、いじめや暴力の心配がなく、安心して学習することができますか」という質問に対して、肯

定的な回答をした公立小中学生および県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策４ いじめや暴力のない学びの場づくり 

（３）いじめに対する迅速・確実な対応の推進 

 

め ざ す 姿  

学校がいじめを発見または情報を得た場合は、いじめを迅速かつ正確に認知し、専門

人材も含めて組織的に対応することで、いじめの当事者や周りの者を含む全員が好ましい

集団生活を取り戻し、いじめが早期に解消しています。 

 

現状と課題  

① いじめやいじめの疑いがある行為を確認した場合は、教職員が一人で問題を抱え込

み、「いじめではない」と判断するのではなく、管理職に情報を共有した後、学校いじめ

防止委員会を開催して、いじめの認知や今後の対応を協議するなど、組織的に迅速な

対応を図ることが必要です。また、いじめの初期対応の遅れから、問題が複雑化・困難

化する事案も発生していることから、特に対応が難しくなることが想定される事案につい

ては、初期段階から教育委員会への連絡・相談や関係機関と連携した対応が必要です。 

② 学校がいじめを発見したり、情報を得たりした場合は、いじめられた子どもを徹底して

守り通すという姿勢を示すとともに、教育的配慮のもと、いじめた子どもには毅然とした

態度で指導することが必要です。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置く

のではなく、社会性の向上など、子どもの人格の成長に主眼を置いた指導を進める必要

があります。 

③ 学校が認知したいじめの解消の判断については、「いじめの防止等のための基本的な

方針」をふまえ、いじめられた子どもや保護者の気持ちや考え方に寄り添いながら、組織

的に対応し、判断することが必要です。その上で、いじめの解消率を高めていくことが必

要です。 

④ いじめられた子どもやいじめた子どもには、その態様に応じて専門人材を活用すること

によっていじめの問題の解消に向けて支援することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 名 



 

 112 

主な取組内容  

① 組織的かつ迅速な対応の推進 

○ 学校がいじめを発見したり、情報を得たりした場合、原則としてその日のうちに校長と

関係教職員が情報を共有し、学校いじめ防止委員会を開催するなど、当面の対応を決

定して直ちに取り組みます。 

○ いじめ問題の対応には、専門人材などによる多角的な視点から対応策を検討すること

が大切であることから、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門

人材の力を活用しながら解決に向けて取り組みます。 

○ 学校、市町等教育委員会、県教育委員会が迅速・確実な対応を行うことができるよう、

いじめの内容や発生日、認知日、その後の学校における対応状況などをデジタル化して

共有する取組を推進します。また、その情報を蓄積して学校や市町等教育委員会と共有

することで、いじめ問題の対応をより効果的に進めるとともに、的確な組織的対応につな

げます。 

○ いじめの重大事態63については、「いじめ防止対策推進法」や「いじめの重大事態の調

査に関するガイドライン」、「不登校重大事態に係る調査の指針」等に基づき、適切に対応

します。また、いじめられた子どもや保護者から、いじめにより重大な被害が生じたとい

う申立てがあった場合は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」、「重大事態では

ない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたります。 

② いじめられた子どもやその保護者への支援 

○ いじめられた子どもを支援する際は、「あなたが悪いのではない」ということをはっきり

伝えるなど、自尊感情を高めるように留意するとともに、いじめられた子どもに寄り添

い、安全・安心を感じられるよう支援します。 

○ いじめられた子どもには、その態様に応じスクールカウンセラーによる心のケアを行う

とともに、スクールソーシャルワーカーがいじめられた子どもやいじめた子どもを取り巻く

環境を検証し、いじめの問題の解決に向けて支援します。 

〇 学校がいじめの事実を確認した際は、家庭訪問等を行うなどして、いじめられた子ども

の保護者に迅速に事実関係を伝えるとともに、教職員が見守りを行うなどして、いじめら

れた子どもを徹底して守り抜く姿勢を示します。 

〇 いじめの解消の判断は、いじめに係る行為が止んでいること（３カ月を目安）と、心身に

苦痛を感じていないことを、いじめられた子どもと保護者に確認してから行います。 

                                                   
63 いじめ防止対策推進法第 28条第１項に規定される「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生

命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める」事態および「いじめにより当該学校に

在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める」事

態。 
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③ いじめた子どもへの指導やその保護者への助言 

○ いじめた子どもに指導を行う際は、いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅

かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、いじめた子ど

もが抱える問題や背景にも目を向け、安全・安心、健全な人格の発達に配慮しながら適

切な支援を行います。 

〇 いじめた子どもの保護者には、いじめの事実を確認後、迅速に連絡し、理解を得た上

で、学校と保護者が連携しながら、いじめの解消に向けた対応を行います。 

④ いじめが起きた集団への働きかけ 

○ いじめが起きた集団に属する子どもたちには、いじめを自分事としてとらえさせること

が必要であることから、いじめの行為をその場で止めることができなくても、いじめがあ

ることを教職員などの身近な大人に伝えることや、いじめの行為に対して同調する言動

は、いじめに加担することにつながることを、子どもたちに理解させます。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

いじめの認知件数に対して解消したものの

割合 ※１ 
92.1% 

(R４) 

100% 

スクールカウンセラー、相談員、養護教諭を

積極的に活用して教育相談体制の充実を

図った学校の割合 ※２ 

小学校 

97.4% 

中学校 

96.0% 

高等学校 

95.5% 

(R4) 

小学校 

100% 

中学校 

100% 

高等学校 

100% 

※１ 当該年度のいじめの認知件数のうち、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」で示された

解消要件を満たすものの割合（三重県教育委員会調べ） 

※２ 学校におけるいじめの問題に対する日常の取組について、「スクールカウンセラー、相談員、養護

教諭を積極的に活用して教育相談体制の充実を図った」と回答した公立小中学校および県立学校

の割合（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策４ いじめや暴力のない学びの場づくり 

（４）いじめ対策に関する教職員の資質向上と支援体制の充実 

 

め ざ す 姿  

教職員が、研修によりいじめへの対応力が向上し、専門人材などからの支援を受けるこ

とによって、子どもたちのささいな変化を見逃すことなく適切に受け止め、いじめの積極的

な認知や子どもたち一人ひとりの状況に応じた対応や支援を実践しています。 

 

現状と課題  

① 教職員は、子どもの発するＳＯＳのサインを見逃すことなく的確にとらえ、情報共有のも

と、組織的にいじめを認知し、「いじめの防止等のための基本的な方針」や「三重県いじ

め防止基本方針」等をふまえ、組織的な対応を強化することが必要です。 

② いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得る問題であり、さらにどの子どもも被

害者にも、加害者にもなり得る問題であるとの認識に立ち、職員会議や研修会等を通じ

て、いじめの防止や早期発見、いじめの発生時への迅速な対応などを徹底することが必

要です。 

③ いじめの問題は、ますます多様化・複雑化し、学校だけで問題を解決することが困難と

なるケースが少なくありません。専門人材を活用して、教職員がいじめの対応に係る相

談や指導・助言を受けることができるよう、教職員のサポート体制を構築することが必要

です。 

 

 

主な取組内容  

① いじめに対する組織的な対応の強化 

〇 いじめ問題への対応は、校内いじめ防止委員会が中心となって、学校組織で取り組み

ます。また、校内いじめ防止委員会の機能を強化し、継続させていくため、構成人数は適

切か、子どもの心理や健康状況を共有できる構成となっているか、臨機応変に開催でき

る状況になっているか、対応方針を決定して実行できているかなど、運用や組織体制に

ついて点検し、改善が必要な場合は見直しを行います。 

○ いじめの初期段階から学校全体で組織的に対応を進めるため、県立学校の校務にい

じめ対策担当を位置づけます。いじめ対策担当は、学校におけるいじめ対応の中核とな

り、いじめに関する情報の集約や校長・関係教職員への情報共有、校内いじめ防止委員

会における具体的な対応についての検討などを行います。 

施 策 名 
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② 教職員を対象とする研修の充実 

○ 教職員のいじめへの対応力を高めるため、具体的なケースに基づいて、子どもたちの

ささいな変化に気づく力の育成、いじめの構造やいじめの当事者となっている子どもへ

の対応とその留意点、いじめを生まない学級づくりなどについて学ぶ研修を実施しま

す。 

③ 専門人材を活用した支援体制の充実 

○ 教職員がいじめ問題に関わる子どもたちと向き合い、いじめに関わった子どもたちを

適切に支援することができるよう、心理や福祉、法律などの専門人材の積極的な活用を

推進します。 

○ いじめを的確に認知し、適切に対応を進めるため、いじめ対策に知見を有するいじめ

対策アドバイザーを高等学校に派遣します。いじめ対策アドバイザーは、学校で発生し

ているいじめや、認知に至っていない事案について、基本的な考え方や効果的な対応に

向けた指摘や助言を行います。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

いじめの問題について、教職員間で共通理

解を図ったり、校内研修会を実施したりした

学校の割合 ※ 

100% 

（R4） 

100% 

※ 学校におけるいじめの問題に対する日常の取組について、「職員会議等を通じて、いじめの問題に

ついて教職員間で共通理解を図った」または「いじめの問題に関する校内研修会を実施した」と回

答した公立小中学校および県立学校の割合（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策５ 誰もが安心して学べる教育の推進 

（１）不登校の状況にある児童生徒への支援 

 

め ざ す 姿  

不登校の状況にある児童生徒の意思が尊重され、個々の状況に応じた支援が適切に進

み、誰もが安心して学べる環境が整えられることによって、子どもたち一人ひとりが社会性

や自立心を身につけています。 

 

現状と課題  

① 全ての子どもたちが豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けることができるよう、

安心感や充実感を得られる「魅力ある学校づくり」を進める必要があります。 

② 不登校児童生徒は年々増加しており、学校に対する保護者や子どもたちの意識の変

化の影響のほか、コロナ禍による生活環境の変化で生活リズムが乱れやすい状況や、学

校生活においてさまざまな制限がある中、登校する意欲が湧きにくい状況があったこと

など、不登校の要因・背景は複雑化・多様化しています。不登校児童生徒が学びたいと

思った際に多様な学びにつながることができるよう、一人ひとりのニーズに応じた多様な

学びの場を確保する必要があります。 

③ 不登校はどの子どもにも起こり得るものという認識のもと、休養の必要性を考慮しなが

ら、不登校児童生徒の意思を尊重し、個々の状況に応じた適切な支援を推進するととも

に、保護者が適切な情報や支援を得られるようにする必要があります。 

④ 学校内外の専門機関等で相談や指導等を受けていない不登校児童生徒が一定数い

ることから、不登校児童生徒の社会的自立をめざして支援する教育支援センター64等の

機能強化に引き続き取り組む必要があります。また、不登校児童生徒に寄り添い、共感

的理解と受容に基づく支援を行えるよう、教職員の資質向上を図る必要があります。 

 

 

主な取組内容  

➀ 魅力ある学校づくりの推進 

○ 日々の授業や学校行事において、子どもたちの自主的・自律的な活動をとおして「絆づ

くり」・「居場所づくり」を推進するとともに、いじめや暴力行為、体罰等を許さない学校づ

くりに取り組むことで、子どもたちにとって安心して学べる「魅力ある学校づくり」を進め

ます。 

                                                   
64 不登校児童生徒等の社会的自立をめざし、在籍校と連携しつつ、個別カウンセリングや集団での指

導、教科指導等を行う施設。 

施 策 名 
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○ 学校の教育相談体制の充実に取り組み、子どもたちが安心して学校生活を送ることが

できる環境を整えます。また、日頃の子どもたちの観察や教育相談等により、子どもたち

の授業への満足度や教職員への信頼感、学校生活への安心感等を把握し、関係者が共

通理解を持って教育活動を進めます。 

○ 学校生活や友人関係などでつまずいたり、思うようにいかなかったりする状況に直面し

た場合、しなやかに受け止めて、乗り越えていけるよう、物事の見方や考え方には多様な

とらえ方があることや、ポジティブな感情を持つこと、周りには支え応援してくれる人たち

がいることに気づくことなどができるよう、ソーシャルスキルトレーニングの手法を取り入

れたレジリエンス教育65に取り組みます。 

○ 子どもたちの進学や転校等にあたって、必要な支援情報が適切に進学先等に引き継が

れるよう、情報共有を行うなど途切れのない支援を行い、子どもたちが安心して学べる

学校づくりに取り組みます。 

② 多様な教育機会の確保 

〇 不登校児童生徒の多様な教育機会を確保するため、「学びの多様化学校66」の設置に

向けて取り組みます。また、教室とは別の居場所として学習支援等を行う校内教育支援

センターの整備を推進するとともに、オンラインを活用した学習支援や相談等の環境整

備に取り組みます。 

○ 不登校児童生徒の学校外での学びについては、教育支援センターやフリースクール等

において社会的自立に向けた取組や自己肯定感を高める活動等を安心して行うことが

できるよう、子どもの意思を尊重しながら、個々の子どもや家庭の状況に応じた支援を

進めます。 

○ 高等学校段階の子どもたちを対象とした県立教育支援センターでの多様な学びや活

動の充実を図り、子どもたちの社会的自立を支援します。 

③ 不登校児童生徒への効果的な支援の充実 

○ 不登校児童生徒を支援する教育支援センターやフリースクール、福祉機関・施設等と

学校による情報共有を進め、連携した支援に取り組みます。 

 

 

                                                   
65 子どもたちが、学校生活や友人関係などで、つまずきや失敗、思うようにいかない状況をしなやかに

受け止めて適応し、立ち直り、回復する力を育む教育。 
66 不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると認めら

れる場合、特定の学校において教育課程の基準によらず、特別の教育課程を編成することができる

とする特例措置によって文部科学大臣から指定された学校。 
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○ 教職員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる支援を充実させると

ともに、欠席日数や遅刻・早退の数に加え、学習の状況や友人関係、健康状態等により

潜在的に支援が必要な子どもたちを早期から把握するスクリーニングの手法を活用し、

個々の子どもや家庭の状況に応じて、福祉や医療等の関係機関と連携した支援を推進

します。 

〇 不登校児童生徒や保護者への支援を専門的に行う教育支援センターが、地域におけ

る不登校支援の中核となるよう、不登校支援アドバイザーやスクールソーシャルワーカー

を活用して、通所している子どもたちの支援に加え、通所できない子どもたちに対しても

訪問（アウトリーチ）型支援を進めるなど、引き続き機能強化に取り組みます。 

○ さまざまな事情を抱える不登校児童生徒を支援するため、オンライン会議サービスやメ

タバース67によるICTを活用した交流を進めるなど、オンラインの居場所づくりを推進し

ます。 

〇 保護者を対象とした交流会や地区別の相談会を実施し、保護者同士が交流する機会

や専門機関への相談ができる機会を提供することで、適切な支援につなげます。 

④ 教職員の対応力の向上 

○ スクールカウンセラー等が講師となり、個々の子どもに応じた支援の方法等に関して、

事例をもとにした研修会等を実施し、教職員のカウンセリングマインドの向上を図りま

す。 

○ 地域の教育支援センターの指導員の資質向上を図るため、事例検討会等の各種研修

会を支援します。  

 

 

  

                                                   
67 ユーザー間でコミュニケーションを取ることができる仮想的なデジタル空間。 
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ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

学校内外で専門的な相談・指導を受けた不

登校の子どもたちの割合 ※１ 

小学生 

70.9% 

中学生 

61.5% 

高校生 

49.9% 

(R４) 

小学生 

89.1% 

中学生 

88.6% 

高校生 

70.5% 

不登校を含む長期欠席者が 40 人を超える

小中学校における「校内教育支援センター」

の設置数 ※２ 
１８校 ５３校 

※１ 学校内のスクールカウンセラーや学校外の教育支援センター等による専門的な相談・指導を受け

た公立小中学校および県立高等学校の不登校児童生徒の割合（三重県教育委員会調べ） 

※２ 不登校を含む長期欠席者の数が１クラス規模（４０人）を超える公立小中学校における校内教育支

援センターの設置数（累計）（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策５ 誰もが安心して学べる教育の推進 

（２）外国につながる児童生徒の自立に向けた力の育成 

 

め ざ す 姿  

外国につながる児童生徒68（以下「外国人児童生徒」という。）が、日本語力や学力など、

地域社会で生きていくための基礎を培うことにより、将来の可能性を広げ、自己実現を果

たし、社会の一員として自立するために必要な力を身につけています。 

 

現状と課題  

① 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が

施行され、義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思

を尊重し、年齢または国籍等に関わりなく、能力に応じた教育機会を確保することが規

定されました。本県では、外国人の子どもの就学の促進に取り組んでいるものの、不就

学の外国人の子どもも若干名みられます。 

② 本県では、日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する公立小中学校の割合が

全国的に見て高く、今後、外国人児童生徒の数はさらに増加することが見込まれます。ま

た、外国人児童生徒の国籍や使用言語の多様化が進んでいます。こうした状況は、子ど

もたちが学校生活の中で多様な文化や価値観等を共有し、多文化共生について理解を

深めることができる魅力ある教育環境につながっています。 

③ 日本での学校生活や日本語習得、教科学習に困難を抱える外国人児童生徒や、進路

決定ができないまま学校を卒業したり、中途退学したりする外国人児童生徒もいます。

こうしたことから、一人ひとりの文化や生活習慣の違い、言葉が通じないことなどから生

じる不安や悩みに寄り添って対応するとともに、学びの継続や希望する進路の実現に向

けた支援を推進する必要があります。また、日本語でのコミュニケーションが難しい保護

者に対し、学校生活や進路等に係る情報を正確に伝えることが必要です。 

④ 本県では、就学前段階や義務教育段階において、日常生活に必要な日本語力や日本

語で学ぶ力の習得のための支援に先進的に取り組んできました。一方で、外国人の居住

地域が広がっており、受入体制や日本語指導についての課題は、地域により違いがみら

れます。こうしたこともふまえ、県内全域で同様の支援が受けられるよう、受入体制・支

援体制をより一層充実させる必要があります。 

⑤ 日本語指導が必要な外国人児童生徒が在籍する県内の公立小中学校の割合は約  

５０％であり、一人ひとりの実態に応じた日本語指導や支援を行うため、教職員の専門

性を高める必要があります。 

 

                                                   
68 外国につながる児童生徒には、日本国籍であっても複数の言語や文化につながる児童生徒を含み

ます。 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 就学の促進 

○ 外国人の子どもの学ぶ機会を保障するため、多言語対応のパンフレットを用いて日本

の学校制度の周知を図るなど、就学に向けた取組を実施します。 

〇 外国人児童生徒が将来の職業・生活などに夢や希望を持って学習を続けられるよう、

進学や就職等の進路選択を支援するとともに、在日期間が短いことで、日本語運用能力

やコミュニケーション能力が十分でない外国人生徒に対し、特別枠による入学者選抜を

実施します。また、高等学校では、進学や就職に関するセミナーの実施や、奨学金・社会

保障制度等の情報提供などを通じて、進路指導・キャリア教育の充実を図ります。 

② 日本語指導・支援の充実 

○ 外国人の子どもの受入体制の充実を図るため、市町が行う初期の日本語指導や学校

生活への適応指導の取組を支援するとともに、外国人の子どもが安心して母国語で相

談できる教育相談体制を整えます。 

○ 小中学校では、外国人児童生徒が日本語で行う授業に参加し、さまざまな人たちとの

関わりをとおして学習に取り組むことができるよう、日本語で学ぶ力の育成をめざしたカ

リキュラム（ＪＳＬカリキュラム69）を活用した授業や、日本語能力に応じた特別の教育課程

による日本語指導等の取組について、効果的な実践事例を普及し、一人ひとりの状況に

応じた指導につなげます。 

○ 小中学校では、外国人児童生徒が生活するための言語だけでなく、学習する上で必要

な言語を習得し、安心して学びを継続できるよう、外国人児童生徒巡回相談員の派遣や

日本語教育のオンライン授業の実施などを通じて、個々の日本語習得状況に応じた学

習支援を行います。 

〇 外国人児童生徒が在籍する県立学校では、日本語学習のための選択科目の開設や、

個々の日本語習得状況に応じた取り出し授業などの実施を進めるとともに、母語による

学習支援・進路相談を行う外国人生徒支援専門員や、日本語学習等に係る支援を行う

日本語指導アドバイザー等を活用し、きめ細かな指導・支援の取組を推進します。 

○ 外国人児童生徒が県内全域で質の高い日本語教育カリキュラムを受けることができる

よう、オンラインを活用した日本語指導を進めます。 

○ 子どもたちが、学校生活の中で多様な文化や価値観を共有し、多文化共生について理

解を深めることができるよう、外国人児童生徒の出身国の文化や生活習慣等について

学ぶ取組を推進します。 

                                                   
69 JSLは、Japanese as a Second Languageの略。日常的な会話はある程度できるものの、学

習活動への参加が難しい外国人児童生徒に対して、学習活動に日本語で参加する力を育成するた

め、日本語指導と教科指導とを統合的に行う指導方法。 
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○ 外国人の子どもの就学を促進するため、プレスクールの取組が市町において進められ

るよう、県が作成した教材・マニュアルの普及を図ります。 

○ 外国人児童生徒の保護者が学校からの連絡を正確に把握できるよう、多言語70に対

応した連絡・案内文書例の作成や、連絡文書等の翻訳支援を行います。 

③ 教職員を対象とする研修の充実 

○ 教職員を対象としたＪＳＬカリキュラムや日本語指導等に関する研修の実施を通じ、教

職員同士の連携を強化するとともに、日本語指導等の指導力向上を図ります。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

日本語指導が必要な子どもたちに対して、

個々の日本語習得レベルに応じた教育を計

画的に行っている学校の割合 ※ 

小学校 

１００％ 

中学校 

１００％ 

高等学校 

6８．８％ 

 

小学校 

100％ 

中学校 

100％ 

高等学校 

100％ 

※ 日本語を用いた授業を受けられるようになることをめざし、児童生徒の日本語習得の状況に応じた

教育を計画的に行っている公立小中学校および県立高等学校の割合（三重県教育委員会調べ） 
 

  

                                                   
70 ポルトガル語・タガログ語・スペイン語・中国語・ビザイヤ語・英語の６言語に対応（令和６（２０２４）年

３月時点）。 



 

 124 
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基本施策５ 誰もが安心して学べる教育の推進 

（３）防災教育・防災対策の推進 

 

め ざ す 姿  

防災教育を通じて、子どもたちが、地震や津波、風水害などの自然災害に対して、自分

の命は自分で守るとともに、災害時には地域の一員として行動できる力を身につけていま

す。また、平時から学校と家庭・地域が連携して防災対策に取り組むとともに、災害時に学

校教育を速やかに復旧するための体制が整備されています。 

 

現状と課題  

① 南海トラフ地震や津波、年々勢力を増す台風、集中豪雨など、「必ず起こる」大規模災

害から子どもたちが自分の命を守る力を身につけるため、学校における防災教育を効果

的に推進するとともに、学校と家庭・地域が協働して、災害時に子どもたちが発達段階に

応じて地域の一員として行動できる力を育成する必要があります。また、コロナ禍で制

限された避難訓練や関係機関との協議など、安全な学びの環境の確保に向けた取組の

充実を図っていくことが求められています。 

② 教職員の防災教育の指導力を高めるとともに、南海トラフ地震等の大規模災害が発生

した場合に備え、教職員の実践的な災害対応力の向上を図ることが必要です。また、学

校教育を速やかに復旧するための体制を整えることが必要です。 

 

 

主な取組内容  

① 実践的な防災教育の推進 

○ 子どもたちが自分の命は自分で守る力を身につけられるよう、防災ノートと防災教育

用デジタルコンテンツ71を組み合わせた防災学習の充実を図るとともに、防災タウン

ウォッチング・防災マップづくり等の体験型学習や実践的な防災訓練の実施など、学校に

おける防災教育を推進します。 

○ 子どもたちの安全を確保し、子どもたちが地域の支援者として自ら行動できるよう、防

災ノートや防災教育用デジタルコンテンツを活用し、家庭における防災学習の取組を進

めるとともに、地域の方々と合同で防災学習や避難訓練を実施するなど、学校と家庭・

地域が連携した防災教育を推進します。 

 

                                                   
71 デジタル化された静止画や動画、音声、文字などの情報やデータの総称。 

施 策 名 
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○ 子どもたちが、東日本大震災の被災地で現地の方々と交流したり、避難所運営や災害

ボランティア活動を模擬体験したりする機会を通じて、災害時に自らできることを考え、

実践する力を身につける取組を進めます。 

② 災害が生じた際の適切な学校再開 

○ 各学校に配置する学校防災リーダー等を対象とする研修等において、1人1台端末を

活用した防災教育の指導方法や、実践的・効果的なマニュアルの作成方法、防災訓練の

実施方法について普及したり、避難所運営体験を取り入れたりすることなどを通じて、教

職員の防災意識と指導力の向上を図ります。 

○ 災害時における学校教育の早期復旧を図るため、学校の早期再開、子どもたちの心の

ケアなど、災害時の学校運営に関する専門的な知識や実践的な対応能力を備える教職

員の育成を推進し、災害時における学校の体制の強化を図ります。 

〇 災害時における学校安全の確保や学校再開の支援、避難所の円滑な開設・運営のた

め、市町教育委員会等と連携した支援体制、情報収集・提供体制の整備など、教育環境

の確保に向けた取組を進めます。 

③ 学校施設の防災・耐震対策の推進 

○ 県立学校では、校舎の老朽化対策等と併せて、非構造部材の耐震対策に取り組みま

す。 

○ 小中学校等においても老朽化対策や非構造部材の耐震対策が推進されるよう、市町

等教育委員会への情報提供や助言を行います。 

○ 学校の備蓄物資、防災資機材等の管理を適切に行い、大規模災害の発生に備えます。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

家庭や地域と連携した防災の取組を実施し

ている学校の割合 ※ 

83.6% 

（Ｒ４） 
100% 

※ 家庭や自主防災組織、自治会等と連携した防災訓練などの取組を実施している公立小中学校およ

び県立学校の割合（三重県教育委員会調べ） 
  



 

 127 

基本施策５ 誰もが安心して学べる教育の推進 

（４）子どもたちの安全・安心の確保 

 

め ざ す 姿  

学校・地域・関係機関の連携・協働のもと、子どもたちの安全・安心を確保する取組が進ん

でおり、安全教育の推進により、子どもたちが主体的に判断し、行動できる力を身につけてい

ます。 

 

現状と課題  

① 子どもたちの安全・安心を確保するため、これまでも学校でさまざまな計画やマニュア

ルが整備されてきましたが、より実効的な取組に結びつける必要があります。また、関係

者の学校安全の取組内容や意識の差を埋めるとともに、学校安全計画に基づく組織的・

計画的な取組を推進する必要があります。 

② 通学路等で、自転車乗車中をはじめとする子どもたちが関わる交通事故や、不審者に

よる声掛け、つきまとい等の事案が後を絶たない状況が続いています。子どもたちが将

来にわたって事故や事件の当事者とならないよう、地域社会全体で子どもたちを守る取

組を進めるとともに、子どもたちが自ら危険を予測し、回避する力を身につけるための安

全教育を充実させる必要があります。 

③ 生涯にわたる心の健康維持の観点から学校において自殺予防教育を充実するととも

に、子どもたちが、インターネットを通じて有害情報等に触れたり、犯罪やトラブルに巻き

込まれたりすることのないよう、子どもたちを守る取組を進め、豊かな育ちを支える必要

があります。 

④ 新型コロナウイルス感染症対策の経験を生かし、災害時や感染症等の発生などの非常

時においても、子どもたちが安全・安心に学びを継続できるよう、取組を進める必要があ

ります。 

 

 

主な取組内容  

① 組織的取組の推進 

〇 事故・災害等発生時において、学校全体としての活動や校内組織の適切な役割分担に

基づく対応ができるよう、学校安全を学校経営に明確に位置づけ、学校安全計画に基づ

き組織的・計画的に取り組みます。 

〇 学校を取り巻く環境の変化をふまえ、危機管理マニュアルが常に実効的なものとなる

よう、点検・見直しを進めます。 

施 策 名 
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〇 学校安全計画の内容や取組の実効性を高めるため、学校安全の中核を担う教職員の

位置づけを明確化するとともに、効果的な研修を実施します。 

② 家庭・地域・関係機関等との連携・協働による学校安全の推進 

○ 子どもたちが安心して登下校できるよう、市町で実施する「通学路交通安全プログラ

ム」に基づく合同点検の結果を道路管理者や警察と共有し、通学路の安全確保の取組

を進めます。 

○ 地域社会全体で子どもたちの安全を守るため、スクールガード・リーダー72の育成を進

めます。また、スクールガード・リーダーが地域の核として、学校安全ボランティア（スクー

ルガード）への指導・助言を行うことなどを通じて、学校と地域が連携した安全体制の充

実に取り組みます。 

○ 子どもたちに被害が生じた事案等の発生情報を保護者や地域の方々と迅速に共有す

るため、学校と警察など、関係機関との情報共有体制を強化するとともに、警察のＷｅｂ

サイトに掲載されている交通安全や不審者等の最新の情報を活用したタイムリーな情報

発信活動を推進します。 

○ 熱中症を予防するため、各学校において、暑さ指数（ＷＢＧＴ）に応じた運動や行動の

指針等を整備し、指針に基づいた状況判断や対応を進めます。また、学校関係者が熱中

症の事故防止に必要な対応への理解を深めることができるよう取り組みます。（再掲） 

○ 事故防止に向け、子どもたち個々の運動能力や体力の実態・適性、興味・関心に応じ

て、適切な指導計画を立てることができるよう、教職員の指導力向上に取り組みます。

（再掲） 

○ 校舎の老朽化対策等と併せて非構造部材の耐震対策を進めるとともに、施設・設備の

点検や防犯対策など安全管理に取り組みます。また、熱中症対策の観点から、体育施設

等の空調設備の整備について検討を行い、必要な取組を進めます。 

③ 安全に関する教育の推進 

○ 子どもたちが事故の当事者とならないようにするとともに、事故の当事者となった場合

には適切に対応できるよう、交通安全に関わる団体と連携し、発達段階に応じた交通安

全教育を進めます。また、自転車乗車中の事故の被害を低減できるよう、ヘルメット着用

を推奨する取組を進めるとともに、将来にわたって交通安全に対する意識を高めるた

め、子どもたちや保護者を対象に、「三重県交通安全条例」および「三重県飲酒運転０

（ゼロ）をめざす条例」の周知に取り組みます。 

 

                                                   
72 自治体等によって委嘱された警察官ＯＢや防犯の専門家等のことで、学校の防犯体制およびスクー

ルガードの活動に対して専門的な指導・助言等を行う者。 
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○ 子どもたちが安全で安心な社会づくりに貢献する意識を高めるとともに、主体的に行

動する態度や危険を予測し回避する能力を身につけることができるよう、「地域安全マッ

プ」の作成、高校生による小学生への交通安全教室や防犯教室の開催など、参加・体

験・実践型の取組を進めます。 

〇 生涯にわたる心の健康維持のための「SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教

育」や、子どもたちが性犯罪・性暴力の加害者・被害者・傍観者にならないための「生命

（いのち）の安全教育」を推進します。 

〇 子どもたちが、スマートフォン等からインターネットを通じて有害情報に接したり、ＳＮＳ

上での個人情報漏えいや性犯罪被害等に巻き込まれたりすることのないよう、インター

ネットの適正利用に係る教育を推進します。 

○ 交通安全教育・防犯教育に関わる教職員の指導力の向上を図るため、交通安全教室

講習会・防犯教室講習会を実施します。 

④ 非常時等における学びの継続 

○ 災害時や感染症等の発生などの非常時において、やむを得ず学校に登校できない子

どもたちの学習活動を継続できるよう、ＩＣＴを効果的に活用します。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

通学路の安全対策が実施された箇所の割合
※１ 

97.０% 

（R4） 

100% 

子どもが加害者となった交通事故の件数  
※２ 

小中学生 

４９件 

高校生 

140件 

（R4） 

小中学生 

０件 

高校生 

０件 

※１ 「通学路交通安全プログラム」に基づく通学路安全点検により把握した、学校および教育委員会が

安全対策を行うべき箇所のうち、対策済みの箇所の割合（三重県教育委員会調べ） 

※２ 公立小中学生および県立高校生が当事者となった交通事故のうち、加害事故の件数（県立高校生

は自損の件数を含む。）（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策５ 誰もが安心して学べる教育の推進 

（５）学びのセーフティネットの構築・学びの継続 

 

め ざ す 姿  

子どもたち一人ひとりに応じたさまざまな支援が適切に行われることにより、家庭環境等

に関わらず、子どもたちが意欲的に学んでいます。また、さまざまな事情により学びを必要

とする人が、それぞれの状況に応じて学ぶことができる機会や環境が整っています。 

 

現状と課題  

① 我が国の子どもの貧困率は11.5％（令和３（2021）年）で、依然として高い状態にあ

り、家庭の経済状況や環境等によって、子どもたちの進学機会や学力等にも差が生じて

いるとの指摘があります。また、教育格差が原因となって、貧困の連鎖につながることが

危惧されています。 

② 本県の高等学校（全日制）における中途退学率は0.５６％（令和４（202２）年度）であ

り、全国平均（0.８％）を下回っているものの、一定数の生徒がさまざまな事情により中

途退学している状況です。 

③ 子どもたちの抱える困難が複雑化・多様化する中、学校が居場所・セーフティネット73と

しての福祉的な役割を担い、子どもたちの身体的・精神的な健康を支えることができるよ

う、支援体制を整備する必要があります。 

④ 義務教育未修了者、高等学校に進学しなかった人、高等学校中途退学者などのさまざ

まな事情により学びを必要とする人たちが、一人ひとりの能力・可能性を最大限に伸ば

すことができるよう、多様な学びの場で教育を受ける機会を確保・支援していく必要があ

ります。 

⑤ 県内児童相談所における令和４（202２）年度の児童虐待相談対応件数は2,408 件

で、過去最多となっています。児童虐待は子どもたちの命にまで危険を及ぼすことから、

未然防止および早期発見・早期対応の取組をより充実させることが必要です。 

⑥ ヤングケアラーは、家庭内のことで問題が表面化しにくく、支援者を含めた周囲の大人

が発見しづらい状況にあることから、子どもの豊かな育ちのためには、ヤングケアラーを

早期に発見し、適切な支援につなげる必要があります。 

⑦ 里親家庭や児童養護施設で生活している子どもたちに対する理解を深めるとともに、

関係機関との連携強化を図っていく必要があります。 

                                                   
73 一般的には、あらかじめ予測される危機に備え、被害を最小化するために設けられる制度や仕組み

のことで、子どもたちの学びにおいては、経済的・時間的・地理的な制約等に関わらず、安全・安心で

充実した教育機会にアクセスできる環境を整えること。 

施 策 名 
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⑧ 家庭の経済状況に関わらず、誰もが希望する質の高い教育を受けることができるよ

う、教育費の負担軽減を図る必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① 関係機関と連携した多様な教育的ニーズへの対応 

○ 全ての子どもたちが自らの居場所を得て、成長・活躍できるよう、地域の子どもが集う

プラットフォーム（場）としての学校の特性を生かしつつ、子どもたちの育成支援を推進し

ます。 

○ 家庭の社会経済的背景に関わらず、全ての子どもたちが、質の高い教育を受け、夢や

希望を持って挑戦したり、多様な体験や遊びの機会を得たりすることができるよう、地域

未来塾など家庭や学校とは異なる居場所での学習支援等を地域と連携して進めます。

また、家庭の経済状況等を背景として学習環境が整わない子どもたちの自己肯定感、学

習意欲、進学・就労に対する意欲等を高めるため、子ども支援ネットワークの活動の支援

を進めます。（再掲） 

○ 放課後児童クラブ等の運営を支援するなど、子どもたちが安心して多様な体験や遊び

ができる機会の確保を図ります。 

○ 不登校や中途退学の経験者、特別な支援を必要とする子どもたち等の学びのセーフ

ティネットとしての役割を果たしている高等学校定時制課程・通信制課程において、個々

の生徒の状況に応じた学習活動や日々の生徒指導、教育相談、将来を見通した進路指

導等について、関係機関や地域社会等と連携しながら、多様な教育的ニーズにきめ細か

く対応した教育活動を行います。 

○ さまざまな理由により義務教育を十分に受けられなかった人に対して学び直す機会を

確保するため、みえ夢学園高等学校を設置場所とする県立夜間中学について、令和７

（２０２５）年４月の開校に向けた検討を進めます。また、関係機関等と連携しながら生徒

の受入れを進めます。 

○ 子どもたちを虐待から守るため、要保護児童対策地域協議会74を中心に、関係機関が

緊密に連携・協力して子どもたちの安全確認や情報共有を徹底するなど、児童虐待の防

止に取り組みます。また、保護者への啓発、学校における「児童虐待気づきリスト」等の活

用による子どものＳＯＳの把握等を通じて、子どもたちの安全・安心の確保に取り組みま

す。 

                                                   
74 要保護児童への適切な対応を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対す

る支援内容に関する協議を行うため、「児童福祉法」に基づき設置された協議会。市町の児童福祉

主管課や児童相談所等の関係機関、関係団体および児童の福祉に関する職務に従事する者等によ

り構成されます。 
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○ ヤングケアラーを早期に把握し、適切な支援につなげられるよう、「ヤングケアラー支援

ハンドブック75」を活用しながら関係機関・団体等と連携して、一人ひとりに寄り添ったき

め細かな支援を届けるための体制整備に取り組みます。 

○ 里親家庭や児童養護施設で暮らす子どもたちが安心して学校生活を送ることができる

よう、教職員等に対して理解促進や里親制度の周知を図ります。また、社会的養護が必

要な子どもたちに対して、関係機関との連携による必要な支援を行います。 

○ さまざまな課題を抱える子どもに対する「チーム学校」による教育相談体制の充実の観

点から、心理・福祉の専門家であるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

など、多様な人材が指導に携わることができる体制を整えます。また、子どもたちの課題

を把握し、地域資源や専門機関を活用した適切な支援につなげるなど、子どもたちを取

り巻くさまざまな課題に対する早期発見・早期対応のための取組を推進します。 

② 高等学校中途退学等への対応 

○ 中学校では、高等学校の教育内容や特色を周知するとともに、高等学校では、定期的

にガイダンスや個別面談等を実施するなどして、生徒が自らの興味・関心や適性に基づ

き、将来に対する目的意識を持つことができる取組を進めます。 

○ 学ぶ意欲のある生徒や、やむを得ず中途退学に至った生徒に対し、学習の継続や学び

直しができるよう、転入学や編入学制度を適切に活用した進路選択を支援するととも

に、地域若者サポートステーションなどの関係機関と連携し、「働き出す力」を引き出す取

組を進めます。 

○ 高校中退者等が、他者や社会とつながろうとするきっかけを得るとともに、自身の興

味・関心の幅を広げたり、強みに気づいたりすることができるよう、オンライン会議サービ

スやメタバースによるICTを活用した交流を進めるなど、オンラインの居場所づくりを推

進します。 

③ 教育費負担を軽減する取組の推進 

○ 教育費の負担軽減を図るため、高等学校等の授業料を高等学校等就学支援金により

支援するとともに、低所得世帯の授業料以外の教育費について、高校生等奨学給付金

を支給します。また、学習意欲がありながら、経済的な理由により高等学校等における修

学が困難な生徒に対し、高等学校等修学奨学金を無利子で貸与することにより、修学を

支援します。 

 

 

  

                                                   
75 令和５（２０２３）年１０月に三重県が作成したハンドブック。ヤングケアラーと思われる子どもに気づく

ポイントやヤングケアラー支援の留意点、関係機関との連携のポイント等が掲載されています。 
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ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

子どもの居場所数 ※１ ２３２ ４０８ 

中途退学した高校生の割合 ※２ 0.4０% 

（Ｒ４） 

0.3２% 

※１ 子ども食堂や学習支援の場など、学校や家庭以外で子どもが気軽に集える「子どもの居場所」の数

（三重県子ども・福祉部、三重県教育委員会調べ） 

※２ 県立高等学校（全日制・定時制・通信制）に入学した生徒のうち、「学業不振」、「学校生活・学業不

適応」、「経済的理由」を理由として中途退学した生徒の割合（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策６ 学びを支える教育環境の整備 

（１）教職員の資質向上・人材確保とコンプライアンスの推進 

 

め ざ す 姿  

教職員が、コンプライアンス意識を高く持ち、子どもたちの主体的な学びを支援する力や

多様な教育課題に対応できる専門的指導力を身につけ、学校・家庭・地域が連携・協働しな

がら、子どもたちに持続可能で豊かな未来を創っていく力を育む教育を実践しています。ま

た、時代の変化に応じた資質・能力を身につけた教職員を安定的に確保しています。 

 

現状と課題  

① 教職員は、これからの社会を担う子どもたち一人ひとりの力を最大限に引き出し、主体

的な学びを支える伴走者として、教職に必要な素養、学習指導、生徒指導、特別な支援

を必要とする子どもたちへの対応等の資質・能力の向上に向け、教職生涯を通じ学び続

ける必要があります。 

② 教職員は、いじめへの対応、不登校児童生徒や特別な支援を必要とする子どもたち、

外国人児童生徒への支援など、子どもたちを取り巻く課題の多様化、社会の変化に対応

できる高い専門性と組織的に対応できる力を身につける必要があります。 

③ 経験豊かな教職員の退職と若手教職員の増加に伴い、学校における年齢構成が大き

く変化していることから、これまでの教育実践の蓄積を引き継ぎつつ、若手教職員を育

成する必要があります。 

④ 近年、教員採用選考試験における受験者の減少と教員不足の深刻化が懸念されてお

り、教員採用選考試験をとおした高い専門性と豊かな人間性を備えた人材の採用に加

え、育児休業等の代替職員の確実な確保が喫緊の課題となっています。質の高い人材

確保に向けて、教職を志す人が高い意欲を持ち続けられるよう、教職の魅力発信や現場

を体験できる取組を進める必要があります。 

⑤ コロナ禍において学校のＩＣＴ環境が急速に整ったことにより、研修のオンライン化を進

めてきました。引き続き、教職員が子どもたちと向き合う時間を確保しつつ研修に参加で

きるよう、多様な形態で実施するなど、研修に参加しやすい環境の整備をさらに進める

必要があります。 

⑥ 会議、面談、研修等のあらゆる機会をとおして教職員のコンプライアンス意識の向上に

取り組んできましたが、依然として不祥事が発生しています。公教育への信頼を確保す

るため、県教育委員会と市町等教育委員会が連携し、不祥事の根絶に向け取組を推進

する必要があります。 

 
 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 「新たな教師の学びの姿」の実現に向けた研修の効果的な実施 

○ 「校長及び教員の資質の向上に関する指標」に基づき、経験や職種に応じた研修を実

施することにより、教職員が、コンプライアンス等の教職に必要な素養、学習指導や生徒

指導等のさまざまな教育課題に対応できる専門的指導力の向上に取り組みます。 

○ 教職員が研修履歴を活用して自らの学びを振り返るとともに、学校管理職等が対話を

とおした適切な指導・助言を行うことができるよう、多様な専門性に対応した研修を実施

し、教職員が主体的に資質・能力の向上を図ることができるよう取り組みます。 

○ 学習指導要領をふまえた学習者中心の授業づくりに向けた専門的な知識・技能の向上

を図る研修を実施し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図ります。 

○ いじめや不登校、特別な支援を必要とする子どもたち等への支援のあり方や組織的な

対応、授業におけるＩＣＴの効果的な利活用等について学ぶ研修を実施し、教職員が時

代の変化に応じた高い資質・能力を身につけられるよう取り組みます。 

○ 経験に応じたマネジメント力の向上を図る研修を実施し、教職員の学校マネジメントに

ついての理解を深め、対話と気づきによる継続的な改善活動につなげます。 

○ 授業研究や学校におけるＯＪＴ（On-the-Job Training）を推進する研修を実施し、

校内研修を組織的かつ計画的に推進する教職員の育成に取り組みます。 

○ 若手教職員を対象とする研修を実施し、経験の浅い教職員の実践力を磨き、教職に必

要な基礎・基盤を培います。 

② 研修に参加しやすい環境の整備 

○ 市町等教育委員会や教育研究所との連携による研修を地域で開催するなど、教職員

が参加しやすい環境を整えます。 

○ Web会議システムを活用した研修やオンデマンド型研修を効果的に実施し、教職員が

自らの課題に応じて、どこでも研修を受けられる環境の整備を進めます。 

③ 教職の魅力発信と教職員の人材確保に向けた取組 

○ 教職を志す人材を着実に確保していくため、高校生や大学１・２年生などの早い段階か

ら教職ガイダンスを実施するとともに、オンラインによる説明会も活用しながら、学生だけ

でなく社会人も含めたさまざまな立場の人を対象に、子どもたちの人生に影響を与えて

成長を実感できる喜びを感じられるなど、教職の魅力を発信する取組を実施します。 
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○ 教員養成を担う大学と連携し、定期的な意見交換等により教員確保に向けた課題を共

有するとともに、教員を志す学生が、現職教員と共に研修を受講するなど、教職の魅力

ややりがいを感じることができる機会を確保します。 

○ 教育アシスタントなど学校現場における体験を重視した活動を実施し、教員の養成段

階における学びと採用段階で求められる資質・能力をより効果的に結びつける取組を推

進します。 

○ 高い専門性と豊かな人間性を備えた人材を確保して複雑化・多様化する教育課題に

対応するため、教員採用選考試験の実施方法や応募要件等の点検・見直しを行い、継

続して改善に取り組みます。また、教員の採用選考時期が民間企業等と比べて遅く、優

れた人材を確保する上での課題となっているため、教員採用選考試験の早期化に取り

組みます。 

○ 教職を志す人の採用の機会を増やすとともに、これまでより早期に任用を確定できる

よう、教員採用選考試験と併せた育児休業等代替任期付講師等の選考を進めます。 

〇 退職教員や教員免許状を有していながら教職に就いていない人に向けた情報発信な

ど、人材の掘り起こしを進め、教員不足の解消につなげます。 

④ 教職員育成支援のための人事評価制度の適切な実施 

○ 教職員の主体的な教育実践や自己啓発を促し、能力・意欲の向上を図るとともに、組

織の目標を共有しつつ教職員の協力・協働が進むよう、人事評価制度の適切な運用を

とおして教職員の育成につなげます。 

⑤ 不祥事の根絶とコンプライアンスの推進 

○ 不祥事の未然防止やコンプライアンスについての年次別研修や校内研修等を実施す

ることにより、教職員のコンプライアンス意識を高めます。 

○ 県立学校においては、各学校に設置する「学校信頼向上委員会」で検討した取組を、

「信頼される学校であるための行動計画」に位置づけ、不祥事の根絶に向けて取り組み

ます。小中学校においても、市町等教育委員会と連携して不祥事根絶に向けた取組を

進めます。 

○ わいせつ行為やセクシュアルハラスメント、体罰に係るアンケート等を定期的に実施し、

調査結果を用いて各学校で子どもたちへの関わり方を見直す機会を設け、わいせつ行

為や体罰等の未然防止に取り組みます。 
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○ 教職員一人ひとりが常に自己の使命と職責の重大さを認識し、コンプライアンスを自分

事としてとらえることにより、教育に対する県民の皆さんの信頼の確保に努めるよう、各

種会議や管理職による面談など、あらゆる機会を通じて、綱紀粛正と服務規律を徹底し

ます。 

○ 不祥事根絶やコンプライアンス意識の確立に向けた取組については、定期的に実施状

況を確認し、実効性があるものとなるよう検証・見直しを行います。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

研修とその後の教育実践により自らの資質・

能力の向上が図られたとする教職員の割合 
※１ 

51.2% 

（R4） 
62.0% 

リーダーシップを発揮して、課題の改善に向

け学校マネジメントの取組をより効果的に進

めている学校の割合 ※２ 

小学校 

44.6% 

中学校 

47.7% 

県立学校 

36.3% 

（R4） 

小学校 

50.0% 

中学校 

53.0% 

県立学校 

42.0% 

コンプライアンスの徹底に取り組んだ所属・

公立学校の割合 ※３ 
１０0% 

（R4） 

１０0% 

※１ 「研修とその後の教育実践により自らのライフステージに応じた資質・能力を高めることができまし

たか」という質問に対して、「できた」と回答した教職員の割合（三重県教育委員会調べ） 

※２ 「研修の成果や自身の経験を反映させ、課題の改善に向け組織的に取り組むことができましたか」

という質問に対して、最も肯定的な選択肢である「取り組んでいる」と回答した公立小中学校および

県立学校の割合（三重県教育委員会調べ） 

※３ 組織マネジメントシート（教育委員会事務局）、学校マネジメントシートまたは行動計画（県立学校）、

学校経営の改革方針等（小中学校等）において掲げたコンプライアンスに係る目標について、年度

末時点で「達成済み」となった所属・公立学校の割合（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策６ 学びを支える教育環境の整備 

（２）学校における働き方改革の推進 

 

め ざ す 姿  

教職員が子どもたちのための質の高い授業づくりや子どもたちと向き合う時間を確保

し、日々の生活の質や教職員としての人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を

高め、より効果的な教育活動を持続的に行っています。 

 

現状と課題  

① 子どもたちを取り巻く環境が大きく変化し、特別な支援を必要とする子どもたちや不登

校児童生徒、日本語指導が必要な外国人児童生徒の増加など、学校の抱える課題が複

雑化・多様化する中、教職員の業務が長時間に及ぶ実態は深刻であり、直ちに解消され

なければならない喫緊の課題となっています。 

令和元（2019）年12月に改正された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等

に関する特別措置法」に基づき、教育委員会規則等において、令和２（2020）年４月か

ら、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い一時

的または突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合を除き、教職員の

時間外在校等時間の上限を月 45 時間、年 360 時間とすることを定めました。 

上限時間の遵守に向け、学校および教職員が担う業務の明確化・適正化を進めるとと

もに、調査・会議・研修等の見直し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、部活動指導員等の専門人材の拡充、全ての学校へのスクール・サポート・スタッフ

の配置などの環境整備を進めてきました。 

こうした取組により、時間外在校等時間の上限を超える教職員数については減少して

いるものの、教職員の長時間労働が解消されるまでには至っていない状況であることか

ら、全ての教職員がやりがいを持っていきいきと働き続けられるよう、各学校の実情をふ

まえた時間外在校等時間の削減に向けた課題を解消するための取組を実施するなど、

学校における働き方改革をより一層進める必要があります。 

② 学校および教職員が担う業務は、学習指導や生徒指導、進路指導、学校運営業務など

多岐にわたる中、教職員が業務に集中できるよう、教職員が担う業務の明確化・適正化

をより一層進める必要があります。 

③ 学校の抱える課題が複雑化・多様化する中、教職員だけでは対応が難しい状況となっ

ており、教職員と各分野に専門性を有する多様な人材がそれぞれの役割を担い、連携し

て子どもたちを支援する「チームとしての学校」の体制整備を進めるとともに、引き続き、

専門人材や地域人材の充実を図る必要があります。部活動については、部活動指導員

等の活用や地域スポーツ団体との連携など、専門的な指導の充実を図り教職員の負担

を軽減しながら、子どもたちにとって望ましい活動となるよう取組を進める必要がありま

す。 

施 策 名 
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④ 教職員の働き方については、多様な勤務形態を選択できるようになっている一方、男

性の育児休業取得率は低い水準となっています。教職員同士が互いを認め合い、さま

ざまなハラスメントがなく協力し合える組織風土を醸成するとともに、育児や介護などラ

イフステージの変化、障がいの有無などそれぞれの状況に応じ、全ての教職員がいきい

きと働き続けられる職場環境づくりを一層進める必要があります。 

⑤ 教職員の多忙化と業務の困難化が進み、心身のストレスの高まりをもたらしています。

近年、精神神経系疾患により休職となった教職員の割合は全国平均を下回っているも

のの、毎年一定数の教職員がメンタルヘルスの不調により休職する状態が続いているこ

とから、引き続き、支援体制を充実させていく必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① 時間外在校等時間削減に向けた取組 

○ 時間外在校等時間の上限の遵守に向けて、タイムカード等の活用により日々の勤務時

間を客観的に把握するとともに、時間外在校等時間が月45時間を超えた場合には必要

な措置を講ずるなど、安全・健康に配慮した時間外労働を含む教職員の勤務時間管理

の徹底を図ります。 

○ 労働基準法第36条に基づく労使協定の対象となる職員の時間外勤務については、労

使協定の範囲内であっても安全・健康に労働できるよう配慮します。 

○ 全ての公立学校が統一して取り組む「定時退校日の設定」、「部活動休養日の設定」、

「会議時間の短縮」に加え、「学校閉校日の設定」については、効率的な業務遂行や労働

環境の改善のみならず、子どもたちや保護者、地域の方々に「学校における働き方改革」

の理解・協力を得る機会として進めていきます。 

○ 全国の学校における働き方改革の事例を共有するなどして、校務支援システムやデジ

タル採点システムの導入、留守番電話の設置などの取組を市町が進められるよう取り組

みます。 

○ 調査・会議・研修等の見直しや、オンライン会議や掲示板・メールによる打合せの削減、

各種調査のWebアンケート化など、ICTを活用した業務の効率化の取組を進めます。 

○ 各学校の実情をふまえ時間外在校等時間削減に向けた課題を解消するための取組や

目標を定めるとともに、校長がリーダーシップを発揮して学校における働き方改革を推

進できるよう取り組みます。また、取組については、ＰＤＣＡサイクルを活用して、改善を

図ります。 
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② 学校・教職員が担う業務の適正化 

○ 学校および教職員が担う業務の明確化・適正化を通じて、教職員が本来業務に集中で

きる勤務環境を整備し、在校等時間の削減を図ります。 

○ PTA等と連携し、教職員がその専門性を必要とする業務により注力できるよう、行事

等の教育活動における役割を分担したり、保護者や地域に対し学校における働き方改革

への理解・協力を得たりする取組を進めます。 

③ 専門人材や地域人材の活用 

○ 学校や子どもたちの実情をふまえ、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

などの専門人材の配置に取り組むとともに、教職員の業務負担軽減のためのスクール・

サポート・スタッフ等の地域人材を配置します。また、保護者や地域人材の知識・技能を

活用した学校支援活動などの取組や、教職員だけでは対応が難しい複雑化・多様化した

学校の課題に県や市町と学校が一体となって対応する学校支援体制づくりを進めます。 

○ 部活動については、部活動指導員等の配置や、地域スポーツ団体と連携した中学校に

おける休日の部活動の地域移行などの取組を通じて、教職員の負担軽減を図り、持続

可能な部活動となるよう取組を進めます。 

④ 職場環境や組織風土づくりの改善を一層推進するための取組 

○ セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等のハラスメントのない職場づくりに取り

組むとともに、「子育て支援アクションプラン76」に基づく次世代育成支援の取組を進めま

す。特に、子育て期にある男性職員の育児参画を促進するための休暇制度等の周知徹

底、管理職による休暇取得の働きかけ、休暇を取得する教職員を支援する職場の環境

づくり等を進めます。 

○ 障がいのある教職員がやりがいを持っていきいきと働き続けられるよう、管理職をはじ

め、教職員が障がい者に対する理解を深めるとともに、個性と能力を発揮できるよう、障

がい者一人ひとりが置かれている状況をふまえ、働き方や業務内容、サポート体制を工

夫し、障がいのある方にとって働きやすい職場環境づくりに取り組みます。 

○ 教職員の満足度を定期的に調査・分析することにより、職場環境や組織風土の状況を

把握し、改善につなげます。 

 

                                                   
76 「次世代育成支援対策推進法」に基づいて策定した第４期三重県教育委員会特定事業主行動計

画。 
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⑤ 教職員の健康管理 

○ 教職員の安全と健康の増進に向け、安全衛生委員会等を通じて安全衛生管理体制の

充実を図り、職場巡視、安全衛生研修、定期健康診断、事後指導および感染症対策等に

よる疾病予防対策を進めます。また、過重労働に該当する教職員の健康状態や疲労度

を把握するとともに、校長や産業医による面接を実施し、教職員の心身の健康障がい防

止のための対策を行います。 

⑥ 教職員のメンタルヘルス対策 

○ 管理職を含む教職員を対象としてメンタルヘルス対策に関する各種研修を行うととも

に、全ての公立学校でストレスチェックを実施し、その結果を活用して教職員自らが積極

的に心身の健康づくりに取り組めるよう支援します。 

○ 心身の不調が認められる教職員への専門医・心理の専門家・保健師等による相談を実

施し、早期発見・早期対応によりメンタルヘルス不調の予防と回復を支援します。 

○ 精神神経系疾患により休暇および休職中の教職員の円滑な職場復帰と再発防止のた

め、職場復帰訓練や心理の専門家等による支援を実施します。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

総勤務時間に関する教職員の満足度 ※ 2.3９ 2.73 

※ 「教職員満足度調査」（公立小中学校および県立学校対象）における「総勤務時間」の項目の満足度

（５点満点）（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策６ 学びを支える教育環境の整備 

（３）ＩＣＴを活用した教育の推進 

 

め ざ す 姿  

学校のＩＣＴ環境が十分に整備され、さまざまなデジタルツールの活用をとおして、子ども

たち一人ひとりに最適で効果的な学びが行われることで、子どもたちが急速に進展するデ

ジタル社会で活躍するための情報活用能力を身につけています。 

 

現状と課題  

① 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、学校におけるＩＣＴ環境が急速に整え

られ、１人１台端末などICTを用いた新たな教育が始まっています。授業での活用に加

え、家庭学習や連絡手段などとしても活用が進むとともに、デジタル教科書の導入・拡大

が予定されるなど、教育においてICTの果たす役割はますます大きくなっていくと考えら

れます。今後も、社会全体におけるＩＣＴの高度化の進展と、それに伴うＥｄＴｅｃｈ77の更

なる進展が予測されることから、引き続き、これらの変化に対応しながら、学校における 

ＩＣＴの効果的な活用を進めるとともに、個別最適な学びの実現や、困難を抱える子ども

の早期発見等につながるよう、教育データを効果的に利活用することが求められます。 

② 変化が激しく、将来の予測が難しい社会において、子どもたちが情報を主体的にとらえ

ながら、何が重要かを主体的に考えることが求められており、令和７（2025）年度から大

学入学共通テストの出題教科に「情報Ⅰ」が導入されることが決定されました。ICTを効

果的に活用して、問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適切かつ効果的に活用し

ていく必要があります。 

③ 学校における１人１台端末の活用が進むとともに、家庭では子どもたちがインターネット

に触れる機会が増加しています。インターネットには、匿名性、拡散性などの特徴がある

ため、子どもたちがインターネットを通じた犯罪やトラブルに巻き込まれたり、有害情報等

に触れたりする危険が増しています。こうしたことから、子どもたちの発達段階に応じた

情報モラル教育を進める必要があります。 

④ 子どもたち一人ひとりに情報活用能力を育むとともに、ICTを活用して学ぶ場面を効

果的に授業に取り入れるため、教職員一人ひとりのＩＣＴ活用指導力の向上を図る必要

があります。 

⑤ 学校の業務等において、校務支援システムの導入や、会議のオンライン化・ペーパーレ

ス化、Ｗｅｂアンケートの活用、デジタル採点システム等の個別システムの導入など、さま

ざまな場面でデジタル化が進みました。引き続き、校務の効率化の取組を進め、教職員

の業務の負担軽減や業務の効率化を図る必要があります。 

                                                   
77 教育におけるＡＩ、ビッグデータ等のさまざまな新しいテクノロジーを活用したあらゆる取組。 

施 策 名 
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⑥ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大時には、各学校でオンライン授業等が行われ、 

ＩＣＴを活用した学びが身近なものとなり、日々の授業や家庭学習、さまざまな事情で通

学できない子どもたちの学習にもＩＣＴが活用されています。一方で、不登校児童生徒や

日本語指導が必要な外国人児童生徒の増加など学校の抱える課題が複雑化・多様化す

る中、急速に進展するＩＣＴを十分に活用して、課題の解決を図る必要があります。 

⑦ 学校の無線環境や情報機器などのＩＣＴ環境は一定整備されましたが、それらを維持・

更新するとともに、デジタル技術の進展に応じたものとなるよう、取組を進める必要があ

ります。 

⑧ 近年、対話型生成ＡＩが急速に普及するとともに、画像や映像、音声などの生成AIも目

覚ましい進歩を遂げています。今後、生成ＡＩの技術はさらに急速に進展し、複数の生成

AIの組合せ、従来のアプリやＷｅｂサービスへの組込みや、新たなサービスの出現など、

さまざまな形で人びとの生活に浸透していくことが考えられることから、生成AIの利用が

もたらす効果と生じ得るリスクをふまえて対応していく必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① ICTを活用した教育の推進 

○ 学校におけるICTの活用をさらに進めるため、ＩＣＴを教育活動で用いる意識の一層の

浸透を図るとともに、ICTの利活用に関する支援体制の充実を図ります。また、学校にお

けるＩＣＴの基本的な活用水準を向上し、さらに発展的な方法を工夫改善するという好循

環を作り出すことができるよう、活用されているアプリやサービスの情報・使用例、先進

的な取組などの横展開に取り組みます。加えて、学習履歴など教育データを学校現場で

効果的に利活用できるようにするための取組を進めます。 

○ 教育活動や校務において、ＩＣＴの活用の効果を最大限に発揮するため、ＩＣＴの活用を

進めることで生じ得るリスクに配慮しつつ、ICTを活用した試行的な取組を積極的に行

い、新たなアイデアの創出やさまざまな課題の解消を図るとともに、ＩCTの高度化の進展

により顕在化する新たな課題への対応を進めます。 

○ 高等学校においては、ＩＣＴを活用し、学校の枠を越えた遠隔合同学習を進めます。ま

た、生徒の興味・関心が高まるよう、文理横断的・探究的な学習にＩＣＴを活用します。 

② 情報活用能力の育成 

○ さまざまな学習活動において１人１台端末など情報機器の活用を進めることにより、子

どもたちが情報機器の基本的な操作や活用方法を習得できるよう取り組むとともに、イ

ンターネット等から必要な情報を収集し、その適否を判断し、適切に創造・発信する力の

育成を図ります。 



 

 145 

○ 各教科等におけるさまざまな学習活動をとおして、人びとの生活を便利で豊かなもの

にしているプログラミングの働きやよさについて気づきを促すとともに、情報機器等を用

いて問題を見いだして解決策を考える力や情報手段を適切に活用する力を育成しま

す。特に、高等学校の教科「情報」では、問題の発見・解決に向けて情報と情報技術を適

切かつ効果的に活用し、情報社会に主体的に参画するための力を育成します。 

○ 子どもたちが、ネットいじめなどの人間関係上のトラブルやインターネット上での誹謗中

傷・ネット炎上などの当事者となったり、有害情報に触れたりすることなどがないよう、情

報セキュリティを含む情報モラル教育を一層推進するとともに、ＳＮＳをはじめとしたイン

ターネットの適切な利用およびフィルタリングの普及促進のための広報啓発活動や非行

防止教室等の取組を推進します。 

③ 教職員の指導力向上 

○ 教職員を対象としたＩＣＴの活用技術・情報リテラシー78等に関する研修の実施やICT

専門人材の活用、自治体・学校・教職員間におけるＩＣＴ教育手法の蓄積・共有などを通

じて、教職員のＩＣＴ活用指導力の向上を図ります。 

④ ＩＣＴを活用した校務の効率化の推進 

○ クラウド環境の活用や、新たなアプリ・Ｗｅｂサービスの導入、システム間の連携強化な

どを通じて、校務の効率化を進めます。 

⑤ ICTを活用した諸課題の解決 

○ 感染症の拡大や災害の発生などの緊急事態における学びや、病気療養などさまざまな

事情で登校できない子どもたちの学びの保障のため、ICTの活用を積極的に進めます。 

○ 外国人児童生徒が県内全域で質の高い日本語教育カリキュラムを受けることができる

よう、オンラインを活用した日本語指導を進めます。（再掲） 

○ さまざまな事情を抱える不登校児童生徒や高校中退者等を支援するため、オンライン

会議サービスやメタバースによるICTを活用した交流を進めるなど、オンラインの居場所

づくりを推進します。 

○ 児童生徒数が少ない学校においては、ＩＣＴを活用して小規模単独ではなし得ない特

色・魅力ある教育の実現に向けた取組を進めます。 

 

                                                   
78 メディアやインターネットサイト等から得られる大量の情報から自身に必要なものを収集し、それを

適切に評価、管理等を行って、活用するための能力。 
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⑥ ＩＣＴ環境の整備の推進 

○ 学校のICT環境の維持・更新を行うとともに、IＣＴが絶えず進歩する中、教育における

ＩＣＴの活用を推進するため、ヘルプデスク等の支援体制も含め、IＣＴ環境の整備・充実

を進めます。 

⑦ 生成AIの利活用 

○ 教育活動や校務の改善、教育の諸課題の解決を図るため、生成AIに関する技術の進

展やアプリ・サービスの普及の状況をふまえながら、生成ＡＩの利活用を進めます。 

○ 生成ＡＩが急速に普及する中、そのリスク等に十分な対策を講じた上で、子どもたちの

発達の段階や実態をふまえ、情報活用能力の一部として生成ＡＩの仕組みの理解や生成

ＡＩを学びに生かす力を段階的に高めます。(再掲) 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

学習の中で ICT機器を使うのは勉強の役に

立つと思う子どもたちの割合 ※１ 

小学生 

６８．４％ 

中学生 

61.4％ 

小学生 

72.5％ 

中学生 

65.5％ 

１人１台端末を効果的に活用して指導できる

教職員の割合 ※２ 
８３．６% 100％ 

※１ 「学習の中でＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を使うのは勉強の役に立つと思うか」という質問に対し

て、最も肯定的な選択肢である「役に立つと思う」と回答した公立小中学校の児童生徒の割合（文

部科学省「全国学力・学習状況調査」） 

※２ 子どもたちがＩＣＴを活用して、互いの考えを交換し共有して話し合いなどができるように指導する

能力に関する問いに対して、肯定的に回答した教職員の割合（文部科学省「学校における教育の情

報化の実態等に関する調査」）  



 

 147 

基本施策６ 学びを支える教育環境の整備 

（４）地域とともにある学校づくり 

 

め ざ す 姿  

保護者や地域の方々が学校運営に参画し、学校・家庭・地域が一体となった教育活動が

進むとともに、地域の特色や資源を生かした教育が行われることにより、地域全体で子ども

たちの学びと育ちを支える体制が整っています。 

 

現状と課題  

① 子どもたちが変化の激しい社会を生きるために必要な資質・能力を、学校・家庭・地域

が連携・協働して育んでいくことが求められています。学校運営に保護者や地域の方々

が参画することを通じて、育みたい子ども像・めざすべき教育のビジョンを共有し、地域

ならではの特色を生かした「地域とともにある学校づくり」を支えるコミュニティ・スクール

の導入が進みつつある中、今後も、地域と学校の間を円滑に調整する地域学校協働活

動推進員等の配置を進め、コミュニティ・スクールのさらなる導入と拡大、内容の充実を

図る必要があります。 

② 高等学校では、保護者や地域住民等の学校関係者が、学校の運営方針や取組等の状

況について評価を行う学校関係者評価制度を用いて、地域と連携した特色ある学校づ

くりに取り組んでいます。学校関係者による学校運営方針や年間計画への意見・提言等

を通じて、学校運営の改善や地域との連携を進める必要があります。 

③ 学校において、保護者や地域の方々と連携・協働して教育活動や学校運営の質的向

上を図るとともに、地域全体で子どもたちの豊かな成長を支える活動や、共に地域を創

生する活動を進める必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① 「地域とともにある学校づくり」の推進 

○ 各市町の担当者を対象とした優良事例等の共有を行う研修会を開催するとともに、地

域とともにある学校づくりサポーターを学校等に講師として派遣したり、期待される効果

や先進事例を紹介したりすることにより、小中学校におけるコミュニティ・スクールのさら

なる導入と拡大、内容の充実を図ります。 

○ 地域の方々の知識や経験、技能を活用した教育活動を行うとともに、効果的な実践事

例を普及することにより、地域と学校が連携・協働して行う取組のさらなる推進を図りま

す。 

施 策 名 
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○ コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進を図るため、小中学校につい

ては、地域学校協働活動を進める市町等に対して支援を行います。また、地域学校協働

活動推進員等の配置を進め、学校と地域住民等との連携協力体制を整備します。 

〇 県立学校では、保護者や地域住民等の参画による学校運営の改善や地域との連携を

進めるとともに、地域と協働した学習を推進します。 

〇 高等学校では、小中学生向けの体験講座や、地域の方々を対象とした開放講座など授

業での学びを生かした高校生による講座、地域で活躍する経営者等による出前授業、地

元企業での体験的な学習活動等を推進します。 

② 地域と学校をつなぐコーディネート機能の強化 

○ 市町が配置する地域学校協働活動推進員等の資質向上に向け、交流会や研修を実施

します。 

○ 地域学校協働活動推進員等にさらなる学びの場を提供し、フォローアップすることで、

各地域における地域学校協働活動をより一層推進します。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

地域と連携した教育活動に取り組んでいる

小中学校の割合 ※ 

小学校 

８１．２% 

中学校 

６４．２％ 

小学校 

100% 

中学校 

100% 

※ 地域住民等の参画による学習支援に取り組んでいる公立小中学校の割合（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策６ 学びを支える教育環境の整備 

（５）学校の特色化・魅力化 

 

め ざ す 姿  

小学校から高等学校まで校種を越えた連携が進み、子どもたちが各学校で目標に向

かって意欲的に学んでいます。また、それぞれの地域や学科の特性に応じた高等学校の特

色化・魅力化が進み、子どもたちが自らの興味・関心に応じて主体的に学び、豊かな人間

性や社会性を身につける場となっています。 

 

現状と課題  

① 学習指導要領の着実な実施により義務教育の目的・目標の実現をめざす観点から、９

年間を見通した教育課程の編成や指導体制の構築が求められています。また、小学校

での教科担任制の導入や、小学校と中学校や中学校と高等学校など学校段階間の連携

の強化を含め、小学校から高等学校まで一貫性・連続性のある指導を確立していく必要

があります。 

② 高等学校等への進学率が約９９％に達し、入学動機や進路希望、学習経験、言語環境

など、さまざまな背景を持つ生徒が在籍していることから、生徒の多様な能力・適性、興

味・関心等に応じた学びを実現することが求められています。生徒の学習意欲を喚起

し、可能性や能力を最大限に引き出すため、高等学校の特色化・魅力化を推進する必要

があります。 

③ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、学習機会と学力の保障だけでなく、他の

子どもたちとの直接の関わりや体験活動を通じて多様な価値観に触れ、人間性・社会性

が育まれるという、学校の機能の重要性が再認識されました。少子化に伴う人口減少が

課題となる中、県内大学や企業、地域の方々・職業人等との連携を一層推進し、協働的

な学びや学習活動の機会を確保していく必要があります。 

④ 少子化に伴い、小中学校では従来の学校規模の維持が難しくなるなどの状況が生じて

います。また、今後の中学校卒業者数の減少の状況等をふまえると、これからの時代に

求められる学びを実現していくためには、現行の高等学校の配置を継続していくことは

難しい状況です。このため、学校の枠を越えた交流など、多様な学びの機会を確保する

とともに、各地域の学校のあり方について検討を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

施 策 名 
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主な取組内容  

① 学校段階間の円滑な接続の推進 

○ 「三重県保幼小の円滑な接続のための手引き」等を活用した実践事例の普及や、幼稚

園等と小学校等とが共同した接続カリキュラムの編成・実施等を推進します。（再掲） 

○ 小中学校教職員の交流推進や小中学校両方の免許を有する教員の適切な配置の推

進、教科担任制を含めた情報提供等を行うことにより、義務教育９年間を見通した教育

を推進します。また、校種を越えた教育方法の研究や各教科の接続等について、市町と

連携しながら取り組みます。 

〇 中学校では、高等学校の教育内容や特色を周知するとともに、高等学校では、定期的

にガイダンスや個別面談等を実施するなどして、生徒が自らの興味・関心や適性に基づ

き、将来に対する目的意識を持つことができる取組を進めます。（再掲） 

○ 中高一貫教育については、その理念や期待される教育効果、課題を明確にしつつ、県

内各地域の状況やニーズ等をふまえた検討を進めます。 

○ 大学教員等による高等学校での出前授業、高校生の大学での講義受講、大学の施設

等を利用した実験・実習、高校生と大学生・専門学校生が学び合う場の確保など、高等

学校と高等教育機関の連携を進め、円滑な接続につなげます。 

○ 子どもたちが、働くことや将来の自己実現に係る考え方の積み重ねと振り返りをとおし

て、自己のキャリア形成に生かしていくことができるよう、小中高等学校の12年間の活動

を記録する「キャリア・パスポート」を活用した学習を進めます。（再掲） 

○ 特別な支援を必要とする子どもたちが、安心して学ぶことができるよう、幼児期から学

齢期・社会参画に至るまで、「パーソナルファイル」を活用するなど、必要な支援情報を円

滑かつ確実に引き継ぎ、きめ細かな指導・支援を進めます。 

② 高等学校の特色化・魅力化 

○ 高等学校においては、学校に期待される社会的役割やめざすべき学校像であるスクー

ル・ミッションをふまえ、育成をめざす生徒の資質・能力、教育課程の編成・実施と入学

者受入れに関する方針をスクール・ポリシーとして策定・公表し、特色・魅力ある教育の

実現に取り組みます。また、新しい時代のニーズに応じた学科・コースの新設・改編や、

教育内容・方法の工夫・改善等を推進します。 
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○ 生徒の約６割が在籍する普通科・普通科系専門学科79では、探究的な学び・STEAM

教育等の教科横断的な学び・実践的な学びを推進します。また、学際的な学びに重点的

に取り組む学科や、地域社会に関する学びに重点的に取り組む学科等の設置について、

学校や地域の実態をふまえながら検討を進めます。 

○ 職業系専門学科80では、専門分野の知識・技術の習得や高度な資格の取得に取り組

むとともに、高等教育機関や産業界等と連携して、企業での実習や専門家による指導、

商品開発など、実践的な職業教育を推進します。 

○ 総合学科では、生徒が主体的に学習に取り組むことができるよう、「産業社会と人間」

や多様な科目を開設するなど、生徒の能力・適性等に対応した柔軟な教育活動を展開し

ます。 

○ 定時制・通信制課程では、さまざまな入学動機や学習経験等の背景を持つ多様な生徒

が在籍していることをふまえ、ＩＣＴを効果的に活用するなどきめ細かな指導を行います。

また、松阪高等学校通信制課程においてサテライト教室の設置に向けた研究を進めるな

ど、遠隔地に居住する生徒が面接指導（スクーリング）を受けやすい環境づくりに向けて

取り組みます。 

○ 生徒が興味・関心に応じて幅広く科目選択できるよう、ＩＣＴを活用して他の高等学校

で開設している科目を履修する仕組みなど、教育の質の向上につながる取組について

検討します。 

○ 「地域課題解決型キャリア教育モデル」81を活用し、地域課題解決型キャリア教育を、地

域の産業界や行政と連携しながら推進します。 

③ 地域の実情に応じた学校規模と配置の推進 

○ 小中学校の適正規模・適正配置をめざし学習環境の改善に取り組む市町等教育委員

会に対して、本県および他県における取組状況等の情報提供を行います。 

○ 少子化が進む中においても、これからの時代に求められる学びを実現していくため、県

立高等学校の学びと配置のあり方について、各地域の活性化協議会において具体的な

内容を丁寧に協議しながら、地域の実情に応じて検討します。 

 

                                                   
79 専門学科のうち、職業に関する学科以外の学科（理数科、体育科、英語コミュニケーション科、国際

科学科、国際文理科、応用デザイン科）のこと。 
80 専門学科のうち職業に関する学科（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉に関する学科）

のこと。 
81 地域の特色や産業を題材として生徒が主体的に取り組んだ学習の成果をふまえ、学習内容やその

進め方、学習により培われる生徒の資質・能力、学校と地域の関わり方等について、他校において推

進できるよう、三重県教育委員会が示した地域課題解決型キャリア教育のプログラム。 
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○ 木本高等学校と紀南高等学校を統合し、校舎制として設置する紀南地域新高等学校

（令和７（2025）年４月開校予定）においては、それぞれの学校が取り組んできた地域と

連携したきめ細かな学びを継承しつつ、両校舎が連携した多様な教育活動の実現に取

り組みます。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

授業で主体的に学習に取り組んでいる高校

生の割合 ※ 
81.８% 86.5% 

※ 「授業では、話し合う活動などをとおして、自分で考え、自分から取り組んでいると思いますか」とい

う質問に対して、肯定的な回答をした県立高校生の割合（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策６ 学びを支える教育環境の整備 

（６）学校施設の整備 

 

め ざ す 姿  

老朽化や生活様式の変化への対応が進み、安全で快適となった学校施設では、ユニ

バーサルデザインや自然環境に配慮する考え方も取り入れられ、子どもたち一人ひとりが

安心して学校生活を送っています。 

 

現状と課題  

① 学校施設は、子どもたちが学習など学校生活で多くの時間を過ごす施設ですが、県立

学校は建築から長期間経過している校舎が多いことから、安全・安心を確保しつつ、快

適で豊かな学びを実現するため、建物や設備の老朽化対策・耐震対策を計画的に進め

る必要があるとともに、近年の夏季の気温上昇による熱中症対策としても対応が必要な

空調整備やトイレの洋式化など設備面での機能強化や、新しい時代の多様な学びにも

柔軟に対応できる学校施設づくりを進める必要があります。 

② バリアフリーやユニバーサルデザイン82など、子どもたちや利用する人びとに優しい学

校施設づくりを進めていく必要があります。また、学校施設は、地震や台風などの災害時

には地域の避難所としての役割も果たす施設であり、安全・安心や快適性を有し、多様

な人びとの利用に配慮した誰もが利用しやすい施設であることは、地域の防災機能強化

にもつながります。 

③ 脱炭素社会の実現をめざした取組が求められる中、学校施設においても、省エネル

ギー化や再生可能エネルギーの導入を進めるとともに、温かみの感じられる学習の場づ

くりにも配慮し、県産材等を利用した整備を進める必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① 老朽化対策・耐震化対策の推進 

○ 県立学校において、屋上・外壁など校舎の経年劣化の修復や給排水設備・電気設備の

更新を「三重県立学校施設長寿命化実施計画」に基づき、計画的に進めます。また、校

舎の老朽化対策等と併せて非構造部材の耐震対策を進めるとともに、施設・設備の点

検や防犯対策など安全管理に取り組みます。 

小中学校等においても、老朽化対策や非構造部材の耐震対策が推進されるよう、市

町等教育委員会への情報提供や助言を行います。（一部再掲） 

                                                   
82 「全ての人のためのデザイン」を意味し、障がいの有無や年齢、性別等に関わらず、最初からできる

だけ多くの人が利用可能であるように施設、製品、制度等をデザインすること。 

施 策 名 



 

 154 

② 快適な学習環境づくりの推進 

○ 県立学校の空調設備について、これまで全ての普通教室に整備しましたが、設置後１５

年以上経過しているものが約４割となっていることから、計画的な更新に取り組みます。

また、特別教室については使用頻度の観点から、体育施設等については熱中症対策等

の観点から検討を行い、必要な取組を進めます。 

さらに、トイレの改修については、生活様式の変化や衛生環境の改善の視点、利用す

る子どもたちの意見などをふまえ、洋式化や乾式清掃の床への転換等の機能面の向上

について、「三重県立学校施設長寿命化実施計画」に基づき、屋外等のトイレも含め、計

画的に進めます。 

③ バリアフリー化の推進 

○ 各学校の状況に応じ、スロープ等の段差解消、多機能トイレ、エレベーター等のバリア

フリー改修を引き続き進めます。 

また、学校施設の整備・改修の際には、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律」（バリアフリー法）の趣旨やユニバーサルデザインの考え方もふまえ、子ど

もたちの多様性に配慮した利用しやすい施設となるよう取り組んでいきます。 

小中学校等においても、バリアフリー法令に基づき定められた文部科学省の整備目標

をふまえ、市町等教育委員会への情報提供や助言を行い、バリアフリー化を進めます。 

④ 自然環境を考慮した施設整備・改修の実施 

○ 温室効果ガスの排出量を削減するため、県立学校の施設設備においては「三重県地

球温暖化対策総合計画」に基づき、ＬＥＤ照明への更新を進め、省エネルギー化を推進

するとともに、太陽光発電設備の設置が可能と考えられる場所の調査を行うなど、太陽

光発電の導入に向けて取り組みます。 

また、建築物の木造化・木質化は、脱炭素化に資するとともに、温かみや心地よさが感

じられる空間の創出が期待されることから、「みえ木材利用方針」に基づき学校施設の整

備・改修を行います。 

⑤ 豊かな学びを支える施設整備・改修の実施 

○ 県立学校の整備・改修の際には、新しい時代の多様な学びの充実に向け、間仕切等の

変更が可能となるよう配慮するなど、学習内容や学習形態の変化に柔軟に対応できるよ

う取り組みます。 
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ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

学校施設の長寿命化計画に係る長寿命化改

修に着手した建物数 ※ 
41棟 ７８棟 

※ 「三重県立学校施設長寿命化実施計画」において計画している長寿命化改修に着手した建物の数

（累計）（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策６ 学びを支える教育環境の整備 

（７）家庭での学びの応援 

 

め ざ す 姿  

家庭の自主性や家族の多様性が尊重されており、社会全体で家庭を応援する気運醸成

が進んでいます。また、子どもたちが豊かな情操や人を思いやる心を持つとともに、基本的

な生活習慣、学習習慣等を身につけています。 

 

現状と課題  

① 家庭教育は全ての教育の原点であり、基本的な生活習慣・生活能力、人に対する信頼

感、豊かな情操、思いやり、規範意識、自立心や自制心、社会的なマナー等を身につけ

るとともに、自己肯定感を高める上で重要な役割を担っています。 

② 地域のつながりの希薄化や少子化の進行など子育て家庭をめぐる環境が変化するとと

もに、家族の多様化や共働き家庭の増加等により、保護者が身近な人から子育てを学

ぶ機会や子育て中の保護者同士がつながる機会が減少しています。このため、子育てや

家庭での教育に不安や悩みを持つ保護者の増加と保護者の孤立化が懸念されます。 

③ 子どもの健やかな成長のために必要となる「早寝・早起き・朝ごはん」などの家庭での

基本的生活習慣に乱れがみられる子どもがいます。 

④ 男性の育児休業等に関する制度の整備が進み、全国での取得率も上昇傾向にあるも

のの、依然として女性と比べ家事・育児に関わる時間や育児休業の取得率は低い状況

であることから、男性の育児参画の大切さや、内容の充実について、社会全体で意識を

高めていく必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① 保護者と子どもの学びの応援 

○ 家庭教育に関心を持つきっかけや、子育てや家庭での教育のヒント・気づきにつながる

よう、リーフレット等を作成したり、県ホームページ「みっぷる広場」に本県で家庭教育に

関わる方々のコラムを掲載したりするなど、保護者の不安の解消や学びにつなげます。 

 

○ 幼稚園等が、保護者同士の交流の機会を提供したり、子育てに関する相談対応・情報

提供を行ったりするなど、地域における幼児期の子育ての支援拠点としての役割を担え

るよう、地域子育て支援センター等の関係機関との連携を推進します。（再掲） 

 

施 策 名 
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○ 小中学生の学習習慣・読書習慣等の確立に向け、「全国学力・学習状況調査」における

児童生徒質問紙調査や、「みえスタディ・チェック」の学習や生活等に関する質問から、

学習習慣・読書習慣等の状況を継続的に把握するとともに、課題の改善に向け、子ども

たちの１人１台端末からダウンロードできるチェックシート等の活用を促進するなど、引き

続き、学校・家庭・地域が一体となった「みえの学力向上県民運動」の取組を進めます。

（再掲） 

○ 保護者や子育て支援関係者が集う講座やホームページにおいて、幼児期からの読書

の重要性や、子どもたちの発達段階に応じた効果的な読書活動の取組である「家庭読

書（家読（うちどく））」についての普及啓発等を通じ、家庭における読書活動を促進しま

す。（再掲） 

② さまざまな主体で子どもの豊かな育ちを支える取組の充実 

○ 「こども基本法」および「三重県子ども条例」の趣旨をふまえ、企業や子育て支援団体と

連携して、子どもの権利が守られ、豊かに育つことができる地域社会づくりを進めます。 

○ 子育てに優しい地域社会づくりに向け、趣旨に賛同する企業や団体で構成される「み

え次世代育成応援ネットワーク」等と連携して、さまざまな体験機会を提供するなど、子

どもの育ち、子育て家庭を支援します。 

○ 子育てには男性の育児参画が大切という考え方が職場や地域の中で広まるよう、普

及・啓発や情報発信、ネットワークづくりといった取組を進めるほか、イクボスの推進な

ど、仕事と育児を両立できる職場環境づくり等について、企業等に働きかけます。 

③ 家庭教育を応援する体制づくり 

○ 家庭・学校・地域の連携を推進することにより、地域全体で子どもを育てる社会づくり

につなげるため、地域の実情に応じて家庭を支える人材の養成のための講座を開催す

るなど、家庭のニーズをふまえながら人材の養成を進めます。 

○ 妊娠期から学齢期の子を持つ親同士が、子育てに関するさまざまなテーマについて話

し合い、悩みや思いを語り合う中で気づきを得たり、学んだりできる「みえの親スマイル

ワーク」等の参加型プログラムが市町の子育て支援センター等で広く展開されるよう、

ワークショップの進行役（ファシリテーター）の養成を三重県ＰＴＡ連合会・ＰＴＡ安全互助

会や市町と連携し進めます。 

○ 市町の子育て支援センターの職員や幼稚園教諭、保育士等に求められる保護者対応

や家庭の支援に関する専門性を高めるため、子育て支援員研修（地域子育て支援コー

ス）を実施し、教職員等の資質向上を図ります。 
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〇 放課後児童支援員認定資格研修や子育て支援員研修（放課後児童コース）を実施し、

学校や地域のさまざまな社会資源等と連携して、子どもの育成支援や家庭の子育て支

援に取り組む人材の養成や資質向上を図ります。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

家庭での学びを提供するホームページ「みっ

ぷる広場」に掲載したコラム数 ※１ 
76 

(R4) 

210 

家庭教育を応援する人材の養成数 

（「みえの親スマイルワーク」の進行役） ※２ 
21人 

(R4) 

145人 

※１ 家庭での学びを提供するホームページ「みっぷる広場」に掲載した、子育ての参考となるコラム数

（累計）（三重県子ども・福祉部調べ） 

※２ みえの親スマイルワーク養成講座に参加した市町の子育て支援センター職員や PTA 会員等の数

（累計）（三重県子ども・福祉部調べ） 
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基本施策６ 学びを支える教育環境の整備 

（８）社会教育の推進と地域の教育力の向上 

 

め ざ す 姿  

県民の皆さんが生涯にわたって生きがいを感じることができるよう、社会教育関係団体

やNPO、地域の方々といったさまざまな主体のネットワークの強化などを通じて、地域の中

で子どもたちを健やかに育む環境が整備されるとともに、地域社会の変化や技術の進歩に

対応した多様な学習機会が提供されています。 

 

現状と課題  

① 地域社会では、子どもたちの健やかな成長に向けて、体験活動や学習活動の機会が提

供されています。地域の教育力を子どもたちの成長により一層生かしていくためには、 

ＰＴＡやＮＰＯ、高等教育機関、放課後子ども教室の関係者など、さまざまな主体との連

携を進め、地域社会における教育の充実、拡大を図ることが求められています。 

② 新たな社会の到来による地域社会の変化に伴って、今後の公民館や公立図書館と

いった社会教育施設では、地域学習や多世代交流、学校と地域の連携、防災教育など

に関して地域づくりの拠点としての役割を担うとともに、全ての人びとが生涯を通じて、

それぞれのニーズに応じて学習することができる環境の実現に向けて、ＩＣＴを効果的に

活用しながら地域の課題や多様な学習ニーズに対応していく必要があります。 

③ 多様な地域課題や学習ニーズに対応するため、地域の社会教育の企画・立案や運営、

専門的・技術的な助言と指導を行い、地域住民の自発的な学習活動を支援することが

できるリーダー的な人材を育成していく必要があります。 

 

 

主な取組内容  

① さまざまな主体との連携・協働 

○ 地域社会における教育の充実を図るため、ＰＴＡやＮＰＯ、高等教育機関、放課後子ど

も教室の関係者など、さまざまな主体との情報交換・情報共有をとおして、相互のつなが

りを形成するネットワークを構築します。 

○ 地域において、「放課後子ども教室」等の設置・運営について支援するとともに、従事す

る職員に対する研修の機会を確保することなどをとおして、子どもたちが安全・安心に放

課後を過ごせる居場所を確保し、地域の方々の参画を得て、学ぶ機会や多様な体験・活

動が充実するよう、ネットワークの構築を図ります。また、地域と学校の協働を進め、より

一層学校施設の活用が行われるよう取り組みます。 

施 策 名 
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○ 公民館やコミュニティセンター等に対し、大学等の高等教育機関が持つ専門的知識や

技能、リスキリング83に資するプログラムを活用した出前講座を紹介するなど、リカレント

教育84の拡充に向けた取組を進めます。 

② 地域の課題や多様な学習ニーズへの対応 

○ 公民館等の社会教育施設が、多様な学習ニーズに応じた学習機会を提供できるよう、

さまざまな主体と連携して、市町の公民館等関係者を対象とする講習を実施し、地域課

題の解決やＩＣＴを活用した取組事例の紹介をとおして、地域における取組の活性化を

図ります。 

○ 鈴鹿青少年センターにおいて、青少年をはじめとした、幼児から高齢者までの幅広い

世代が、集い、にぎわい、つながるような空間を創出し、自然に親しみ、学び、楽しみなが

ら心身の健康維持や学習活動等を行うことができるプログラムを提供することで、青少

年の健全育成の取組を推進します。 

〇 熊野少年自然の家において、学校、スポーツ少年団等の社会教育関係団体、地域の自

治会等住民団体など、さまざまな主体と連携し、優れた自然環境の中で集団生活指導を

行うことにより、心身ともに健全な青少年の育成を図ります。 

○ 三重県総合博物館（ＭｉｅＭｕ）や三重県立美術館、斎宮歴史博物館、三重県総合文化

センター等において、子どもたちを対象とした参加体験型の学習プログラムや出前授業

等を実施します。 

③ 社会教育関係者の資質の向上 

○ 社会教育主事、社会教育委員、社会教育施設の関係者の研修・交流の場を設けるとと

もに、社会教育士制度や市町における先進的な社会教育活動の事例を紹介し、地域の

枠を越えた学習と相互の連携を進めます。 

○ 地域学校協働活動を推進する役割を担うコーディネーターの養成講座を実施するとと

もに、養成されたコーディネーターの資質向上に向けた交流会やフォローアップ研修を

実施することで、各地域における地域学校協働活動をより一層推進します。 

 

 

 

 

 

                                                   
83 新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するため

に、必要なスキルを獲得すること。 
84 学校教育からいったん離れた後も、それぞれのタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨

き続けていくこと。 
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ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

公民館等の社会教育活動として、ＩＣＴを活

用した取組を行っている市町の数 ※ 
10市町 

（R4） 

29市町 

※ 公民館等での社会教育活動において、オンラインを活用した取組・講座等を行っている市町の数

（三重県教育委員会調べ） 
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基本施策６ 学びを支える教育環境の整備 

（９）文化財の保存・活用・継承 

 

め ざ す 姿  

子どもたちをはじめとする多くの方々が文化財について学び、親しみ、その価値につい

ての理解を深めることで、地域の宝である文化財が保存・活用・継承されています。 

 

現状と課題  

① 本県には、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」や国指定無形民俗文化財「鳥羽・志

摩の海女漁の技術」など、特色ある歴史や風土に育まれた多くの有形・無形の文化財が

残されています。今後、新たに価値が認められた文化財は、指定等の手続きを的確に進

め、保護を図っていく必要があります。 

② 文化財を適切に保存し、次世代へ引き継いでいくことが必要ですが、少子高齢化、過

疎化の進行等により、文化財の維持管理や伝統的な民俗行事の継承が困難になってい

ます。また、自然環境の変化による貴重な動植物の絶滅等が危惧されており、保存に向

けた対応が求められています。 

③ 文化財を保存し継承していくためには、広く文化財への理解を深めるとともに、地域社

会総がかりで文化財を保存・活用する環境を整え、魅力ある地域づくりに向けた取組を

進めることが求められています。 

 

 

主な取組内容  

① 文化財の調査と指定 

○ 文化財を将来にわたって保存・継承するため、本県にとって特に重要な文化財につい

ては、三重県文化財保護審議会への諮問・答申を経て、指定を行います。また、全国的

にみて貴重な文化財については、国指定等となるよう、所有者の意向を確認しながら国

への働きかけを積極的に行います。 

② 文化財の修理・整備と継承 

○ 国・県指定等文化財で、修復や再生、継承のための取組が必要なものについては、所

有者や市町と調整の上、保存のための支援を行うとともに、その活用のための情報発信

を積極的に実施します。 

 

 

施 策 名 



 

 166 

○ 民俗文化財の継承については、市町や保持団体と密に情報共有を行い、それぞれの

実情に応じた対応を行います。 

○ 貴重な動植物等を保護するため、関係機関と連携して現状把握調査を実施し、保護の

ための方針を定めます。 

③ 文化財の保存・活用の推進 

○ 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」については、世界遺産の追加登録の実現に向け

て、関連する文化財に新たな価値づけを行い、複数市町にまたがる構成文化財を一体と

して保護するとともに、末永く守り伝えられるよう関係する地元の気運を高める取組を進

めていきます。 

○ 子どもたちが郷土を愛し、文化財を受け継ぐ人へと育つよう、市町と連携し、文化財体

験イベントや、県内で催される祭りを体感するプログラムなど、子どもたちが文化財の価

値を理解したり、魅力に触れたりする機会を創出します。 

○ 国指定無形民俗文化財「鳥羽・志摩の海女漁の技術」をはじめとする県内の魅力ある

文化財について、パネル展やSNS等による啓発・情報発信に取り組むとともに、三重県

埋蔵文化財センターにおいて、公開講座や展示会開催等の取組を進め、県民の皆さん

が文化財への理解を深められる機会を提供します。 

○ 県内の文化財について、「三重県文化財保存活用大綱」に基づき、地域社会総がかり

での文化財保護への取組方針を示し、市町に対する支援を行うとともに、防災および災

害発生時には、「三重県文化資産防災ネットワーク要綱」に基づき、県内の文化財を災害

から守るための取組を行います。 

○ 国・県指定等文化財をはじめとした文化財の保存・活用が地域社会総がかりで計画的

に進められるよう、市町による文化財保存活用地域計画85の作成を積極的に支援しま

す。 

 

 

ＫＰＩ（重要業績評価指標）  

項 目 
現状値 

（令和 5年度） 
目標値 

（令和９年度） 

三重県内の国・県指定等文化財数 ※ １,２２３件 

（R4） 

１,２８７件 

※ 国の指定・選定・選択・登録文化財、県の指定・選択文化財の数（累計）（三重県教育委員会調べ）  

                                                   
85 市町が策定する文化財の保存・活用に関する目標や具体的な取組内容を定めた計画。 
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第３章 教育ビジョンの実現に向けて 

１ 教育ビジョンの進行管理 

○ 本ビジョンの進行管理にあたっては、毎年度、KPI（重要業績評価指標）の達成状況

と評価を、県議会をはじめ三重県教育改革推進会議等の関係会議に報告するととも

に、県のＷｅｂサイトで公表します。また、会議等での意見をふまえて取組の改善を行

い、次年度以降の施策展開に生かすなど、ＰＤＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクル

に基づく進行管理を行います。 

２ 多様な担い手との連携・協働 

○ 子どもたちにこれからの時代に求められる力を育んでいくとともに、ますます複雑

化・多様化する教育を取り巻く課題を乗り越えていくためには、学校や行政のみなら

ず、全ての県民が教育の当事者としての自覚を持ち、社会総がかりで本県の教育の

推進に取り組んでいくことが大切です。 

○ 保護者、地域の方々、市町等に対しては、「三重県教育ビジョン」の共有と教育活動

への積極的な参画・連携を期待しています。学校や行政の役割、家庭や地域・企業等

に期待される役割は次のとおりです。 

▽ 「学校」の役割 

学校は、教職員が高い志と使命感を持って子どもたちと向き合うことや家庭・地

域と連携することを通じ、一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、「自立する力」、

「共生する力」、「創造する力」を育みます。また、学校は、学習機会と学力の保障や

全人的な発達・成長の保障、身体的・精神的な健康を保障する役割を担っていくと

ともに、教育活動に関する情報を積極的に公開したり、教職員の資質向上を図った

りすることで、地域に開かれ、信頼される学校づくりを進めます。 

 

▽ 「家庭」の役割 

家庭は、子どもの健やかな育ちの基盤として、安心して生活できる環境を整え、深

い愛情を持って子どもを温かく育みます。また、家庭は、教育の第一義的責任者とし

て、生活のために必要な習慣を身につけさせるとともに、自立心を育成し、心身の調

和のとれた発達を図ります。あわせて、学校との連携を深め、家庭での教育を通じ

て、学力・体力の向上、道徳教育等の教育効果を相乗的に高め合います。 
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▽ 「地域・企業」の役割 

地域・企業は、インターンシップや職場体験活動、社会貢献活動、文化芸術・ス

ポーツ活動などのリアルな体験・交流活動や、子どもたち一人ひとりのさまざまな教

育的ニーズをふまえた取組等を通じて、多様な学びの機会の提供や支援を行いま

す。また、地域の学校運営への参画や、企業の障がい者雇用による能力発揮の場の

提供、地域・企業による子育てや家庭教育への応援・支援など、さまざまな視点から

教育施策に協力・貢献します。 

 

▽ 「行政」の役割 

県教育委員会および県は、時代の変化等に伴い新たに生じる課題や状況に的確

に対応するとともに、よりよい教育施策の実施に向けて取り組みます。また、子ども

たち一人ひとりの状況に応じたよりよい教育環境を整備・実現するとともに、ニーズ

や課題を把握・分析した上で、計画やシステムを整備し、必要な助言等を行います。

あわせて、社会総がかりで教育を進めるために必要な働きかけや支援等を行いま

す。 

 

▽ 県と市町の役割分担 

市町等教育委員会および市町は、義務教育、幼児教育を担う自治体として、自ら

の判断において教育行政を展開するとともに、その成果について住民への説明責

任を確実に果たします。 

県教育委員会および県は、全県的な教育水準の維持向上に主体的役割を果たし

ます。また、教育施策を進めるにあたり、市町等教育委員会、市町との意見や情報

の交換を密にし、その主体性を尊重しながら一層の支援を図ります。 

 


